
｢
東
山
法
門｣

の
人
々
の
傳
記
に
つ
い
て

(

下)

伊

吹

敦

五

慧
能

慧
能
の
傳
記
に
言
及
す
る
文
獻
は
多
い
が
、
時
代
が
降
る
ほ
ど
、
後
世
の
創
作
を
多
く
含
み
、
史
實
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
從
っ
て
、
そ
の
傳
記
を
知
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
古
い
資
料
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
。

唐
代
成
立
の
比
較
的
古
い
資
料
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(

１)

。

１.

荷
澤
神
會

(

六
八
四-

七
五
八)

撰

｢

六
代
の
傳
記｣

(

成
立
年
未
詳)

２.

王
維

(

七
〇
一-

七
六
一)

撰

｢

六
祖
能
禪
師
碑
銘｣

(

成
立
年
未
詳)

３.

敦
煌
本

『

壇
經』

(

成
立
年
未
詳)

４.

傳
法
才
撰

｢

�
髪
塔
記｣

(

成
立
年
未
詳)

５.

撰
者
未
詳

『

歴
代
法
寶
記』

(

成
立
年
未
詳)

６.

撰
者
未
詳

『

曹
溪
大
師
傳』

(

七
八
一
年)

７.

圭
峯
宗
密

(

七
八
〇-

八
四
一)

撰

『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下

(
成
立
年
未
詳)
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こ
れ
ら
の
相
互
關
係
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が

(

２)

、
要
す
る
に
、
１
の

｢

六
代
の
傳
記｣

と
２
の

｢

六
祖

能
禪
師
碑
銘｣

(

以
下
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

と
略
稱)

が
根
本
資
料
で
あ
り
、
他
は
、
そ
の
繼
承
、
あ
る
い
は
發
展
と
見
做
す
こ
と
が
で
き

る
。
從
っ
て
、
慧
能
の
傳
記
を
知
る
た
め
に
は
、
何
と
し
て
も
、
こ
の
二
つ
を
考
察
の
基
礎
に
据
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が
荷
澤
神
會
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
だ
と
い

う
點
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
神
會
は
、｢

南
頓
北
漸｣

説
を
唱
え
て
、
全
盛
を
極
め
た
北
宗
を
排
撃
し
、
遂
に
は
慧
能
を
正
統
の
地
位
に
つ
け

て
し
ま
っ
た
張
本
人
で
あ
る
。
彼
は
大
變
な
策
略
家
で
あ
り
、
慧
能
と
自
分
が
正
統
で
あ
る
こ
と
人
々
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
樣
々

な
策
を
弄
し
た
。
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、｢

傳
衣｣

の
よ
う
に
虚
誕
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
説
を
唱
え
る
こ
と
も
敢
え
て
憚
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
説
く
慧
能
傳
も
、
自
分
の
主
張
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
の

で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
資
料
を
扱
う
場
合
も
、
愼
重
な
對
應
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
神
會
の
創
作
を
析
出

し
、
そ
の
意
圖
を
探
る
こ
と
で
、
神
會
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
前
の
慧
能
の
傳
記
を
明
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
作
業
も
既
に
先
に
掲
げ
た
拙
稿
に
お
い
て
行
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
を
確
認
し
た
う
え
で
、
神
秀
や
慧
安
、

更
に
は
神
會
を
初
め
と
す
る
弟
子
た
ち
の
行
動
と
の
關
聯
を
考
え
つ
つ
、
慧
能
の
實
像
に
迫
っ
て
ゆ
こ
う
と
思
う
。
た
だ
、
そ
の
前
に
、

二
つ
の
根
本
資
料
の
成
立
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

１.
｢

六
代
の
傳
記｣

と

｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
成
立
に
つ
い
て

こ
こ
で
い
う

｢

六
代
の
傳
記｣

と
は
、
既
に
觸
れ
た
よ
う
に
、
石
井
本

『
神
會
語
録』

の
末
尾
に
附
さ
れ
る
六
代
の
祖
師
の
傳
記
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、『

定
是
非
論』

に
附
さ
れ
た
獨
孤
沛

(
生
歿
年
未
詳)

撰
と
い
う
序
文
に
、
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｢

弟
子
於
會
和
上
法
席
下
見
與
崇
遠
法
師
論
諸
義
便
修
。
從
開
元
十
八
・
十
九
・
廿
年
。
其
論
本
竝
不
定
。
爲
修
未
成
。
言
論
不

同
。
今
取
廿
載
一
本
爲
定
。
後
有
師
資
血
脈
傳
一
卷
。
亦
在
世
流
行

(

３)

。｣

と
記
さ
れ
る

｢
師
資
血
脈
傳｣

そ
の
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
現
行
の
も
の
は
、『

金
剛
經』

に
關
す
る
記
述
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、
弟

子
た
ち
に
よ
る
改
編
を
經
て
い
る
た
め
、｢

師
資
血
脈
傳｣

と
區
別
し
て
、
筆
者
は
、
便
宜
上
、
こ
れ
を

｢

六
代
の
傳
記｣

と
呼
ん
で

い
る
。

上
の
獨
孤
沛
の
序
文
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、｢

師
資
血
脈
傳｣

は
、
も
と
も
と

『

定
是
非
論』

に
附
録
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
多
く
の
學
者
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
せ
ず
、
こ
の

｢

後
有
師
資
血
脈
傳
一
卷｣

を
、
單
に

｢

開
元
二
十
年
に

『

定
是
非
論』

が
編
集
さ
れ
た
後
に

｢

師
資
血
脈
傳｣
一
卷
が
編
集
さ
れ
た｣

と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

(

４)

、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、

『

定
是
非
論』

の
序
文
に
わ
ざ
わ
ざ

｢

師
資
血
脈
傳｣

に
言
及
さ
れ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

更
に
、『

定
是
非
論』

の
撰
者
未
詳
の
跋
文
に
、

｢

其
論
先
陳
激
揚
問
答
之
事
。
使
學
者
辨
於
眞
宗
。
疑
者
識
爲

(

僞
カ)

。
後
敍
師
資
傳
授
之
言
。
斷
除
疑
惑
。
審
詳
其
論
。
不
可
思
議

(

５)

。｣

｢

是
非
邪
正
。
具
載
明
文
。
竝
敍
本
宗
。
傳
之
後
代

(

６)

。｣

｢

敬
尋
斯
論
。
妙
理
玄
通
。
先
陳
問
答
。
後
敍
正
宗

(

７)

。｣

と
い
う
の
は
、
こ
の

『

定
是
非
論』

が
、
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１.
｢

先
陳
激
揚
問
答
之
事｣

＝

｢

是
非
邪
正｣

＝

｢

先
陳
問
答｣

２.
｢

後
敍
師
資
傳
授
之
言｣

＝

｢

竝
敍
本
宗｣

＝

｢

後
敍
正
宗｣

と
い
う
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
前
者
が

『

定
是
非
論』

そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
の

『

定
是
非
論』

に
は
後
者
に
該
當
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
、
末
尾
に

｢

師
資
血
脈

傳｣

が
附
録
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
と
、
そ
れ
を
指
し
た
も
の
と
し
て
極
く
自
然
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
こ
に
見
え

る

｢

後
有
師
資
血
脈
傳
一
卷
。
亦
在
世
流
行｣

と
い
う
言
葉
は
、
獨
孤
沛
が
開
元
二
十
年
本
を
中
心
に

『

定
是
非
論』

を
編
集
し
、
序

文
を
書
い
た
際
に
、
既
に
流
布
し
て
い
た

｢

師
資
血
脈
傳｣

を

『

定
是
非
論』

に
附
録
し
た
と
い
う
意
味
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

因
み
に
、
現
行
の

『

定
是
非
論』
と

｢

六
代
の
傳
記｣

に
は
、
い
ず
れ
も

『

金
剛
般
若
經』

の
受
持
を
強
調
す
る
文
章
が
插
入
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
、
獨
孤
沛
に
よ
っ
て
こ
の
二
つ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
編
集
さ
れ
、
そ
れ
が
流
布
し
て
い
た
た
め
、

後
世
の
人
が
、
そ
れ
に
對
し
て
こ
う
し
た
改
變
を
施
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
改
變
の
後
、｢

六
代
の
傳
記｣

が

『

定
是
非
論』

か
ら
切
り
離
さ
れ
、
別
に
行
わ
れ
て
い
た
神
會
の
語
録

(

そ
の
標
題
が
元
來
の

｢

南
陽
和
尚
問
答
雜
徴
義｣

で
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
不
明
。
あ
る
い
は
、
既
に

｢

南
宗
荷
澤
禪
師
問
答
雜
徴｣

と
改
め
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い)

の
末
尾
に
付
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る

石
井
本

『

神
會
語
録』

が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
、
石
井
本

『

神
會
語
録』

の
成
立
は
か
な
り
遲
れ
る
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、｢

六
代
の
傳
記｣

の
内
容
は
、
一
部
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

｢

師
資
血
脈
傳｣

を
繼
承
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、｢

六
代
の
傳
記｣

に
含
ま
れ
る
慧
能
傳
の
内
容
は
、
基
本
的
に
は
、『

定
是
非
論』

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
ま
で
遡
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
、『

定
是
非
論』

の
成
立
は
い
つ
か
。
先
に
掲
げ
た
獨
孤
沛
の
序
文
に
は
、
不
可
解
な
と
こ
ろ
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が
見
ら
れ
る
た
め
、
從
來
か
ら
し
ば
し
ば

『

定
是
非
論』

の
性
格
と
成
立
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
即
ち
、
こ
の
序
文
か
ら
す
る
と
、

ほ
ぼ
同
樣
の
法
論
が
開
元
十
八
年
か
ら
二
十
年
に
か
け
て
少
な
く
と
も
三
度
行
わ
れ
た
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

胡
適
氏
は
、『

定
是
非
論』

で
對
論
者
と
さ
れ
て
い
る
崇
遠
を
神
會
が
雇
っ
た

｢

配
角｣

(

相
手
役)

と
し
、
こ
れ
ら
の
法
論
を
芝
居
と

見
な
そ
う
と
ま
で
し
て
い
る

(

８)

。
し
か
し
、
筆
者
は
、
印
順
氏
の
説
に
從
っ
て

(

９)

、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

開
元
十
八
年

(
七
三
〇)

以
降
、
荷
澤
神
會
は
し
ば
し
ば
北
宗
禪
の
人
々
と
論
爭
を
展
開
し
、
そ
の
内
容
が
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て

メ
モ
と
し
て
多
數
書
き
殘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
論
爭
の
中
で
も
最
も
有
名
な
も
の
が
開
元
二
十
年

(

七
三
二)

の
滑
臺
に
お
け
る

崇
遠
と
の
法
論
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
時
の
メ
モ
を
中
心
と
し
て
、
他
の
法
會
に
お
け
る
内
容
も
盛
り
込
ん
で
、
神
會
の
北
宗
批
判
の

書
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
の
が

『
定
是
非
論』

で
あ
る
。

神
會
は
、
こ
の
後
、
激
し
い
北
宗
批
判
が
問
題
視
さ
れ
、『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
に
よ
る
と
、
天
寶
十
二
年

(

七
五
三)

、
盧

奕

(

生
歿
年
未
詳)

の
讒
言
に
よ
り
弋
陽

(
江
西
省
上
饒
市)

に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、『

定
是
非
論』

の
流
布
が
こ
の
一
つ
の
原
因

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
け
ば
、『

定
是
非
論』

は
開
元
年
間

(

七
一
三-

七
四
一)

の
末
か
、
天
寶
年
間

(

七
四
二-
七
五
六)

の
初
め
頃
に
は
、
既
に
定
本
の
形
で
成
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。

胡
適
氏
は
、
上
に
引
い
た
序
文
に

｢

廿
載
一
本｣

と
あ
り
、｢

年｣

に
代
え
て

｢

載｣

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
天
寶
三
年

(

七
四
四)

で
あ
る
こ
と
か
ら
、『

定
是
非
論』

の
本
文
が
定
ま
っ
た
の
は
天
寶
年
間
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る
が

(

�)

。
後
世
、
書
寫
の
際

に
誤
っ
て
書
き
換
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
確
實
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
神
會
が
こ
う
し
た
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
編
纂
さ
せ

た
の
は
、
自
ら
の
主
張
を
廣
汎
な
人
々
に
對
し
て
、
よ
り
明
瞭
な
形
で
傳
え
よ
う
と
い
う
意
圖
を
も
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
天

寶
四
載
の
神
會
の
入
京
を
契
機
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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獨
孤
沛
の
序
文
に
よ
れ
ば
、『

定
是
非
論』

の
本
文
を
定
め
た
後
に
、
世
に
行
わ
れ
て
い
た

｢

師
資
血
脈
傳｣

を
附
し
た
と
解
さ
れ

る
か
ら
、｢

師
資
血
脈
傳｣

の
成
立
は
こ
れ
に
先
立
つ
は
ず
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
、
開
元
十
八
年
以
降
に
展
開
さ
れ
た
北
宗
批
判
の

中
で
、
そ
の
一
環
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『

定
是
非
論』

に
は
、
普
寂
が
神
秀
や
法
如
を
六
祖
と
す
る
祖
統
を
説
い
て

い
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
文
章
が
あ
る
が

(

こ
の
文
章
は
、
既
に

｢

法
如｣

の
項
で
引
い
た)

、
北
宗
批
判
を
展
開
す
る
に
當
た
っ
て
は
、

こ
れ
に
對
抗
す
る
祖
統
を
立
て
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
、
そ
の
成
立
の
時
期
は
開
元
二
十
年
前
後
と

見
て
大
過
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

慧
能
の
弟
子
で
あ
る
神
會
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
慧
能
を

｢

六
祖｣

と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
う

し
た
祖
統
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
北
宗
批
判
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
祖
統
意
識
こ
そ
が

北
宗
批
判
の
前
提
と
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
從
っ
て
、｢

師
資
血
脈
傳｣

に
説
か
れ
る
祖
統
や
慧
能
傳
は
、
北
宗
批
判
を
展

開
す
る
以
前
か
ら
神
會
の
腦
裏
に
あ
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
説
か
れ
る
慧
能
傳
は
、
基
本
的
に
は
史
實
に
基
づ

く
も
の
と
考
え
て
よ
い
が
、
北
宗
批
判
の
展
開
に
伴
っ
て
、
こ
の
祖
統
の
正
統
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
故
意
の
改
變
が
施
さ
れ
た
可

能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

は
、
そ
の
文
中
に
、

｢

弟
子
曰
神
會
。
遇
師
於
晩
年
。
聞
道
於
中
年
。
度
量
出
於
凡
心
。
利
智
踰
於
宿
學
。
雖
末
後
供
。
樂
最
上
乘
。
先
師
所
明
。
有

類
獻
珠
之
顧
。
世
人
未
識
。
猶
多
抱
玉
之
悲
。
謂
余
知
道
。
以
頌
見
託

(

�)

。｣

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
會
の
委
嘱
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
王
維
と
神
會
の
交
流
に
つ
い
て
は
、『

神
會
語
録』

に
、

― ―30



｢

門
人
劉
相
倩
。
於
南
陽
郡
見
侍
御
史
王
維
。
在
臨
湍
驛
中
。
屈
神
會
和
上
及
同
寺
僧
惠
澄
禪
師
。
語
經
數
日
。｣

(

石
井
本
、
胡
適

本
も
ほ
ぼ
同
樣

(

�))

と
見
え
て
い
る
。
王
維
は
頻
繁
に
官
を
移
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
特
に

｢

侍
御
史｣

の
官
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

そ
こ
に
十
分
な
意
味
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
柳
田
聖
山
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

殿
中
時
御
史
は
、
王
維
の
開
元
末
年
頃
の
官
で
あ
り
、
神
會
の
南
陽
時
代
に
當
た
る

(

�)

。｣

つ
ま
り
、｢

侍
御
史｣

を

｢

殿
中
侍
御
史｣

と
し
、
南
陽
時
代
に
は
面
識
が
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る

(

�)

。
確
か
に
、
陳
鐵
民
氏
の

｢

王
維
年
譜｣

に
よ
れ
ば
、
王
維
が
こ
の
官
に
着
い
て
い
た
の
は
、
開
元
二
十
八
年

(

七
四
〇)

か
ら
天
寶
元
年

(

七
四
二)

に
か
け
て

の
こ
と
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
陳
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
後
、
王
維
は
更
に

｢

侍
御
史｣

に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

(

�)

、
こ

こ
に

｢

侍
御
史｣

と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
關
し
て
、
楊
曾
文
氏
は
、

｢

南
陽
和
尚
問
答
雜
徴
義
稱

｢

侍
御
史
王
維｣

,

可
能
是
在
任
監
察
御
史
之
後
。
據
舊
唐
書
・
職
官
志
載
。
御
史
臺
有
監
察
御
史

(

正
八
品
上)

,

侍
御
史

(

從
六
品
下)

,

王
維
當
是
從
監
察
御
史
升
任
侍
御
史,

時
間
當
在
開
元
中
期

(

公
元
七
二
七
年
前
後

(

�))

。｣

と
述
べ
、
開
元
中
期
の
七
二
七
年
頃
に
、
王
維
は

｢

監
察
御
史｣

か
ら

｢

侍
御
史｣
に
昇
任
し
た
と
す
る
。
た
だ
し
、
根
據
は
何
ら
明
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示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
單
な
る
憶
測
の
域
を
出
な
い
よ
う
で
あ
る
。

陳
鐵
民
氏
は
、
王
維
が

｢

侍
御
史｣

の
任
に
あ
っ
た
の
を
、
天
寶
四
載

(

七
四
五)

か
ら
翌
五
載
に
か
け
て
の
こ
と
と
す
る
か
ら
、

王
維
が
南
陽
で
神
會
に
あ
っ
た
の
も
こ
の
年
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
王
輝
斌
氏
は
、
陳
氏
の

｢

王
維
年
譜｣

に
は
、
後
世
の
人
が
詩
に

附
し
た
註
釋
を
王
維
自
身
の
も
の
と
誤
解
す
る
な
ど
、
多
く
の
問
題
點
が
あ
る
と
し
、
當
面
の
問
題
で
あ
る
王
維
と
神
會
の
邂
逅
に
つ

い
て
も
、
新
た
に
次
の
よ
う
な
説
を
立
て
て
い
る

(

�)

。

１.

王
維
が
南
陽

(
�
州)

で
神
會
に
會
っ
た
と
す
れ
ば
、
時
間
的
に
見
て
、
開
元
二
十
八
年

(

七
四
〇)

か
ら
翌
年
に
か
け
て

｢

監
察
御
史｣

と
し
て

｢
知
南
選｣

し
た
時
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

２.

�
州
を

｢

南
陽｣

と
改
め
た
の
は
、
天
寶
元
年

(

七
四
二)

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
王
維
が
訪
れ
た
開
元
二
十
八
年
の
時
點

で
は
、｢

南
陽｣

で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
後
の
地
名
を
遡
ら
せ
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

３.

天
寶
元
年
の
改
元
に
際
し
て
特
赦
が
行
わ
れ
た
結
果
、
王
維
は
正
八
品
下
の
監
察
御
史
か
ら
從
六
品
下
の
侍
御
史
に
榮
轉
し
、

天
寶
四
年
ま
で
そ
の
職
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
天
寶
四
年
に
初
め
て
侍
御
史
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

４.

從
っ
て
、『

神
會
語
録』

が
王
維
を

｢

侍
御
史｣
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
後
の
官
名
を
遡
ら
せ
て
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

陳
氏
の
説
に
據
れ
ば
、
神
會
が
王
維
と
南
陽
で
出
會
っ
た
の
は
、
早
く
と
も
天
寶
四
載
と
な
る
が
、『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

の

｢

神
會

第
七｣

に
、

｢

天
寶
四
載
。
兵
部
侍
郎
宋
鼎
請
入
東
都
。
然
正
道
易
申
。
謬
理
難
固
。
於
是
曹
溪
了
義
。
大
播
於
洛
陽
。
荷
澤
頓
門
派
流
於
天
下

(

�)

。｣
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と
い
う
よ
う
に
、
神
會
が
洛
陽
の
荷
澤
寺
に
入
っ
た
の
が
正
し
く
そ
の
天
寶
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
點
か
ら
見

て
も
陳
氏
の
見
解
に
は
や
や
無
理
が
あ
り
、
王
氏
に
從
う
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

王
氏
の
見
解
に
據
れ
ば
、
神
會
と
王
維
の
邂
逅
は
、
再
び
開
元
二
十
八
年

(

七
四
〇)

頃
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
な

の
は
、
陳
氏
に
し
て
も
王
氏
に
し
て
も
、
王
維
が
實
際
に
南
陽
に
行
き
、『

神
會
語
録』

の
ご
と
き
問
答
を
交
わ
し
た
こ
と
を
前
提
と

し
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
。『

神
會
語
録』

の
元
來
の
名
稱
と
見
ら
れ
る

『

南
陽
和
尚
問
答
雜
徴
義』

は
、
神
會
が

南
陽
に
住
し
て
い
た
時
代
の
問
答
を
集
め
た
も
の
と
い
う
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
が

(『

宋
高
僧
傳』

に
據
れ
ば
、
神
會
が
南
陽
の
龍
興

寺
に
敕
住
し
た
の
は
開
元
八
年
〈
七
二
〇
〉
の
こ
と
で
あ
る

(

�))

、『

神
會
語
録』

が

｢

侍
御
史｣

と
い
う
官
名
、｢

南
陽｣

と
い
う
地
名
を
用

い
て
い
る
以
上
、
こ
の
問
答
が
纏
め
ら
れ
た
の
は
、
早
く
と
も
天
寶
元
年

(

七
四
二)

以
降
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

假
に
開
元
二
十
八
年
頃
に
神
會
と
王
維
が
實
際
に
南
陽
で
出
會
っ
た
と
し
て
も
、『

神
會
語
録』

の
ご
と
き
問
答
が
纏
め
ら
れ
た
の
は
、

少
な
く
と
も
そ
れ
か
ら
何
年
か
は
降
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
實
際
に
交
わ
さ
れ
た
通
り
の
も
の
で
あ
る
保
證
は
ど
こ
に

も
な
い
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
こ
の
問
答
は
全
て
神
會
あ
る
い
は
弟
子
に
よ
る
創
作
で
あ
り
、
文
人
と
し
て
名
高
く
、
ま
た
、
佛
教
の
信
奉
者
と
し
て
も

知
ら
れ
る
王
維
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
布
教
上
の
效
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
二
人
が
南
陽
で
出

會
っ
た
と
す
る
必
要
も
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
、
天
寶
四
載
の
神
會
の
入
京
以
降
、
中
原
に
お
い
て
交
流
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
後
に
、

南
陽
を
舞
台
と
し
て
二
人
の
問
答
が
創
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
王
維
の
官
名
は

｢

侍
御
史｣

以
降
も
し
ば
し
ば
替
わ
っ
た
か
ら
、『

神
會
語
録』

が
王
維
を

｢

侍
御
史｣

と
呼
ん
で
い
る
の

に
は
、
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
恐
ら
く
は
、
王
維
と
神
會
と
が
交
渉
を
持
っ
て
い
た
と
き
の
官
名
を
踏
襲
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
二
人
の
交
流
は
、
少
な
く
と
も
王
維
が

｢
侍
御
史｣

の
職
に
あ
っ
た
天
寶
元
年-

天
寶
五
載
の
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間
ま
で
は
續
い
た
こ
と
と
な
る
。
恐
ら
く
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
撰
述
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
と
見
做
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
實
際
の
と

こ
ろ
、｢

能
禪
師
碑｣

の
本
文
中
に
、

｢

至
某
載
月
日
。
忽
謂
門
人
曰
。
吾
將
行
矣

(

�)

。｣

と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
が
、｢

年｣

に
替
え
て

｢

載｣

を
用
い
た
の
は
、
天
寶
三
年

(

七
四
四)

正
月
か
ら
乾
元
元
年

(

七
五
八)

正

月
ま
で
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
點
か
ら
見
て
も
、
そ
の
撰
述
は
天
寶
四
、
五
載
の
こ
と
と
見
て
先
ず
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

な
お
、
柳
田
聖
山
氏
は
、
安
史
の
亂
後
、
神
會
と
王
維
が
洛
陽
で
舊
交
を
温
め
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
が

(

�)

、
近
年
發
見
さ
れ
た
神
會

の
塔
銘
に
よ
れ
ば
、
晩
年
に
再
び
洛
陽
に
迎
え
ら
れ
た
と
い
う

『

宋
高
僧
傳』

の
説
は
認
め
が
た
い
よ
う
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、
陳
盛
港
氏

は
、
天
寶
十
二
年

(

七
五
三)

の
貶
逐
以
降
、
特
に
天
寶
十
四
年
の
安
禄
山
の
叛
亂
以
降
は
、
當
時
、
二
人
が
置
か
れ
た
状
況
等
か
ら

見
て
、
こ
う
し
た
も
の
が
撰
述
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
し
、
一
方
で
、
碑
銘
の
本
文
に
は
貶
逐
が
近
い
こ
と
を
察
知

し
た
語
氣
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
、
貶
逐
の
直
前
の
撰
述
だ
と
い
う

(

�)

。
確
か
に
晩
年
の
歸
京
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
天
寶
十

二
年
以
降
は
撰
述
の
機
會
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
碑
銘
の
語
氣
か
ら
撰
述
時
期
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
そ
う
し
た
語
氣
が
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か
も
既
に
問
題
で
あ
る
が
、
碑
文
の
撰
述
を
委
託
さ
れ
た
王
維
が
、
神
會
自
身
の
感
情

を
そ
こ
ま
で
深
く
理
解
し
、
そ
れ
を
反
映
さ
せ
て
文
章
を
書
い
た
と
い
う
の
も
極
め
て
疑
わ
し
い
。

で
は
、
こ
の
碑
文
の
撰
述
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
圖
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
そ
れ
は
曹
溪
に
建
て
ら
れ
て
い
た

武

平
一

(

生
歿
年
未
詳)

撰
の
慧
能
の
碑
銘
に
對
抗
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、｢

六
代
の
傳

記｣

に
は
、
初
め
に
建
て
ら
れ
た
韋
據
の
碑
文
が
磨
改
さ
れ
た
と
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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｢

殿
中
丞
韋
據
造
碑
文
。
至
開
元
七
年
被
人
磨
改
。
別
造
文
報
鐫
。
略
除
六
代
師
資
相
授
及
傳
袈
裟
所
由
。
其
碑
今
見
在
漕
溪

(

�)

。｣
こ
の
事
件
は

『

定
是
非
論』

で
も
觸
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の
文
章
に
見
る
よ
う
に
、
磨
改
の
内
容
が
よ
り
詳
し
く
書
か
れ
、
そ
の

張
本
人
を
武
平
一

(

生
歿
年
未
詳)

と
名
指
し
し
て
い
る
。

｢

又
使
門
徒
武
平
一
等
。
磨
却
韶
州
大
�
碑
銘
。
別
造
文
報
。
鐫
向
能
禪
師
碑
上
。
立
秀
禪
師
爲
第
六
代
。
師
資
相
授
及
袈
裟
所

由

(

�)

。｣

こ
の
碑
文
が
か
つ
て
實
在
し
た
こ
と
は
、『

寶
刻
叢
編』

卷
十
九
に
、

｢

唐
廣
果
寺
能
大
師
碑

唐
武
平
一
撰
正
書
。
無
姓
名
。
開
元
七
年
立
諸
道
石
刻
録(

�)｣

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
疑
い
え
な
い
。
で
は
、
こ
れ
は
本
當
に
、
神
會
の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
韋
據
の
碑
文
を
磨
改

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
そ
う
し
た
行
爲
に
よ
っ
て
弘
忍
の
後
繼
者
と
し
て
の

慧
能
の
正
統
性
が
損
な
わ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
曹
溪
の
弟
子
た
ち
が
そ
れ
を
黙
っ
て
見
過
ご
す
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
武
平
一
の

碑
が
建
て
ら
れ
た
開
元
七
年

(

七
一
九)

は
、
慧
能
が
入
寂
し
た
先
天
元
年

(
七
一
二)

か
ら
七
年
後
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
武
平
一
の

碑
文
こ
そ
は
、
弟
子
た
ち
が
慧
能
を
顯
彰
す
る
た
め
に
建
て
た
最
初
の
碑
文
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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武
平
一
は
、
先
に

｢

神
秀｣

の
項
で
觸
れ
た
よ
う
に
、
神
秀
の
滅
後
、
嵩
山
に
そ
の
塔
を
建
立
す
る
に
當
た
っ
て
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、｢

大
照
禪
師
碑｣

に
、

｢

神
龍
中
。
孝
和
皇
帝
詔
曰
。
大
通
禪
師
降
迹
閻
浮
。
情
存
汲
引
。
戒
珠
圓
�
。
流
洞
鑒
於
心
臺
。
定
水
方
澄
。
結
清
虚
於
意
府
。

原
其
行
也
。
既
無
人
而
無
我
。
測
其
理
也
。
亦
非
斷
而
非
常
。
然
而
示
彼
同
凡
。
奄
隨
運
往
。
形
雖
已
謝
。
教
乃
恒
傳
。
其
弟
子

僧
普
寂
。
夙
參
梵
侶
。
早
�
法
筵
。
得
彼
髻
珠
。
獲
茲
心
寶
。
但
釋
迦
流
通
之
分
。
終
寄
於
阿
難
。
禪
師
開
示
之
門
。
爰
資
於
普

寂
。
宜
令
統
領
徒
衆
。
宣
揚
教
迹
。
俾
夫
聾
俗
。
咸
悟
法
音
。
考
功
員
外
郎
武
平
一
奉
宣
聖
旨
。
慰
喩
敦
勸

(

�)

。｣

と
い
う
よ
う
に
、
神
秀
の
寂
後
、
中
宗
が
普
寂
に
後
繼
者
と
し
て
法
を
説
く
よ
う
命
じ
た
際
に
、
そ
の
聖
旨
を
傳
え
た
の
も
彼
で
あ
っ

て
、
張
説
と
共
に
、
神
秀
・
普
寂
の
信
奉
者
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
彼
が
慧
能
の
碑
銘
を
撰
述
し
た
と
す
れ
ば
、
神
會
が

｢

立
秀
禪
師
爲
第
六
代｣

と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
、
弘
忍
の
弟
子
の
代
表
と
し
て
の
神
秀
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
む
し

ろ
當
然
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
武
平
一
に
碑
文
の
撰
述
を
依
頼
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
曹
溪
に
殘
さ
れ
た
慧
能
の
弟
子
た
ち
が
、

弘
忍
門
下
に
お
け
る
神
秀
の
特
別
の
地
位
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
恐
ら
く
は
、
慧
能
自
身
も
、
生
前
、
そ
れ
を
容
認

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
神
秀
は
慧
能
よ
り
遙
か
に
年
長
で
あ
っ
た
し
、
時
の
皇
帝
に
尊
敬
さ
れ
、
入
内
供
養
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
の
重
み
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
慧
能
こ
そ
が
弘
忍
の
唯
一
の
正
統
な
後
繼
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
神
會
は
、
曹
溪
の
人
々
の
こ
う
し
た
通
念
に
滿
足
で

き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
考
え
出
し
た
の
が
、
武
平
一
の
碑
文
が
磨
改
の
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
韋
據
の
碑
文
に
は
、

自
身
が
主
張
す
る
袈
裟
の
傳
授
や
慧
能
を
弘
忍
の
唯
一
の
正
統
な
後
繼
者
と
す
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い
た
と
説
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
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あ
る
。

從
っ
て
、
韋
據
の
碑
文
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
武
平
一
が
そ
の
碑
文
を
磨
改
し
た
と
い
う
こ
と
も
全
て
神
會
に
よ
る
虚
誕
と
見

做
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
當
初
、
慧
能
の
直
弟
子
た
ち
は
、
弘
忍
門
下
の
代
表
と
し
て
の
神
秀
の
地
位
を
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
が
降
り
、
次
第
に
神
會
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
曹
溪
の
慧
能
の
兒
孫
た
ち
は
、
こ
れ
に
滿

足
で
き
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『

歴
代
法
寶
記』

の

｢

慧
能
傳｣

に
、
磨
改
さ
れ
た
韋
據
の
碑
文

(

即
ち
、
武
平
一

の
碑
文)

に
代
え
て
宋
鼎
の
碑
文
が
建
立
さ
れ
た
と
し
て
、

｢

太
常
寺
丞
韋
據
造
碑
文
。
至
開
元
七
年
。
被
人
磨
改
。
別
造
碑
。
近
代
報
修
。
侍
郎
宋
鼎
撰
碑
文

(

�)

。｣

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
引
い
た

『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
の

｢

神
會
第
七｣

の
文
に
見
る
よ
う
に
、
宋
鼎
は
神
會
を
洛
陽
に
招
き
入
れ
た
外
護
者

と
し
て
有
名
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
近
年
發
見
さ
れ
た
荷
澤
神
會
の
碑
銘
、
慧
空
撰

｢

大
唐
東
都
荷
澤
寺
歿
故
第
七
祖
國
師
大
�
於

龍
門
寶
應
寺
龍
首
腹
建
身
塔
銘
并
序｣

(

以
下
、｢

神
會
塔
銘｣

と
略
稱)

に
も
、

｢

有
皇
唐
兵
部
侍
郎
宋
公
諱
鼎
。
迎
請
洛
城
。
廣
開
法
眼
。
樹
碑
立
影
。
道
俗
歸
心
。
宇
宙
蒼
生
。
無
不
迴
向

(

�)

。｣

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
塔
銘
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、｢

樹
碑
立
影｣

と
い
う
記
述
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、『

宋
高
僧
傳』

の

｢

慧
能
傳｣

に
、
洛
陽
の
荷
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澤
寺
に
あ
っ
た
慧
能
の
眞
堂
に
宋
鼎
撰
の
碑
文
が
建
て
ら
れ
、
ま
た
、
歴
代
祖
師
の
肖
像
が
描
か
れ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

の
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。

｢

弟
子
神
會
若
顏
子
之
於
孔
門
也
。
勤
勤
付
囑
語
在
會
傳
。
會
於
洛
陽
荷
澤
寺
崇
樹
能
之
眞
堂
。
兵
部
侍
郎
宋
鼎
爲
碑
焉
。
會
序

宗
脈
。
從
如
來
下
西
域
諸
祖
外
震
旦
凡
六
祖
。
盡
圖
�
其
影
。
太
尉
房
�
作
六
葉
圖
序

(

�)

。｣

更
に
、
趙
明
誠

(

一
〇
八
一-

一
一
二
九)

編
の

『

金
石
録』

卷
七
に
、

｢

第
一
千
二
百
九
十
八
唐
曹
溪
能
大
師
碑
宋
泉
撰
。
史
惟
則
八
分
書
。
天
寶
十
一
載
二
月

(

�)｣

と
あ
り

(

當
然
の
こ
と
な
が
ら
、｢

宋
泉｣

の

｢
泉｣
は
、｢

鼎｣

の
誤
り
と
見
る
べ
き
で
あ
る)

、
ま
た
、
歐
陽
�(

一
〇
四
七-

一
一
一
三)

撰

『

集
古
録
目』

(

一
〇
六
九
年)

卷
七
の

｢

�
州｣
の
項
に
も
、

｢

能
大
師
碑

兵
部
侍
郎
宋
鼎
撰
。
河
南
陽
�
丞
史
惟
則
八
分
書
。
大
師
姓
盧
氏
。
南
海
新
興
人
。
居
新
興
之
曹
溪
。
天
寶
七
載
其
弟
子
神
會
建

碑
於
鉅
鹿
郡
之
開
元
寺
寶
刻
叢
編

(

	)｣

と
あ
っ
て
、
�
州
＝
鉅
鹿

(

河
北
省
�
臺
市)

に
も

(


)

、
こ
れ
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

(

こ
こ
に

｢

新
興
之
曹
溪｣

と
い
う
の
は
、
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生
地
と
住
地
を
混
同
し
た
こ
と
に
よ
る
誤
り
と
認
め
ら
れ
る)

。『

金
石
録』

は
所
在
を
明
記
せ
ず
、
建
立
年
も
異
に
す
る
が
、｢

天
寶
十
一

年｣
は
、｢

天
寶
七
年｣

を
誤
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
同
一
の
も
の
を
掲
げ
た
と
見
て
よ
い

(

�)

。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら
の
碑
銘
の

文
面
は
同
一
の
も
の
で
、｢

天
寶
七
年｣

と
い
う
紀
年
は
、
撰
述
時
期
を
示
す
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容

は
、
神
會
の
意
向
に
沿
っ
て
、
慧
能
を

｢

六
祖｣

と
し
、
傳
衣
に
も
言
及
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

武
平
一
の
碑
文
に
代
え
て
曹
溪
に
新
た
に
こ
れ
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
神
會
に
よ
る
慧
能
の
顯
彰
活
動
の
結
果
、
曹
溪
に

留
ま
っ
た
弟
子
た
ち
も
、
慧
能
こ
そ
が
弘
忍
門
下
の
代
表
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
神
會
は
武

平
一
が

｢

碑
文
の
磨
改｣
を
行
っ
た
と
非
難
す
る
が
、
實
際
に
は
、
神
會
の
影
響
下
に
曹
溪
の
人
々
が
行
っ
た
こ
の
行
爲
こ
そ
が

｢

碑

文
の
磨
改｣

で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

曹
溪
で
武
平
一
の
碑
に
代
え
て
宋
鼎
の
碑
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
神
會
の
歿
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
事
實
は
、
神
會
が
宋
鼎

の
碑
銘
を
必
要
と
し
た
理
由
が
武
平
一
の
碑
文
へ
の
對
決
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
。
宋
鼎
の
碑
文
が
書
か
れ
た
の
も
、
神
會
が

洛
陽
に
入
る
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
王
維
に
碑
文
を
依
頼
し
た
の
も
、
恐
ら
く
は
、
全
く
同
樣
の
意
圖
か
ら
出
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

宋
鼎
の
碑
文
が
實
際
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
に
對
し
て
、
王
維
の
も
の
が
建
て
ら
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ

の
理
由
は
、
そ
の
文
面
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
王
維
は
北
宗
禪
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
神
秀
の
權
威
を
否
定
す
る
よ
う
な
文

章
を
書
く
よ
う
に
依
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
結
果
と
し
て
非
常
に
曖
昧
な
も
の
に
な
り
、
慧
能
の
顯
彰
と
い
う

點
で
十
分
な
效
果
を
上
げ
得
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
に
し
て
大
過
な
し
と
す
れ
ば
、｢

六
代
の
傳
記｣

の
記
述
は
、
開
元
二
十
年

(

七
三
二)

頃
に
は
既
に
成
立
し
て
い
た

｢

師
資
血
脈
傳｣

に
ま
で
遡
り
、
一
方
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
成
立
は
天
寶
四
、
五
載

(

七
四
五
、
七
四
六)

頃
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
兩
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者
の
成
立
に
は
十
年
以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２.

二
種
の
根
本
資
料
に
見
ら
れ
る
慧
能
傳

次
に
我
々
は
、
こ
の
二
種
の
根
本
資
料
の
中
か
ら
、
史
實
と
認
め
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
、
神
會
に
よ
る
改
變
、
あ
る
い
は
創
作

と
見
做
す
べ
き
も
の
と
を
分
離
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
慧
能
の
傳
記
の
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
ご
と

に
、
二
つ
の
根
本
資
料
に
見
ら
れ
る
記
述
を
掲
げ
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
逐
一
、
比
較
檢
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

ａ.

出
自
と
修
學

○

｢

六
代
の
傳
記｣

｢

俗
姓
盧
。
先
祖
范
陽
人
也
。
因
父
官
嶺
外
便
居
新
州

(

�)

。｣

○

｢

能
禪
師
碑
銘｣

｢

禪
師
俗
姓
盧
氏
。
某
郡
某
縣
人
也
。
名
是
虚
假
。
不
生
族
姓
之
家
。
法
無
中
邊
。
不
居
華
夏
之
地
。
善
習
表
於
兒
戲
。
利

根
發
於
童
心
。
不
私
其
身
。
臭
味
於
耕
桑
之
侶
。
苟
適
其
道
。
羶
行
於
蠻
貊
之
郷

(

�)

。｣

｢

六
代
の
傳
記｣

に
よ
れ
ば
、
慧
能
は
、
も
と
も
と
范
陽
の
盧
氏
で
あ
っ
た
が
、
父
親
が
嶺
南
で
官
に
着
い
た
た
め
、
新
州
で
生
ま

れ
た
と
い
う
。｢

能
禪
師
碑
銘｣

は
具
體
的
な
内
容
を
缺
く
が
、
少
な
く
と
も

｢

六
代
の
傳
記｣

の
記
述
と
矛
盾
す
る
内
容
は
見
ら
れ

な
い
。
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ｂ.

入
門
と
得
法

○
｢

六
代
の
傳
記｣

｢
年
廿
二
。
東
山
禮
拜
忍
大
師
。
忍
大
師
謂
曰
。
汝
是
何
處
人
也
。
何
故
禮
拜
我
。
擬
欲
求
何
物
。
能
禪
師
答
曰
。
弟
子
從

嶺
南
新
山

(

マ
マ)

故
來
頂
禮
。
唯
求
作
佛
。
更
不
求
餘
物
。
忍
大
師
謂
曰
。
汝
是
嶺
南
�
�
。
若
爲
堪
作
佛
。
能
禪
師
言
。
�
�
佛

性
與
和
上
佛
性
有
何
差
別
。
忍
大
師
深
奇
其
言
。
更
欲
共
語
。
爲
諸
人
在
左
右
。
遂
發
遣
令
隨
衆
作
務
。
遂
即
爲
衆
踏
碓
經

八
箇
月
。
忍
大
師
於
衆
中
尋
覓
。
至
碓
上
見
共
語
。
見
知
眞
了
見
性
。
遂
至
夜
間
密
喚
來
房
内
。
三
日
三
夜
共
語
。
了
知
證

如
來
知
見
。
更
無
疑
滯
。
既
付
囑
已
便
謂
曰
。
汝
縁
在
嶺
南
。
即
須
急
去
。
衆
人
知
見
必
是
害
汝
。
能
禪
師
曰
。
和
上
若
爲

得
去
。
忍
大
師
謂
曰
。
我
自
送
汝
。
其
夜
遂
至
九
江
驛
。
當
時
得
船
渡
江
。
大
師
看
過
江
。
當
夜
却
歸
至
本
山
。
衆
人
竝
不

知
覺
。
去
後
經
三
日
。
忍
大
師
言
曰
。
徒
衆
將
散
。
此
間
山
中
無
佛
法
。
佛
法
流
過
嶺
南
訖
。
衆
人
見
大
師
此
言
。
咸
共
驚

愕
不
已
。
兩
兩
相
顧
無
色
。
乃
相
謂
曰
。
嶺
南
有
誰
。
遞
相
借
問
。
衆
中
有
�
州
法
如
云
言
。
此
少
慧
能
在
此
。
各
遂
尋
趁
。

衆
有
一
四
品
將
軍
捨
官
入
道
。
俗
姓
陳
。
字
慧
明
。
久
久
在
大
師
下
。
不
能
契
悟
。
即
大
師
此
言
。
當
即
曉
夜
倍
程
奔
趁
。

即
大
�
嶺
上
相
見
。
能
禪
師
怕
急
。
恐
畏
身
命
不
存
。
所
將
袈
裟
過
與
慧
明
。
慧
明
禪
師
謂
曰
。
我
本
來
不
爲
袈
裟
來
。
大

師
發
遣
之
日
。
有
命
言
教
。
願
爲
我
解
説
。
能
禪
師
具
説
正
法
。
明
禪
師
聞
説
心
法
已
。
合
掌
頂
禮
。
遂
遣
急
過
嶺
。
以
後

大
有
人
來
相
趁

(

�)

。｣

○

｢

能
禪
師
碑
銘｣

｢

年
若
干
。
事
黄
梅
忍
大
師
。
願
竭
其
力
。
即
安
於
井
臼
。
素
刳
其
心
。
獲
悟
於
�
稗
。
毎
大
師
登
座
。
學
衆
盈
庭
。
中
有

三
乘
之
根
。
共
聽
一
音
之
法
。
禪
師
默
然
受
教
。
曾
不
起
予
。
退
省
其
私
。
迥
超
無
我
。
其
有
猶
懷
渇
鹿
之
想
。
尚
求
飛
鳥

之
跡
。
香
飯
未
消
。
弊
衣
仍
覆
。
皆
曰
升
堂
入
室
。
測
海
窺
天
。
謂
得
黄
帝
之
珠
。
堪
受
法
王
之
印
。
大
師
心
知
獨
得
。
謙
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而
不
鳴
。
天
何
言
哉
。
聖
與
仁
豈
敢
。
子
曰
賜
也
。
吾
與
汝
不
如
。
臨
終
遂
密
授
以
祖
師
袈
裟
。
謂
之
曰
。
物
忌
獨
賢
。
人

惡
出
己
。
予
且
死
矣
。
汝
其
行
乎

(

�)

。｣

｢

六
代
の
傳
記｣

は
、
二
十
二
歳
で
弘
忍
に
入
門
し
た
と
し
、
そ
の
時
の
問
答
も
記
す
。
し
か
し
、
こ
の
問
答
の
内
容
は
、
慧
能
が

宗
教
的
な
天
才
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
神
會
が
創
作
し
た
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
あ
る
。
慧
能
は
、
そ
の
後
、
八
箇
月
間
、
大

衆
と
と
も
に
作
務
に
從
事
し
た
が
、
弘
忍
は
慧
能
が
見
性
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
付
囑
を
行
な
い
、
他
の
弟
子
の
嫉
妬
を
畏

れ
て
竊
か
に
嶺
南
に
去
ら
せ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
大
衆
が
後
を
追
い
、
大
�
嶺
で
追
い
つ
い
た
慧
明
に
對
し
て
慧
能
は
法
を
説
い
た

と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
も
、
慧
能
の

｢

頓
悟｣

が
際
だ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
意
圖
が
感
じ
ら
れ
、
多
く
は
創
作
と
見

え
る
。

一
方
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

は
、
例
に
よ
っ
て
意
味
が
分
明
で
は
な
い
が
、｢

願
竭
其
力
。
即
安
於
井
臼
。
素
刳
其
心
。
獲
悟
於
�
稗｣

と
い
う
か
ら
、
慧
能
が
作
務
に
從
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、｢

皆
曰
升
堂
入
室
。
測
海
窺
天
。
謂
得
黄
帝
之
珠
。

堪
受
法
王
之
印｣

と
い
う
の
は
、
弘
忍
門
下
で
慧
能
が
他
の
弟
子
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
弘
忍
の
み
が
慧
能

の
能
力
を
認
め
た
と
い
う

｢

六
代
の
傳
記｣

と
内
容
を
異
に
す
る
。
更
に
、
弘
忍
が
臨
終
す
る
に
當
た
っ
て
祖
師
の
袈
裟
を
授
け
て
去

ら
せ
た
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に

｢

六
代
の
傳
記｣

と
矛
盾
し
て
い
る
。

ｃ.

隱
遁
と
出
世

○

｢

能
禪
師
碑
銘｣

｢

禪
師
遂
懷
寶
迷
邦
。
銷
聲
異
域
。
衆
生
爲
淨
土
。
雜
居
止
於
編
人
。
世
事
是
度
門
。
混
農
商
於
勞
侶
。
如
此
積
十
六
載
。
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南
海
有
印
宗
法
師
講
涅
槃
經
。
禪
師
聽
於
座
下
。
因
問
大
義
。
質
以
眞
乘
。
既
不
能
酬
。
翻
從
請
益
。
乃
歎
曰
。
化
身
菩
薩
。

在
此
色
身
。
肉
眼
凡
夫
。
願
開
慧
眼
。
遂
領
徒
屬
。
盡
詣
禪
居
。
奉
爲
挂
衣
。
親
自
削
髮
。
於
是
大
興
法
雨
。
普
灑
客
塵

(

�)

。｣

｢

能
禪
師
碑
銘｣

は
、
得
法
の
後
、
慧
能
が
十
六
年
に
亙
っ
て
農
民
や
商
人
と
と
も
に
勞
働
に
從
事
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の

後
、
南
海
郡

(
廣
東
省)

で
印
宗
法
師
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
出
家
を
遂
げ
た
と
い
う
。｢

六
代
の
傳
記｣

に
は
、
こ
の
十
六
年
間
の

隱
遁
に
關
す
る
記
載
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

ｄ.

曹
溪
で
の
布
教

○

｢

六
代
の
傳
記｣

｢

能
禪
師
過
嶺
至
韶
州
居
漕
溪
。
來
住
四
十
年
。
依
金
剛
經
重
開
如
來
知
見
。
四
方
道
俗
雲
奔
雨
至
。
猶
如
月
輪
處
於
虚
空
。

頓
照
一
切
色
像
。
亦
如
秋
十
五
夜
月
。
一
切
衆
生
莫
不
瞻
覩

(

�)

。｣

○

｢

能
禪
師
碑
銘｣

｢

既
而
道
�
遍
覆
。
名
聲
普
聞
。
泉
館
卉
服
之
人
。
去
聖
歴
劫
。
塗
身
穿
耳
之
國
。
航
海
窮
年
。
皆
願
拭
目
於
龍
象
之
姿
。

忘
身
於
鯨
鯢
之
口
。
駢
立
於
戸
外
。
趺
坐
於
牀
前
。
林
是
栴
檀
。
更
無
雜
樹
。
花
惟
�
葡
。
不
嗅
餘
香
。
皆
以
實
歸
。
多
離

妄
執

(

�)

。｣

｢

六
代
の
傳
記｣

も

｢

能
禪
師
碑
銘｣

も
、
多
く
の
人
が
慧
能
の
教
導
に
從
っ
た
と
す
る
。｢

六
代
の
傳
記｣

は
、
曹
溪
で
の
布
教
期

間
を

｢

四
十
年｣

と
す
る
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
概
數
を
擧
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、｢

六
代
の
傳
記｣

で
、
布
教
に
際
し
て
、
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『
金
剛
經』

に
よ
っ
て
如
來
の
知
見
を
開
か
せ
た
と
い
う
の
が
後
世
の
附
加
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ｅ.
皇
帝
か
ら
の
敕
召
と
崇
拜

○

｢

能
禪
師
碑
銘｣

｢

九
重
延
想
。
萬
里
馳
誠
。
思
布
髮
以
奉
迎
。
願
叉
手
而
作
禮
。
則
天
太
后
孝
和
皇
帝
竝
敕
書
勸
諭
。
徴
赴
京
城
。
禪
師
子

牟
之
心
。
敢
忘
鳳
闕
。
遠
公
之
足
。
不
過
虎
溪
。
固
以
此
辭
。
竟
不
奉
詔
。
遂
送
百
衲
袈
裟
。
及
錢
帛
等
供
養
。
天
王
厚
禮
。

獻
玉
衣
於
幻
人
。
女
后
宿
因
。
施
金
錢
於
化
佛
。
尚
�
貴
物
。
異
代
同
符

(

�)

。｣

｢

能
禪
師
碑
銘｣

に
よ
れ
ば
、
則
天
武
后
と
中
宗
が
敕
書
を
遣
わ
し
て
都
に
來
る
よ
う
諭
し
た
が
、
慧
能
は
頑
と
し
て
應
じ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
百
衲
の
袈
裟
と
錢
帛
等
を
送
っ
て
供
養
し
た
と
い
う
。
一
方
の

｢

六
代
の
傳
記｣

に
は
、
こ
れ
に
相
當
す
る
記
述
は
見

ら
れ
な
い
。

ｆ.

入
滅

○

｢

六
代
の
傳
記｣

｢

至
景
雲
二
年
。
忽
命
弟
子
玄
楷
智
本
。
遣
於
新
州
龍
山
故
宅
建
塔
一
所
。
至
先
天
元
年
九
月
。
從
漕
溪
歸
至
新
州
。
至
先

天
二
年
八
月
三
日
。
忽
告
門
徒
曰
。
吾
當
大
行
矣
。
弟
子
僧
法
海
問
曰
。
和
上
。
以
後
有
相
承
者
否
。
有
此
衣
何
故
不
傳
。

和
上
謂
曰
。
汝
今
莫
問
。
以
後
難
起
極
盛
。
我
縁
此
袈
裟
幾
失
身
命
。
汝
欲
得
知
時
。
我
滅
度
後
四
十
年
外
。
豎
立
宗
者
即

是
。
其
夜
奄
然
坐
化
。
大
師
春
秋
七
十
有
六
。
是
日
山
崩
地
動
。
日
月
無
光
。
風
雲
失
色
。
林
木
變
白
。
別
有
異
香
�
�
。
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經
停
數
日
。
漕
溪
溝
澗
斷
流
。
泉
池
枯
竭
。
經
餘
三
日
。
其
年
於
新
州
國
恩
寺
迎
和
上
神
座
。
十
一
月
葬
於
漕
溪
。
是
日
百

鳥
悲
鳴
。
蟲
獸
哮
吼
。
其
龍
龕
前
有
白
光
出
現
。
直
上
衝
天
。
三
日
始
前
頭
散
。
殿
中
丞
韋
據
造
碑
文
。
至
開
元
七
年
被
人

磨
改
。
別
造
文
報
鐫
。
略
敍
六
代
師
資
相
授
及
傳
袈
裟
所
由
。
其
碑
今
見
在
漕
溪

(

�)

。｣

○

｢

能
禪
師
碑
銘｣

｢

至
某
載
月
日
。
忽
謂
門
人
曰
。
吾
將
行
矣
。
俄
而
異
香
滿
室
。
白
虹
屬
地
。
飯
食
訖
而
敷
坐
。
沐
浴
畢
而
更
衣
。
彈
指
不

留
。
水
流
燈
滔
。
金
身
永
謝
。
薪
盡
火
滅
。
山
崩
川
竭
。
鳥
哭
猿
啼
。
諸
人
唱
言
。
人
無
眼
目
。
列
郡
慟
哭
。
世
且
空
虚
。

某
月
日
。
遷
神
於
曹
溪
。
安
坐
於
某
所
。
擇
吉
祥
之
地
。
不
待
青
烏
。
變
功
�
之
林
。
皆
成
白
鶴

(

�)

。｣

｢

六
代
の
傳
記｣

に
據
れ
ば
、
景
雲
二
年

(

七
一
一)

に
、
弟
子
の
玄
楷
と
智
本
に
新
州
の
舊
宅
に
塔
を
建
て
さ
せ
、
先
天
元
年

(

七
一
二)

の
九
月
に
曹
溪
か
ら
新
州
へ
と
移
っ
た
。
そ
し
て
翌
二
年
八
月
三
日
、
法
海
を
初
め
と
す
る
弟
子
た
ち
に
自
ら
の
死
を
告

げ
、
そ
の
夜
、
七
十
六
歳
で
坐
化
し
た
。
遺
體
は
新
州
國
恩
寺
に
迎
え
ら
れ
た
が
、
十
一
月
に
曹
溪
に
葬
ら
れ
、
殿
中
丞
の
韋
據
が
碑

文
を
造
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
碑
文
は
開
元
七
年

(
七
一
九)

に
削
ら
れ
、
別
の
文
が
彫
り
つ
け
ら
れ
た
め
、
現
在
の
碑
文
に
は
、
慧

能
を
六
祖
と
す
る
記
述
や
袈
裟
の
由
來
に
つ
い
て
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

｢

六
代
の
傳
記｣

は
、
入
寂
に
際
し
て
、
慧
能
と
法
海
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
問
答
ま
で
載
せ
る
が
、
そ
の
内
容
は
全
て
神
會
を
慧

能
の
後
繼
者
と
し
、
そ
の
主
張
を
正
當
化
す
る
も
の
で
神
會
の
創
作
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
入
寂
や
葬
儀
に
あ
た
っ

て
種
々
の
神
異
が
見
ら
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
偉
人
の
傳
記
を
書
く
場
合
の
常
套
で
あ
る
か
ら
、
特
に
取
り
上
げ
る
必
要
も
な
か
ろ

う
。一

方
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

は
、
具
體
的
な
日
時
を
缺
く
が
、
慧
能
が
入
寂
に
先
立
っ
て
、
弟
子
ら
に
自
ら
の
死
を
告
げ
た
こ
と
、
餘
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所
で
入
寂
し
て
遺
體
が
曹
溪
に
運
ば
れ
た
こ
と
等
、｢

六
代
の
傳
記｣

と
符
合
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

３.

神
會
の
想
定
し
て
い
た
慧
能
傳

以
上
に
よ
っ
て
、
二
種
の
根
本
資
料
の
内
容
は
、
略
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
の
中
で
、
兩
者
に
矛
盾
が

な
く
、
か
つ
、
神
會
の
意
圖
的
な
改
變
を
窺
わ
せ
る
點
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
史
實
と
認
め
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

い
ま
、
そ
れ
ら
を
列
擧
す
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

Ⅰ-

１.

貞
觀
十
二
年

(
六
三
八)

、
新
州

(

廣
東
省
雲
浮
市)

に
生
ま
れ
る
。
俗
姓
は
盧
。
一
歳
。

Ⅰ-

２.

東
山
に
赴
い
て
弘
忍
の
弟
子
と
な
り
、
大
衆
と
と
も
に
作
務
に
勵
ん
だ
。

Ⅰ-

３.

曹
溪

(

廣
東
省
韶
關
市)
で
の
布
教
に
よ
っ
て
名
聲
が
廣
ま
り
、
遠
方
か
ら
入
門
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

Ⅰ-

４.

景
雲
二
年

(

七
一
一)

、
弟
子
の
玄
楷
と
智
本
に
、
新
州
の
舊
宅
に
塔
を
建
て
さ
せ
た
。
七
十
四
歳
。

Ⅰ-

５.

先
天
元
年

(

七
一
二)

九
月
、
曹
溪
か
ら
新
州
に
移
っ
た
。
七
十
五
歳
。

Ⅰ-

６.

先
天
二
年

(

七
一
三)

八
月
三
日
、
七
十
六
歳
で
入
寂
し
た
。

Ⅰ-

７.

同
年
八
月
六
日
、
新
州
の
國
恩
寺
に
遺
體
を
運
ん
だ
。

Ⅰ-

８.

同
年
十
一
月
、
曹
溪
に
葬
っ
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
史
實
で
あ
る
と
と
も
に
、
神
會
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、｢

六

代
の
傳
記｣

の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
ご
と
き
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Ⅱ-

１.

二
十
二
歳
で
弘
忍
に
師
事
し
た
。
上
記
の
生
歿
年
代
に
從
え
ば
、
そ
の
年
は
顯
慶
四
年

(

六
五
九)

と
な
る
。

Ⅱ-

２.

八
箇
月
間
、
人
知
れ
ず
作
務
に
從
事
し
た
後
、
印
可
と
袈
裟
を
得
た
。
弘
忍
は
大
衆
の
嫉
妬
を
恐
れ
、
竊
か
に
嶺
南
へ

と
去
ら
せ
た
。

Ⅱ-

３.
大
衆
は
慧
能
の
後
を
追
っ
た
が
、
先
ず
慧
明
が
大
�
嶺
で
追
い
つ
い
た
。
慧
能
の
説
法
に
よ
っ
て
心
服
し
た
慧
明
は
慧

能
を
去
ら
せ
た
。

Ⅱ-

４.

曹
溪
で
は

『

金
剛
經』

に
基
づ
い
て
布
教
を
行
な
っ
た
。

Ⅱ-

５.

曹
溪
で
の
布
教
期
間
は
四
十
年
に
及
ん
だ
。

Ⅱ-

６.

入
寂
に
先
立
ち
、
袈
裟
を
授
け
る
べ
き
後
繼
者
を
問
う
法
海
に
對
し
て
、
四
十
年
後
に
私
の
教
え
を
樹
立
す
る
も
の
が

そ
れ
だ
と
答
え
た
。

Ⅱ-

７.

韋
據
の
�
述
し
た
碑
文
が
曹
溪
に
建
て
ら
れ
た
が
、
開
元
七
年

(

七
一
九)

に
な
っ
て
、
そ
の
碑
文
が
削
ら
れ
て
別
の

文
が
彫
り
つ
け
ら
れ
、
慧
能
を｢
六
祖｣

と
す
る
記
述
や
袈
裟
の
由
來
に
關
す
る
記
述
が
失
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ⅱ-

４
が
後
世
の
改
變
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
神
會
が

｢

師
資
血
脈
傳｣

を
書
い
た
際
に
は
、

『

金
剛
經』

へ
の
言
及
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
Ⅱ-

２
と
Ⅱ-

３
は
、
明
ら
か
に
、
慧
能
の

｢

頓
悟｣

を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意

圖
に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
神
會
の
仕
業
と
見
ら
れ
る
。
慧
能
が
弘
忍
門
下
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る

の
は
、
恐
ら
く
は
、
神
會
の
時
代
、
慧
能
が
兩
京
で
神
秀
ほ
ど
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
實
を
投
影
し
た
も
の
に
他
な
る

ま
い
。

Ⅱ-

６
に
つ
い
て
も
、『

歴
代
法
寶
記』

で
は
、｢

四
十
年｣

が

｢

二
十
年｣
と
な
っ
て
お
り

(

�)

、
こ
れ
が

｢

師
資
血
脈
傳｣

の
原
型
を
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傳
え
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
先
天
二
年

(

七
一
三)

か
ら
二
十
年
後
と
い
う
の
は
、
開
元
二
十
年

(

七
三
二)

の
滑
臺
の
宗
論
を
指

す
に
違
い
な
い
か
ら
、
豫
言
の
形
で
神
會
を
慧
能
の
後
繼
者
と
し
て
提
示
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
神
會
自
身
に
よ
る
創
作
に
違
い
な
い
。

ま
た
、
Ⅱ-
７
が
神
會
の
虚
誕
で
あ
る
こ
と
も
既
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
上
の
七
つ
の
う
ち
、
史
實
で
あ
る
可
能
性
が
殘
る
の

は
、
Ⅱ-

１
と
Ⅱ-

５
の
二
つ
の
み
と
な
る
。

一
方
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
に
、
以
下
の
ご
と
き
が
あ
る
。

Ⅲ-

１.

弘
忍
門
下
に
お
い
て
、
慧
能
は
他
の
弟
子
た
ち
に
も
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

Ⅲ-

２.

弘
忍
は
臨
終
に
當
た
っ
て
、
袈
裟
を
授
け
て
、
人
の
嫉
妬
に
氣
を
付
け
る
よ
う
注
意
し
、
自
ら
の
も
と
を
去
ら
せ
た
。

Ⅲ-

３.

嶺
南
に
歸
着
し
た
後
、
慧
能
は
庶
民
と
生
活
を
共
に
し
、
そ
の
存
在
は
全
く
人
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

Ⅲ-

４.

十
六
年
の
隱
遁
生
活
の
後
、
南
海
で

『

涅
槃
經』

の
學
者
、
印
宗
に
見
出
さ
れ
て
出
家
を
遂
げ
、
布
教
を
開
始
し
た
。

Ⅲ-

５.

則
天
・
中
宗
か
ら
敕
召
が
あ
っ
た
が
、
赴
か
な
か
っ
た
の
で
、
皇
帝
は
袈
裟
や
錢
帛
を
送
っ
て
供
養
し
た
。

こ
の
う
ち
、
Ⅲ-

１
は
、
弘
忍
門
下
に
お
い
て
慧
能
が
全
く
無
名
で
あ
っ
た
と
す
る

｢

六
代
の
傳
記｣

の
説
と
明
確
に
矛
盾
す
る
。

ま
た
、
Ⅲ-

２
〜
Ⅲ-

４
は
、
相
互
に
關
聯
す
る
内
容
を
持
ち
、
一
連
の
も
の
と
見
做
し
う
る
が
、
こ
こ
に
も

｢

六
代
の
傳
記｣

と
の

矛
盾
が
存
在
す
る
。

先
ず
、
後
者
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
神
會
の
系
統
で
は
、
弘
忍
の
入
寂
は
上
元
二
年

(

六
七
五)

と
見
做
さ
れ
て
い
た
か
ら
、｢

能

禪
師
碑
銘｣

の
い
う
よ
う
に
、
弘
忍
の
臨
終
に
際
し
て
慧
能
が
得
法
し
た
と
す
れ
ば
、
當
然
、
得
法
は
そ
の
年
の
こ
と
な
り

(

時
に
慧

能
、
三
十
八
歳)

、
そ
の
後
、
十
六
年
に
亙
っ
て
隱
遁
生
活
を
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
上
元
二
年

(

六
七
五)

か
ら
天
授
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二
年

(

六
九
一)

に
か
け
て
で
あ
り

(

三
十
八
歳
か
ら
五
十
四
歳)

、
曹
溪
で
の
布
教
期
間
は
、
天
授
二
年

(

六
九
一)

以
降
の
二
十
二
年

前
後
と
な
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、｢

六
代
の
傳
記｣

で
は
、
慧
能
の
入
門
を
二
十
二
歳
の
時
と
す
る
か
ら
、
顯
慶
四
年

(

六
五
九)

の
こ
と
と
な
り
、

そ
の
後
、
八
箇
月
し
て
弘
忍
の
印
可
を
得
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
翌
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
曹
溪
で
の
布
教
期

間
が
四
十
年
に
及
ん
だ
と
す
れ
ば
、
咸
亨
三
年

(

六
七
二)

年
、
三
十
五
歳
の
頃
に
は
曹
溪
で
の
布
教
を
開
始
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

顯
慶
五
年
か
ら
咸
亨
三
年
に
至
る
十
二
年
間
の
慧
能
の
動
静
は
不
明
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兩
者
の
内
容
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
が
、
で
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
實
は
、

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
を

『

歴
代
法
寶
記』

の
記
述
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

『

歴
代
法
寶
記』

に
は
、
慧
能
の
傳
記
を
述
べ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

｢

忽
有
新
州
人
。
俗
姓
盧
。
名
惠
能
。
年
二
十
二
。
禮
拜
忍
大
師
。
忍
大
師
問
。
汝
從
何
來
。
有
何
事
意
。
惠
能
答
言
。
從
嶺
南

來
。
亦
無
事
意
。
唯
求
作
佛
。
大
師
知
是
非
常
人
。
也
大
師
縁
左
右
人
多
。
汝
能
隨
衆
作
務
否
。
惠
能
答
。
身
命
不
惜
。
何
但
作

務
。
遂
隨
衆
踏
碓
八
箇
月
。
大
師
知
惠
能
根
機
純
熟
。
遂
默
喚
付
法
。
及
與
所
傳
信
袈
裟
。
即
令
出
境
。
後
惠
能
恐
畏
人
識
。
常

隱
在
山
林
。
或
在
新
州
。
或
在
韶
州
。
十
七
年
在
俗
。
亦
不
説
法
。
後
至
南
海
制
止
寺
。
遇
印
宗
法
師
講
涅
槃
經
。
惠
能
亦
在
坐

下
。
…
…
法
師
下
高
座
。
迎
惠
能
就
房
。
子
細
借
問
。
惠
能
一
一
具
説
東
山
佛
法
。
及
有
付
囑
信
袈
裟
。
印
宗
法
師
見
已
。
頭
面

禮
足
。
歎
言
。
何
期
座
下
有
大
菩
薩
。
語
已
又
頂
禮
。
請
惠
能
爲
和
上
。
印
宗
法
師
自
稱
弟
子
。
即
與
惠
能
禪
師
。
剃
髪
被
衣
已

(

�)

。｣

こ
の
記
述
と

｢

六
代
の
傳
記｣

と
の
間
に
共
通
點
が
多
く
認
め
ら
れ
る
の
は
、『
歴
代
法
寶
記』

が

｢

師
資
血
脈
傳｣

に
基
づ
い
て

― ―49



い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
る
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
、
二
十
二
歳
で
の
參
問
と
い
う

｢
六
代
の
傳
記｣

の
説
、
印
宗
に
よ
る
出
家
と
十
六
年
間
の
隱
遁
と
い
う

｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
説
を
共
に
認
め
つ
つ
、
二
十
二
歳
で
參

問
し
て
八
箇
月
後
に
付
法
を
得
た
後
に
、
十
六
年
の
隱
遁
と
印
宗
に
よ
る
出
家
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、『

歴
代
法
寶

記』

は
、
隱
遁
期
間
を

｢

十
七
年｣

と
す
る
な
ど
、
多
少
の
相
違
を
見
せ
て
い
る
が
、『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
の

｢

慧
能
第
六｣

や
柳
宗
元

(

七
七
三-
八
一
九)

撰

｢

曹
溪
第
六
祖
賜
諡
大
鑒
禪
師
碑
并
序｣

(

八
一
七
年
。
以
下
、｢

大
鑒
禪
師
碑｣

と
略
稱)

に
お
い
て

も
、｢

在
始
興
南
海
二
部

(

郡)

。
得
來
十
六
年
。
竟
未
開
法
。｣

(『

圓
覺
經
大
疏
鈔

(

�)』)

｢

遁
隱
南
海
上
。
人
無
聞
知
。
又
十
六
年
。
度
其
可
行
。｣

(｢

大
鑒
禪
師
碑

(

�)｣)

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、｢

十
七
年｣

は

『

歴
代
法
寶
記』

の
改
變
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
考
え
に
從
え
ば
、
顯
慶
五
年

(

六
六
〇)

、
二
十
三
歳
の
時
か
ら
、
儀
鳳
元
年

(

六
七
六)

、
三
十
九
歳
に
至
る
十
六
年
間
が
隱

遁
期
間
と
な
り
、
儀
鳳
元
年

(

六
七
六)

以
降
の
三
十
七
年
間
が
曹
溪
で
の
布
教
期
間
と
な
る
。『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

が
卷
三
之
下
の

｢

慧
能
第
六｣

に
は
、

｢

能
大
師
説
法
三
十
七
年
。
年
七
十
六
。
先
天
二
年
八
月
三
日
滅
度

(
�)

。｣

と
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う

｢

三
十
七
年｣

と
は
、
正
し
く
こ
れ
に
當
た
る
の
で
あ
る
。｢

能
禪
師
碑
銘｣

が

｢

四
十
年｣
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と
す
る
の
に
は
合
致
し
な
い
が
、
概
數
を
擧
げ
た
と
見
れ
ば
矛
盾
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
説
は
極
め
て
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
う
え
に
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

や

｢

六
代
の
傳
記｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の

一
部
を
傳
え
た
も
の
と
見
做
し
う
る
の
で
あ
る

(

�)

。
恐
ら
く
、
こ
れ
こ
そ
が
神
會
が
當
初
考
え
て
い
た

｢

慧
能
傳｣

な
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

は
、
こ
の
元
來
の

｢

慧
能
傳｣

に
な
い
要
素
を
導
入
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
整
合
性
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。

即
ち
、
弘
忍
の
臨
終
に
際
し
て
慧
能
が
得
法
し
た
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る

｢

臨
終
密
授
説｣

の
導
入
で
あ
る
。

こ
の
説
さ
え
採
ら
な
け
れ
ば
、
慧
能
の
傳
記
の
年
代
論
に
大
き
な
矛
盾
は
生
じ
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら

ず
、
な
ぜ

｢

能
禪
師
碑
銘｣
は
、
敢
え
て
こ
れ
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
慧
能
が
弘
忍
の
後
繼
者
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
に
は
、
師
の
臨
終
の
際
に
付
囑
を
受
け
た
と
し
た
方
が
簡
單
か
つ
效
果
的
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
神
會
は
、
王
維
に

碑
銘
の
撰
述
を
委
囑
す
る
に
際
し
て
、
自
ら
の
想
定
す
る
慧
能
傳
を
敢
え
て
一
部
改
め
て
示
し
、
王
維
は
そ
れ
に
沿
っ
て
碑
銘
を
撰
述

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

慧
能
が
弘
忍
門
下
で
人
望
を
集
め
て
い
た
と
す
る

｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
記
述
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
樣
に
考
え
う
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。｢

六
代
の
傳
記｣

で
は
、
弘
忍
門
下
で
全
く
無
名
で
あ
っ
た
慧
能
が
付
囑
を
得
た
た
め
に
大
衆
が
そ
の
法
と
袈
裟
を
奪
い

に
追
い
か
け
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
、
慧
能
以
外
の
弘
忍
の
弟
子
は
、
精
神
的
に
極
め
て
卑
し
い
人
ば
か
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
説
を
王
維
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
假
に
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
記

述
を
す
る
よ
り
も
、
弘
忍
の
元
で
既
に
頭
角
を
現
し
て
い
た
と
し
た
方
が
、
慧
能
を
顯
彰
す
る
う
え
で
遙
か
に
分
か
り
や
す
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

に
み
ら
れ
る

｢

六
代
の
傳
記｣

と
の
矛
盾
點
は
、
王
維
に
碑
銘
の
撰
述
を
頼
む
た
め

の
便
宜
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
神
會
が
想
定
し
て
い
た
慧
能
傳
の
骨
子
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Ⅳ-

１.

貞
觀
十
二
年

(

六
三
八)

、
新
州

(

廣
東
省
雲
浮
市)

に
生
ま
れ
る
。
俗
姓
は
盧
。
一
歳
。

Ⅳ-

２.

顯
慶
四
年

(

六
五
九)

、
東
山
に
赴
い
て
弘
忍
に
師
事
し
、
作
務
に
勵
ん
だ
。
二
十
二
歳
。

Ⅳ-
３.

顯
慶
五
年

(

六
六
〇)

、
八
箇
月
後
、
弘
忍
の
印
可
と
袈
裟
を
得
た
。
弘
忍
は
大
衆
の
嫉
妬
を
恐
れ
、
竊
か
に
嶺
南
に

去
ら
せ
た
。
二
十
三
歳
。

Ⅳ-

４.
慧
能
の
後
を
追
っ
た
大
衆
の
う
ち
、
慧
明
が
大
�
嶺
で
追
い
つ
い
た
が
、
慧
能
の
説
法
を
聞
い
て
心
服
し
、
急
ぎ
去
ら

せ
た
。
二
十
三
歳
。

Ⅳ-

５.

嶺
南
に
歸
着
し
て
も
、
十
六
年
間
は
隱
遁
生
活
を
送
り
、
全
く
知
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
十
三
歳
〜
三
十
九
歳
。

Ⅳ-

６.

儀
鳳
元
年

(

六
七
六)

、
南
海
で

『

涅
槃
經』

の
學
者
、
印
宗
に
見
出
さ
れ
て
出
家
を
遂
げ
、
布
教
を
開
始
し
た
。
三

十
九
歳
。

Ⅳ-

７.

曹
溪

(

廣
東
省
韶
關
市)
で
の
布
教
に
よ
っ
て
名
聲
が
廣
ま
り
、
遠
方
か
ら
入
門
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

Ⅳ-

８.

則
天
・
中
宗
か
ら
敕
召
が
あ
っ
た
が
、
赴
か
な
か
っ
た
の
で
、
皇
帝
は
袈
裟
や
錢
帛
を
送
っ
て
供
養
し
た
。

Ⅳ-

９.

景
雲
二
年

(

七
一
一)

、
弟
子
の
玄
楷
と
智
本
に
、
新
州
の
舊
宅
に
塔
を
建
て
さ
せ
た
。
七
十
四
歳
。

Ⅳ-

�.

先
天
元
年

(

七
一
二)

九
月
、
曹
溪
か
ら
新
州
に
移
っ
た
。
七
十
五
歳
。

Ⅳ-

�.

入
寂
の
當
日
、
袈
裟
を
授
け
る
べ
き
後
繼
者
を
問
う
法
海
に
對
し
て
、
神
會
の
活
躍
を
予
言
し
た
。
七
十
六
歳
。

Ⅳ-

�.

先
天
二
年

(

七
一
三)

八
月
三
日
、
入
寂
。
七
十
六
歳
。

Ⅳ-

�.

曹
溪
で
の
布
教
期
間
は
三
十
七
年
に
及
ん
だ
。
三
十
九
歳
〜
七
十
六
歳
。

Ⅳ-

�.

先
天
二
年

(

七
一
三)

八
月
六
日
、
新
州
の
國
恩
寺
に
遺
體
を
運
ん
だ
。

Ⅳ-

�.

先
天
二
年

(

七
一
三)

十
一
月
、
曹
溪
に
葬
り
、
韋
據
が
碑
文
を
撰
述
し
た
。
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Ⅳ-

�.

開
元
七
年

(

七
一
九)

、
韋
據
の
碑
文
が
削
ら
れ
て
別
の
文
が
彫
り
つ
け
ら
れ
、
袈
裟
の
由
來
に
關
す
る
記
述
が
失
わ

れ
た
。

４.
神
會
に
よ
る
改
變
と
史
實
と
し
て
の
慧
能
傳

既
に
檢
討
し
た
よ
う
に
、
上
に
掲
げ
た

｢

慧
能
傳｣

に
は
疑
問
と
す
べ
き
點
が
多
い
。
具
體
的
に
言
え
ば
、
Ⅳ-

３
、
Ⅳ-

４
、

Ⅳ-

�
、
Ⅳ-

�
は
明
ら
か
に
神
會
の
創
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
Ⅳ-

１
、
Ⅳ-

２
、
Ⅳ-

７
、
Ⅳ-

９
、
Ⅳ-

�
、
Ⅳ-

�
、

Ⅳ-

�
、
Ⅳ-

�
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
根
本
資
料
の
間
で
矛
盾
す
る
點
が
な
く
、
し
か
も
何
ら
の
作
爲
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
か
ら
、

そ
の
ま
ま
史
實
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
殘
る
Ⅳ-

５
、
Ⅳ-

６
、
Ⅳ-
８
、
Ⅳ-

�
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
Ⅳ-

５
、
Ⅳ-

６
、
Ⅳ-

�
の
三
つ
は
相
互
に

密
接
な
関
係
に
あ
る
。
即
ち
、
Ⅳ-

５
、
Ⅳ-

６
に
説
く
よ
う
に
、
二
十
三
歳
で
嶺
南
に
歸
着
し
た
後
、
十
六
年
に
し
て
印
宗
に
見
出

さ
れ
て
布
教
を
開
始
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
か
ら
慧
能
の
入
寂
ま
で
は
、
必
然
的
に
、
Ⅳ-

�
の
説
く
よ
う
に
三
十
七
年
と
な
る
の
で

あ
る
。
從
っ
て
、
こ
こ
で
そ
の
史
實
性
を
確
認
す
べ
き
は
、
次
の
二
點
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

１.

嶺
南
に
歸
っ
た
後
、
十
六
年
間
隱
遁
生
活
を
送
り
、
印
宗
に
見
出
さ
れ
て
布
教
を
開
始
し
た

(

Ⅳ-

５
、
Ⅳ-

６
、
Ⅳ-

�)

。

２.

則
天
・
中
宗
か
ら
敕
召
が
あ
っ
た
が
、
赴
か
な
か
っ
た
の
で
、
皇
帝
は
袈
裟
や
錢
帛
を
送
っ
て
供
養
し
た

(

Ⅳ-

８)

。

こ
れ
ら
は
、
二
つ
の
根
本
資
料
の
う
ち
、
成
立
の
新
し
い

｢

能
禪
師
碑
銘｣
に
し
か
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
う
え
に
、
前
者
は
、
十
六

年
の
隱
遁
生
活
と
い
う
、
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
内
容
を
含
み
、
後
者
は
、
明
ら
か
に
慧
能
を
顯
彰
す
る
内
容
と
な
っ
て
お
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り
、
神
會
の
意
向
に
沿
う
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
容
易
に
は
信
じ
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
史
實
性
が
嚴
し
く
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
所
以
で
あ
る
。

先
ず
、
第
一
の
點
か
ら
檢
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
で
私
見
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

(

�)

、
こ
こ
で
は

そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
に
止
め
よ
う
。

私
見
に
據
れ
ば
、
こ
の
説
は
全
て
神
會
の
創
作
で
あ
り
、
こ
う
し
た
説
が
唱
え
ら
れ
た
經
緯
は
、
お
よ
そ
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

１.

神
會
が
東
山
法
門
の
主
宰
者
で
あ
る

｢

祖
師｣

と
し
て
の
地
位
が
五
祖
弘
忍
か
ら
六
祖
慧
能
に
委
讓
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
慧
能
の
出
世
を
弘
忍
の
入
寂

(

神
會
は
そ
れ
を
上
元
二
年
〈
六
七
五
〉
と
考
え
て
い
た)

の
翌
年
の
儀
鳳
元
年

(

六
七
六)

、
三
十
九
歳
の
時
に
置
い
た
。

２.

一
方
で
、
慧
能
が
宗
教
的
な
天
才
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
意
圖
か
ら
、
弘
忍
に
入
門
し
た
後
、
わ
ず
か
八
箇
月
で
悟

り
を
開
き
、
弘
忍
の
印
可
を
得
た
と
し
た
。

３.

慧
能
が
弘
忍
の
弟
子
と
な
っ
た
の
は
、
顯
慶
四
年

(

六
五
九)

、
二
十
二
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
次
の
年
に
印

可
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
か
ら
出
世
を
遂
げ
る
儀
鳳
元
年
ま
で
は
、
十
六
年
間
も
の
空
白
期
間
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
、
や
む
な
く
、
こ
の
間
を
曹
溪
で
人
知
れ
ず
修
行
し
て
い
た
時
期
と
し
た
。

４.

と
こ
ろ
が
、
一
方
で
、
儀
鳳
元
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
慧
能
が
華
々
し
く
世
間
に
登
場
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
契
機
と
し
て
、
南
方
で
活
躍
し
中
原
で
も
知
ら
れ
て
い
た
印
宗
を
持
ち
出
し

(

�)

、
彼
に
よ
っ
て
見
出

さ
れ
た
と
い
う
形
に
し
た
。
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つ
ま
り
、
私
見
に
據
れ
ば
、
こ
う
し
た
説
が
立
て
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
史
實
に
基
づ
く
二
十
二
歳
參
問
と
、
宗
教
的
要

請
に
基
づ
く
慧
能
の
頓
悟
、
竝
び
に
弘
忍
入
寂
の
次
年
の
出
世
と
い
う
三
つ
の
要
素
間
の
調
整
の
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

數
年
間
な
ら
ば
と
も
か
く
、
十
六
年
も
の
間
、
隱
遁
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
も
な
い
話
で
あ
る
。
も
し
、

こ
れ
を
も
っ
と
自
然
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
參
問
の
時
期
を
後
に
ず
ら
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
し

な
か
っ
た
の
は
、
二
十
二
歳
參
問
説
が
史
實
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
容
易
に
は
改
め
に
く
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

慧
能
の
頓
悟
と
儀
鳳
元
年
出
世
説
が
い
ず
れ
も
史
實
で
な
い
と
す
る
と
、
二
十
二
歳
で
弘
忍
に
參
じ
た
慧
能
は
、
い
つ
頃
ま
で
東
山

で
修
行
を
積
み
、
い
つ
頃
か
ら
曹
溪
で
布
教
を
開
始
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
他
の
弟
子

の
修
行
期
間
を
見
る
と
、
神
秀
は
六
年
間
、
法
如
は
十
六
年
間
と
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
弘
忍
の
入
寂
ま
で
從
っ
た
法
如
の
例
は

む
し
ろ
例
外
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
、
數
年
か
ら
十
年
程
度
の
修
行
の
後
、
師
の
印
可
を
得
て
、
故
郷
に
歸
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
乾
封
二
年

(

六
六
七)

、
三
十
歳
の
頃
に
曹
溪
に
歸
っ
た
と
見
て
大
過
な
い
は
ず
で
あ
る
。

神
秀
や
法
如
の
場
合
で
は
、
得
法
後
、
ど
こ
か
の
寺
に
入
り
、
他
の
寺
僧
と
生
活
を
共
に
す
る
中
で
、
次
第
に
頭
角
を
露
し
、
そ
の

力
量
が
認
め
ら
れ
て
世
に
出
る
と
い
う
経
過
を
辿
っ
て
い
る
が
、
法
如
の
例
で
は
、
そ
の
期
間
は
三
年
で
あ
っ
た
。
慧
能
の
場
合
も
、

ほ
ぼ
同
樣
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
三
十
代
半
ば
に
は
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
出
家
を
遂
げ
て
布
教
を
開
始
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
想
定
が
史
實
と
大
き
く
違
わ
な
い
と
す
る
と
、｢

六
代
の
傳
記｣

の

｢

能
禪
師
過
嶺
至
韶
州
居
漕
溪
。
來
住
四
十
年｣

と

い
う
記
述
に
重
大
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
三
十
代
半
ば
以
降
、
曹
溪
で
布
教
を
行
っ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
入
寂
ま
で
は
、
ほ
ぼ
四
十
年
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の

｢

四
十
年｣

と
い
う
數
は
、
實
は
、

神
會
が
慧
能
の
傳
記
を
再
構
成
す
る
以
前
の
史
實
を
、
そ
の
ま
ま
傳
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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次
に
第
二
の
點
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
話
は
慧
能
を
權
威
付
け
る
の
に
非
常
に
都
合
が
よ
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
多
く
の

學
者
が
こ
れ
を
神
會
の
創
作
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
柳
田
聖
山
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢

入
内
し
た
神
秀
・
慧
安
が
、
則
天
武
后
に
慧
能
を
推
薦
し
た
り
、
敕
使
が
曹
溪
に
遣
わ
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
後
章
に
考
え
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
意
圖
に
よ
る
附
會
の
説
で
あ
る

(

�)

。｣

こ
れ
に
對
し
て
、
印
順
氏
は
、
敕
召
の
時
期
は
問
題
で
あ
る
が
、
敕
召
が
あ
っ
た
と
い
う
事
實
自
體
は
疑
う
必
要
が
な
い
と
し
て
、

｢

王
維
所
傳
述
的,

其
後

『

暦
代
法
寶
記』

,

『

曹
溪
別
傳』

,

都
有
所
敍
述
。
雖
然
年
月
參
差,

莫
衷
一
是,

而
對
皇
室
禮
請
及
供

養
的
事
實,

竝
沒
有
實
質
的
改
變
。
…
…
依
王
維

『

能
禪
師
碑』

,

可
見
當
時
所
傳,

則
天
與
中
宗

孝
和
皇
帝,

都
有
徴
召

的
傳
説
。
這
可
能
就
是

『

暦
代
法
寶
記』
,

長
壽
元
年
及
景
龍
元
年,

再
度
徴
召
六
祖
的
意
思
。
年
月
的
傳
説
紛
亂,

難
以
定
論
。

『

別
傳』

所
傳
的
迎
請
詔,

慧
能
辭
疾
表,

敕
賜
磨
衲
袈
裟
等
文
字,

都
有
過
潤
飾
的
痕
迹
。
然
傳
説
中
的
事
實,

王
維
碑
明
白

説
到,

是
不
能
看
作
虚
構
的

(

�)

。｣

と
論
じ
、
ま
た
、
陳
盛
港
氏
も
、
こ
れ
を
承
け
て
か
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
史
實
と
見
て
い
る
。

｢｢

敕
書
勸
諭｣

是
否
眞
有
其
事
？

禪
史
學
者
有
不
同
意
見,

然
僅
就
碑
銘
均
得
呈
上
審
査
的
角
度
來
看,

在
文
字
使
用
不
當
都

可
罹
罪
的
情
況
下,

若
非
眞
有
其
事,

神
會
授
意
造
假
竝
擅
用
前
皇
帝
及
太
后
之
敕
爲
由,

表
徴
其
師
惠
能
有
此
榮
耀
之
可
能
性
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不
大
；
以
撰
此
碑
銘
的
王
維
爲
例,

他
於
安
祿
山
叛
變,

長
安
陷
落
時
被
俘
；
七
五
七
年
釋
放
後,

有
謂
因
其
被
囚
於
菩
提
寺
時

曾
作
〈
凝
碧
池
〉
詩
一
首,

由
於
詩
意
有
表
達
百
姓
對
國
破
家
亡
之
傷
與
百
官
不
能
朝
拜
天
子
之
悲,

方
得
倖
免
於
通
敵
�
官
之

罪
；
可
知
在
當
時
帝
制
環
境
下,

文
字
使
用
之
恰
當
與
否
都
己
攸
關
個
人
身
家
性
命,

惶
論
任
意
擅
用
皇
室
之
名

(

�)

。｣

碑
文
が
審
査
さ
れ
た
と
い
う
説
は
信
じ
が
た
い
が
、
確
か
に
、
帝
室
に
關
す
る
事
柄
に
關
し
て
、
そ
う
輕
々
し
く
虚
誕
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
、
神
秀
や
慧
安
の
傳
記
を
考
え
る
時
、
彼
ら
が
慧
能
を
皇
帝
に
薦
め
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に

あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
慧
安
は
、
久
視
元
年

(

七
〇
〇)

に
、
い
っ
た
ん
帝
師
と
し
て
の
地
位
を

神
秀
に
讓
っ
た
が
、
神
秀
の
體
調
が
思
わ
し
く
な
く
な
っ
た
神
龍
元
年

(

七
〇
五)

以
降
、
し
ば
し
ば
入
内
を
求
め
る
敕
召
が
あ
り
、

翌
神
龍
二
年
に
再
度
の
入
内
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
慧
安
は
神
秀
に
劣
ら
ず
高
齡
で
あ
り
、
神
秀
の
代
わ
り
を
求
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
慧
能
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
神
秀
や
慧
安
は
、
弘
忍
の
も
と
で
慧
能
と
面
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼

ら
が
兄
弟
弟
子
と
し
て
慧
能
の
名
前
を
擧
げ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
實
際
の
と
こ
ろ
、『

曹
溪

大
師
傳』

や

『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
の

｢
慧
能
傳｣

に
は
、

｢

至
神
龍
元
年
正
月
十
五
日
。
敕
迎
大
師
入
内
。
表
辭
不
去
。｣

(『

曹
溪
大
師
傳

(

�)』)

｢

神
龍
元
年
。
敕
請
不
入
。
兩
度
敕
書
云
云
。｣

(『

圓
覺
經
大
疏
鈔

(
�)』)

と
、
慧
能
に
對
し
て
敕
召
が
出
さ
れ
た
の
が
神
龍
元
年
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
年
に
、

先
ず
慧
能
に
對
し
て
再
三
入
内
を
求
め
る
詔
敕
が
出
さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
頑
と
し
て
應
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
や
む
な
く
慧
安
が
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再
び
入
内
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
自
然
で
あ
る
。

｢
能
禪
師
碑
銘｣

は
、
慧
能
が
敕
召
に
應
じ
な
か
っ
た
の
で
、
袈
裟
や
錢
帛
を
送
っ
て
供
養
し
た
と
説
く
。『

曹
溪
大
師
傳』

が
神
龍

三
年

(
七
〇
七)

四
月
二
日
付
の
高
宗

(

時
代
的
に
は
、
當
然
、
中
宗
で
な
く
て
は
な
ら
な
い)

の
敕
命
を
掲
げ
て
、
磨
衲
の
袈
裟
一
領
と

絹
五
百
疋
を
賜
っ
た
と
す
る
の
は
、
こ
れ
に
對
應
す
る
が
ご
と
く
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
時
期
が
二
年
後
と
な
っ
て
お
り
、
符
合
し

な
い
。『

曹
溪
大
師
傳』

は
、
更
に
、
同
じ
年
に
慧
能
の
住
し
て
い
た
寺

(『

曹
溪
大
師
傳』

は
、
こ
れ
を

｢

韶
州
曲
縣
南
五
十
里
曹
溪
村
故

寶
林
寺｣

と
す
る)

を
敕
命
で
修
復
し
、｢

法
泉
寺｣

の
額
を
賜
っ
た
と
し
て
、

｢

又
神
龍
三
年
十
一
月
十
八
日
。
敕
下
韶
州
百
姓
。
可
修
大
師
中
興
寺
佛
殿
及
大
師
經
坊
。
賜
額
爲
法
泉
寺

(

�)

。｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

(

�)

、
淡
海
三
船

(

七
二
二
―
七
八
五)

撰

『

唐
大
和
上
東
征
傳』

に
、

海
南
島
に
漂
着
し
た
鑒
眞

(

六
八
八-

七
六
三)
が
、
歸
途
、
韶
州
を
訪
れ
た
際
の
こ
と
と
し
て
、

｢

發
向
韶
州
。
傾
城
送
遠
。
乘
江
七
百
餘
里
。
至
韶
州
禪
居
寺
。
留
住
三
日
。
韶
州
官
人
又
送
引
入
法
泉
寺
。
乃
是
則
天
爲
慧
能

禪
師
造
寺
也
。
禪
師
影
像
今
現
在

(

�)

。｣

と
述
べ
る
の
と
よ
く
符
合
す
る
。
も
っ
と
も
、
慧
能
の
住
寺
を
整
備
し
て
法
泉
寺
と
し
た
の
が
神
龍
三
年
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

を
行
っ
た
の
は
中
宗
の
は
ず
で
あ
る
が
、
時
代
が
降
る
と
、
則
天
武
后
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
鑒
眞
が
こ
こ
を
訪
れ
た
天

寶
九
載

(

七
五
〇)

に
は
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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『

曹
溪
大
師
傳』

の
記
載
に
は
信
じ
が
た
い
點
も
多
く
、
上
の
敕
命
も
本
物
か
ど
う
か
極
め
て
疑
わ
し
い
が
、『

唐
大
和
上
東
征
傳』

の
撰
述
が

『

曹
溪
大
師
傳』

以
前
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
神
龍
三
年
に
皇
帝
が
慧
能
に
對
し
て
種
々
の
供
養
を
行
っ
た
と
い
う
こ

と
自
體
は
史
實
と
し
て
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
二
年
も
前
の
神
龍
元
年
の
詔
敕
に
關
わ
る
も
の
だ
と
い
う
の
は
あ

り
そ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
上
に
掲
げ
た

『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
の
文
に

｢

兩
度
敕
書
云
云｣

と
あ
り
、
ま
た
、｢

大
鑒
禪

師
碑｣

に
も
、

｢

中
宗
聞
名
。
使
幸
臣
再
徴
。
不
能
致
。
取
其
言
以
爲
心
術
。
其
説
具
在
。
今
布
天
下

(

�)

。｣

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
、
慧
能
へ
の
敕
召
は
一
度
で
は
な
く
、
神
龍
三
年
に
も
あ
っ
た
が
、
再
び
斷
っ
た
た
め

に
、
こ
う
し
た
供
養
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

(

�)

。
つ
ま
り
、｢

能
禪
師
碑
銘｣

の
記
述
は
、
二
度
あ
っ
た
敕
召
を
一
括
し
た
も
の
と
考

え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
時
期
で
あ
る
。
慧
安
は
景
龍
二
年

(

七
〇
八)

の
二
月
三
日
に
入
寂
し
た
か
ら
、
こ
の
神
龍
三
年
は

そ
の
直
前
に
當
た
っ
て
い
る
。
慧
安
も
大
變
な
高
齡
で
あ
っ
た
か
ら
、
神
秀
と
同
樣
、
前
年
の
う
ち
か
ら
體
調
の
不
調
を
訴
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
、
中
宗
は
、
こ
の
時
期
、
慧
安
に
代
わ
る
人
物
を
必
要
と
し
て
い
た
は
ず
で

あ
り
、
神
秀
の
入
寂
の
際
と
同
樣
、
慧
能
に
再
び
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、『

曹

溪
大
師
傳』

の
説
く
神
龍
三
年
と
い
う
時
期
は
十
分
な
信
憑
性
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
慧
能
が
皇
帝
か
ら
か
な
り
の
厚
遇
を
得
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
會
の
活
動
に

先
立
っ
て
成
立
し
た

『

楞
伽
師
資
記』

が
慧
能
を

｢

十
大
弟
子｣

の
一
人
に
數
え
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
一
方
で
、
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法
如
と
と
も
に
慧
能
を

｢

此
竝
堪
爲
人
師
。
但
一
方
人
物｣

と
す
る
弘
忍
の
批
評
を
掲
げ
て
對
抗
意
識
を
燃
や
す
の
も
、
こ
れ
が
理
由

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
神
會
は

｢

六
代
の
傳
記｣

や

『

定
是
非
論』

に
、
こ
の
こ
と
を
書
か
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『

定
是
非
論』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

｢

遠
法
師
問
。
秀
禪
師
爲
兩
京
法
主
。
三
帝
門
師
。
何
故
不
許
充
爲
六
代
。
和
上
答
。
從
達
摩
已
下
至
能
和
上
。
六
代
大
師
。
無

有
一
人
爲
帝
師
者

(

�)

。｣

確
か
に
、
達
摩
を
初
め
、
慧
可
、
僧
�
、
道
信
、
弘
忍
と
い
っ
た
歴
代
祖
師
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
山
林
佛
教
の
傳
統
を
重
ん
じ
、
自

ら
の
存
在
を
中
央
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
た
こ
と
も
な
い
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
點
で
、
神
秀
や
普
寂
の
行
動
は
明
ら
か

に
東
山
法
門
の
傳
統
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
慧
能
は
敕
召
に
應
じ
ず
、
帝
師
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ

大
い
に
名
譽
あ
る
行
爲
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
從
っ
て
、
も
し
そ
う
し
た
事
實
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
當
然
、
神
會
も
そ
れ
を

強
調
し
た
は
ず
で
は
な
い
の
か
。

し
か
し
、
も
し
敕
召
に
言
及
す
れ
ば
、
そ
れ
が
神
秀
の
代
役
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
慧
能
は
自
ず
と
神

秀
の
後
塵
を
拜
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
神
會
は
、
そ
う
し
た
考
え
か
ら
言
及
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

こ
の
事
實
は
、
一
般
の
人
々
に
對
し
て
は
、
慧
能
を
顯
彰
す
る
の
に
非
常
に
效
果
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
王
維
に
對
し
て
は
、
こ

の
こ
と
を
敢
え
て
告
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
先
の

『

曹
溪
大
師
傳』

や

『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
の
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
、
神
會
の
弟
子
た
ち
は
、
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慧
能
の
權
威
付
け
の
た
め
に
、
こ
の
事
實
を
積
極
的
に
擧
揚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『

歴
代
法
寶
記』

が
二
度
の
敕
召
と

慧
能
の
拒
絶
に
觸
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
を
證
す
る
も
の
と
い
え
る
し

(

た
だ
し
、
そ
の
内
容
は
他
と
大
い
に
異
な
る

(

�))

、『

師
資
血
脈
傳』

を
そ
の
ま
ま
承
け
る

『

歴
代
法
寶
記』

の
道
信
や
弘
忍
の
傳
記
に
、

｢

貞
觀
十
七
年
。
文
武
皇
帝
敕
使
於
雙
峰
山
。
請
信
禪
師
入
内
。
信
禪
師
辭
老
不
去
。
敕
使
迴
見
帝
。
奏
云
。
信
禪
師
辭
老
不
來
。

敕
又
遣
再
請
。
使
至
信
禪
師
處
。
使
云
。
奉
敕
遣
請
禪
師
。
禪
師
苦
辭
老
不
去
。
語
使
云
。
若
欲
得
我
頭
。
任
斬
將
。
我
終
不
去
。

使
迴
見
帝
。
奏
云
。
須
頭
任
斬
將
去
。
心
終
不
去
。
敕
又
遣
使
封
刀
。
來
取
禪
師
頭
。
敕
云
。
莫
損
和
上
。
使
至
和
上
處
云
。
奉

敕
取
和
上
頭
。
禪
師
去
不
去
。
和
上
云
。
我
終
不
去
。
使
云
。
奉
敕
云
。
若
禪
師
不
來
。
斬
頭
將
來
。
信
大
師
引
頭
云
。
斬
去
。

使
返
刀
一
頃
。
信
大
師
喝
言
。
何
不
斬
。
更
待
何
時
。
使
云
。
奉
敕
不
許
損
和
上
。
信
禪
師
大
笑
曰
。
教
汝
知
有
人
處

(

�)

。｣

｢

顯
慶
五
年
。
大
帝
敕
使
黄
梅
馮
茂
山
。
請
忍
大
師
。
大
師
不
赴
所
請
。
又
敕
使
再
請
。
不
來
。
敕
賜
衣
藥
。
就
馮
茂
山
供
養

(

�)

。｣

と
、
皇
帝
に
よ
る
敕
召
と
そ
れ
を
拒
ん
だ
話
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
も
、
慧
能
の
行
爲
が
東
山
法
門
の
傳
統
に
沿
う
も
の
で
あ
る

と
主
張
せ
ん
と
す
る
意
圖
に
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

５.

布
教
地
に
つ
い
て

二
種
の
根
本
資
料
に
は
、
慧
能
が
韶
州
の
曹
溪
に
住
し
た
と
い
う
の
み
で
、
そ
の
寺
の
名
前
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

た
だ
、
先
に
引
い
た

『

曹
溪
大
師
傳』

の
文
章
に
よ
る
と
、
神
龍
三
年

(
七
〇
七)

に
敕
命
で
韶
州
の
百
姓
に

｢

大
師
中
興
寺｣

を
整

備
さ
せ

｢

法
泉
寺｣

と
い
う
額
を
賜
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、『

唐
大
和
上
東
征
傳』
の
記
載
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
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神
龍
三
年
以
降
、
こ
の
寺
が

｢

法
泉
寺｣

と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
敦
煌
本

『

壇
經』

の
末
尾
に
は
、

｢
此
壇
經
法
海
上
座
集
。
上
座
無
常
。
付
同
學
道
際
。
道
際
無
常
。
付
門
人
悟
眞
。
悟
眞
在
嶺
南
漕
溪
山
法
興
寺
。
現
今
傳
授
此

法

(

�)

。
…
…｣

と
い
う
附
記
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
い
う

｢

法
興
寺｣

も

｢

法
泉
寺｣

の
誤
り
と
見
做
す
べ
き
で
あ
る
。

『

曹
溪
大
師
傳』

は
、｢
法
泉
寺｣

と
改
め
る
以
前
の
寺
を

｢

大
師
中
興
寺｣

と
呼
ぶ
が
、
そ
の
名
稱
が

｢

中
興
寺｣

で
あ
っ
た
と
い

う
の
か
、
あ
る
い
は
單
に

｢

大
師
が
中
興
し
た
寺｣

の
意
味
で
あ
る
か
明
ら
か
で
な
い
。｢

中
興
寺
觀｣

は
、
神
龍
元
年

(

七
〇
五)

に
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
か
ら

(

�)

、
時
期
的
に
は
よ
く
合
致
す
る
。
し
か
し
、
慧
能
が

｢

中
興
寺｣

に
選
ば
れ
る
よ
う
な
大
寺
の
住
持
で

あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
後
者
の
意
味
に
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『

曹
溪
大
師
傳』

は
、
更
に
そ
の
寺
が
梁
代
に
智
藥
三
藏
が
開
い
た

｢

寶
林
寺｣

の
故
地
で
あ
る
と
、
そ
の
由
緒
を
強
調
す
る
が

(

こ
れ
が

｢

中
興｣

の
意
味
で
あ
ろ
う)

、｢

寶
林
寺｣
と
い
う
名
稱
は
他
の
史
料
に
は
全
く
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
は

『

曹
溪
大
師
傳』

の
創
作
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
慧
能
の
住
寺
は
、
も
と
も
と
非
常
に
粗
末
な
も
の
で
あ
り
、
神
龍
三
年

に
敕
命
で
整
備
さ
れ
て
は
じ
め
て
寺
の
體
を
成
す
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

『

曹
溪
大
師
傳』

の
冒
頭
に
は
、｢

曹
溪
大
師
傳｣

と
い
う
標
題
に
續
い
て
、

｢

唐
韶
州
曹
溪
寶
林
山
國
寧
寺
六
祖
惠
能
大
師
傳
法
宗
旨
。
竝
高
宗
大
帝
敕
書
兼
賜
物
改
寺
額
。
及
大
師
印
可
門
人
竝
滅
度
時
六

種
瑞
相
。
及
智
藥
三
藏
懸
記
等
傳

(

�)

。｣
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と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、『

曹
溪
大
師
傳』

が
書
か
れ
た
當
時
は
、
こ
の
寺
の
名
稱
が

｢

國
寧
寺｣

と
改
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
曹
溪
大
師
傳』

の
成
立
時
期
は
、
建
中
二
年

(

七
八
一)

を
一
應
の
目
途
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
鑑
眞
が
こ
こ
を
訪
れ
た
天

寶
九
年

(
七
五
〇)

以
降
、
建
中
二
年
ま
で
の
あ
る
時
期
に
、
こ
の
改
名
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

法
泉
寺

(
國
寧
寺)

以
外
で
、
慧
能
が
布
教
を
行
っ
た
こ
と
が
確
實
な
寺
と
し
て
は
、
同
じ
韶
州
の
大
梵
寺
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
即
ち
、
敦
煌
本

『

壇
經』

の
正
式
名
稱
が
、

｢

南
宗
頓
教
最
上
大
乘
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
經
六
祖
慧
能
大
師
於
韶
州
大
梵
寺
施
法
壇
經

(

�)｣

で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
行
っ
た
説
法
の
記
録
が

『

壇
經』

な
の
で
あ
る
。『

壇
經』

は
、
最
古
の
敦
煌
本
で
す
ら
荷
澤
宗
の
人
々
に

よ
っ
て
多
く
の
加
上
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
元
と
な
っ
た
原
本
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
恐
ら
く
、『

壇
經』

は
、
慧

能
が
當
地
を
代
表
す
る
大
寺
で
あ
る
大
梵
寺
で
説
法
を
行
っ
た
際
に
、
そ
れ
を
顯
彰
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
韶
州
の
廣
果
寺
が
慧
能
と
有
縁
の
寺
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、『

曹
溪
大
師
傳』

が
慧
能
の
入
滅
の
際
の
神
異
を
述
べ
る

に
當
た
っ
て
、

｢

大
師
新
州
亡
。
廣
果
寺
寺
西
虹
光
三
道
。
經
於
旬
日
。
又
寺
前
城
頭
莊
有
虹
光
經
一
百
日
。
衆
鳥
悲
鳴
。
泉
水
如
稠
�
汁
。
不

流
數
日

(

�)

。｣

と
わ
ざ
わ
ざ
廣
果
寺
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
や
、
円
珍
の

『

智
證
大
師
請
來
目
録』
に
、
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｢

大
唐
韶
州
廣
果
寺
悟
佛
知
見
故
能
禪
師
之
碑
文
一
本

(

�)｣
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
疑
え
な
い
。

廣
果
寺
は
、『
唐
大
和
上
東
征
傳』

に
も
そ
の
名
が
見
え
る
が
、
慧
能
と
の
關
係
に
は
言
及
し
な
い
。
し
か
し
、
と
に
か
く
、
こ
れ

に
よ
っ
て
廣
果
寺
と
法
泉
寺
と
が
別
の
寺
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
慧
能
は
常
に
は
法
泉
寺
で
布
教
を
行
っ
て
い
た

が
、
廣
果
寺
で
説
法
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
梵
寺
と
廣
果
寺
は
と
も
に
韶
州
に
あ
り
、
ま
た
、
慧
能
と
密
接
な
關

係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
兩
寺
が
實
は
同
じ
寺
で
、
大
梵
寺
が
後
に
改
め
ら
れ
て
廣
果
寺
と
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

韶
州
以
外
で
慧
能
と
關
係
の
深
い
寺
と
し
て
は
、
慧
能
が
入
滅
の
直
前
に
新
州
の
生
家
に
建
て
さ
せ
た
國
恩
寺
が
あ
る
。｢

六
代
の

傳
記｣

は
、
景
雲
二
年

(

七
一
一)

に
慧
能
が
新
州
の
龍
山
の
故
宅
に
塔
を
建
て
さ
せ
た
と
い
い
、
慧
能
の
滅
後
、
新
州
の
國
恩
寺
に

和
上
の
神
座
を
迎
え
た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
寺
の
名
前
が

｢

國
恩
寺｣

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
樣
の
記
述
は
、

敦
煌
本

『

壇
經』

や

『

曹
溪
大
師
傳』

に
も
見
え
る
か
ら
、
こ
れ
は
事
實
と
認
め
ら
れ
る
が
、｢

六
代
の
傳
記｣

に
よ
る
と
、
慧
能
は

先
天
元
年
の
九
月
に
國
恩
寺
に
移
り
、
翌
年
の
八
月
三
日
に
入
滅
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
布
教
は
一
年
に
も
満
た
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、『

曹
溪
大
師
傳』

に
は
、
慧
能
が
廣
州
の
法
性
寺
や
制
旨
寺

(

當
時
は

｢

龍
興
寺｣

と
改
名
さ
れ
て
い
た
と
い
う)

等
で
も

開
法
を
行
っ
た
か
の
ご
と
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
史
實
と
は
認
め
が
た
い
印
宗
に
よ
る
出
世
の
物
語
に
絡
む
話
で

あ
る
か
ら
、
到
底
、
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
慧
能
の
活
動
は
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
韶
州
に
限
ら
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
の

で
あ
る
。
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６.

弟
子
に
つ
い
て

慧
能
の
弟
子
と
し
て
は
、
先
ず
荷
澤
神
會

(

六
八
四
―
七
五
八)

の
名
を
擧
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
既
に

｢

神
秀｣

の
項
で
觸
れ

た
よ
う
に
、
彼
は
、
長
壽
元
年

(

六
九
二)

、
九
歳
で
弘
願
を
起
こ
し
、
延
載
元
年

(

六
九
四)

、
十
一
歳
で
荊
州
玉
泉
寺
に
赴
い
て
神

秀
の
弟
子
と
な
り
、
三
年
間
、
そ
の
も
と
で
學
ん
だ
。
こ
の
頃
に
は
、
普
寂
や
義
福
も
神
秀
に
入
門
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
神

會
は
彼
ら
と
面
識
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
、
彼
ら
と
は
年
齡
が
三
十
歳
前
後
も
違
っ
て
い
た
か
ら
、
親
密
な
關
係
は
結
び
得
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
神
功
元
年

(

六
九
七)

、
十
四
歳
の
時
に
神
秀
が

｢

豫
北｣

に
移
っ
た
た
め
、
曹
溪
に
移
っ
て
慧
能

の
弟
子
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
慧
能
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

卷
三
之
下
の

｢

慧
能
第
六｣

の
項
に
次
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

｢

神
會
北
遊
。
廣
其
聞
見
。
於
西
京
受
戒
。
景
龍
年
中
却
歸
曹
溪
。
大
師
知
其
純
熟
。
遂
默
授
密
語
。
縁
達
磨
懸
記
六
代
後
命
如

懸
絲
。
遂
不
將
法
衣
出
山

(

�)

。｣

つ
ま
り
、
何
年
間
か
慧
能
に
師
事
し
た
後
、
北
遊
し
て
長
安
で
受
戒
し

(

近
年
、
發
見
さ
れ
た
彼
の
塔
銘
に
よ
れ
ば
、
彼
の
受
戒
は
神
龍

元
年
〈
七
〇
五
〉
の
こ
と
で
あ
る)

、
景
龍
年
間

(

七
〇
七-

七
一
〇)

に
曹
溪
に
歸
り
、
再
び
何
年
間
か
慧
能
に
師
事
し
て
印
可
を
得
た

と
い
う
の
で
あ
る
。
景
龍
年
間
か
ら
慧
能
の
入
寂
の
先
天
二
年

(
七
一
二)

ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
か
ら
、
恐
ら
く
、
神
會
は
、

慧
能
の
入
寂
ま
で
從
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

神
會
の
北
遊
に
つ
い
て
は
、
神
秀
と
の
關
係
を
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
こ
ろ
の
神
會
に
は
神
秀
を
排
撃
す
る
氣
持
ち
は
全
く
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
か
つ
て
の
師
と
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
に
相
違
な
い
。
神
會
に
再
び
神
秀
に
師
事
し
た
い
と
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い
う
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
秀
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
神
龍
二
年

(

七
〇
六)

に
洛
陽
の

天
宮
寺
で
入
寂
し
た
。
神
會
の
願
い
が
果
た
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
翌
年
に
景
龍
と
改

元
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
會
の
曹
溪
へ
の
歸
着
が
神
秀
の
入
滅
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

『

宋
高
僧
傳』

｢

神
會
傳｣

に
據
れ
ば
、
こ
の
後
、
神
會
は
、
開
元
八
年

(

七
二
〇)

に
南
陽
の
龍
興
寺
に
敕
住
し
て
布
教
を
始
め

(

�)

、

次
第
に
普
寂
や
義
福
の
活
動
や
そ
の
禪
法
を
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
に
對
す
る
反
撥
を
強
め
、
遂
に
北
宗
批
判
に
及
ぶ
の
で
あ

る
。神

會
以
外
の
慧
能
の
弟
子
と
し
て
は
、｢

慧
安｣

の
項
で
觸
れ
た
嵩
山
淨
藏

(

六
七
五-

七
四
六)

、
南
嶽
懷
讓

(

六
七
七-

七
四
四)

、

太
原

(

山
西
省
太
原
市)

自
在
と
范
陽

(

河
北
省
、
現
在
の
北
京
市)

到
次
山
明
禪
師
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

淨
藏
は
十
九
歳
で
出
家
し
た
後
、
嵩
山
の
慧
安
に
弟
子
入
り
し
た
。
そ
の
後
、
久
視
元
年

(

七
〇
〇)

の
慧
安
の
入
内
に
際
し
て
曹

溪
の
慧
能
の
も
と
に
移
っ
た
が
、
慧
安
が
荊
州
玉
泉
寺
に
入
る
と
再
び
そ
の
も
と
で
五
年
間
學
ん
だ

(

七
〇
一
頃-

七
〇
六)

。
神
龍
二

年

(

七
〇
六)

に
慧
安
が
再
度
入
内
し
た
の
を
契
機
に
、
再
び
慧
能
に
學
ん
で
遂
に
印
可
を
得
た
。
そ
の
後
は
、
北
に
歸
り
大
雄
山
に

三
十
年
間
住
し
て
布
教
の
實
を
擧
げ
、
晩
年
は
嵩
山
の
會
善
寺
の
西
塔
安
禪
師
院
に
住
し
た
。
大
雄
山
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
に
百
丈

懷
海
が
住
す
る
大
雄
山

(

江
西
省
奉
新
縣)

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
三
十
年
間
住
ん
だ
と
す
れ
ば
、
慧
能
の

寂
後
、
間
も
な
く
入
山
し
た
こ
と
と
な
ろ
う
。

淨
藏
が
慧
能
に
師
事
し
た
の
は
二
回
で
あ
る
が
、
最
初
は
一
年
に
も
満
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
實
質
的
に
は
、
神
龍
二
年
以
降

と
見
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
慧
能
の
入
寂
ま
で
は
七
年
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
彼
も
そ
の
入
寂
近
く
ま
で
從
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、

恐
ら
く
は
、
神
會
と
面
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

淨
藏
は
慧
能
の
印
可
を
受
け
た
が
、
終
生
、
慧
安
へ
の
敬
慕
の
念
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
、
嵩
山
で
既
に
長
期
に
亙
っ
て
師
事
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し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
慧
能
に
師
事
し
た
の
は
、
修
行
上
で
の
都
合
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
點
か
ら
い
え
ば
、
む

し
ろ
慧
安
の
弟
子
と
見
做
す
べ
き
で
あ
る
。

懷
讓
も
慧
安
の
入
内
に
際
し
て
慧
能
に
投
じ
た
一
人
で
あ
る
。
從
っ
て
、
既
に
嵩
山
に
お
い
て
淨
藏
と
面
識
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

曹
溪
に
移
っ
た
後
の
懷
讓
の
行
動
に
つ
い
て
、｢

觀
音
大
師
碑
銘｣

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

｢

周
法
界
以
冥
搜
。
指
曹
溪
而
遐
擧
。
能
大
師
方
宏
法
施
。
學
者
如
歸
。
渉
其
藩
�
者
十
一
二
焉
。
躋
其
室
堂
者
又
十
一
焉
。
師

以
後
學
弱
齡
。
分
爲
末
席
。
虚
中
而
若
無
所
受
。
善
閉
而
惟
恐
有
聞
。
能
公
異
焉
。
置
之
座
右
。
會
一
音
吹
萬
有
。
衍
方
寸
彌
大

千
。
同
焉
而
交
暢
。
異
焉
而
�
合
。
同
授
祕
印
。
目
爲
宗
師

(

�)

。｣

慧
能
門
下
に
あ
っ
て
は
若
輩
の
部
類
に
屬
し
た
が
、
慧
能
に
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
、
そ
の
印
可
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
具

體
的
な
内
容
を
缺
き
、
い
つ
ま
で
慧
能
の
も
と
で
修
行
を
積
ん
だ
か
は
明
ら
か
で
な
い
。『

宋
高
僧
傳』

の

｢

唐
南
嶽
觀
音
臺
懷
讓
傳｣

も
、
慧
能
の
も
と
で
修
行
が
完
成
し
た
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
が
、
椎
名
宏
雄
氏
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た

『

寶
林
傳』

の
逸
文
は
、
次

の
よ
う
な
詳
し
い
事
跡
を
傳
え
る
。

｢

乃
往
曹
溪
。
依
近
能
大
師
。
凡
經

(

マ
マ)

經
一
十
三
歳
。
至
景
雲
二
年
辛
亥
之
歳
。
拜
辭
大
師
。
南
遊
羅
浮
。
并
教
化
鐘
銅
。
至
三
年

二
月
十
六
日
。
再
覲
大
師
云

云

讓
在
師
左
右
。
復
經
二
載
。
能
事
畢
矣
云

云｣ (

�)

景
雲
三
年

(

七
一
二)

は
、
慧
能
が
入
寂
す
る
先
天
二
年

(

七
一
三)

の
前
年
に
あ
た
る
。
從
っ
て
、｢

讓
在
師
左
右
。
復
經
二
載｣
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と
は
い
う
も
の
の
、
實
質
的
に
は
一
年
半
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
し
、
懷
讓
は
慧
能
の
入
寂
の
際
に
侍
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

『
祖
堂
集』

も
、
部
分
的
に
こ
れ
を
繼
承
し
て
い
る
が

(

�)

、
し
か
し
、『

寶
林
傳』

は
い
っ
た
い
何
に
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
景
雲

二
年
に
羅
浮
山
に
遊
ん
だ
等
と
い
う
話
は
、
以
前
の
文
獻
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
懷
讓
が
慧
能
の
も
と
に
戻
っ

た
正
確
な
日
付
を
い
か
に
し
て
知
り
得
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
説
が

『

寶
林
傳』

の
勝
手
な
創
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
餘
地

が
な
か
ろ
う
。

一
方
、『

景
徳
傳
燈
録』

の

｢

南
嶽
懷
讓
章｣

に
よ
る
と
、
懷
讓
は
慧
能
の
も
と
で
十
五
年
修
行
し
た
後
に
、
先
天
二
年
に
南
嶽
の

般
若
寺
に
入
っ
た
と
い
う

(

�)
。
慧
能
の
入
寂
を
契
機
に
曹
溪
か
ら
移
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
、｢

觀
音
大
師
碑
銘｣

に
、

南
嶽
に
入
る
前
に
、
武
當
山
で
十
年
過
ご
し
た
と
し
て
、

｢

乃
陟
武
當
。
窮
棲
十
霜
。
�
來
衡
嶽
。
終
焉
是
託
。
惟
般
若
聖
�
。
有
觀
音
道
場
。
宴
居
斯
宇
。
因
以
爲
號

(

�)

。｣

と
い
う
の
と
矛
盾
す
る
。
慧
能
の
も
と
で
十
五
年
修
學
し
た
と
い
う
の
は
、
先
の

『

寶
林
傳』

の
説
を
承
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

先
天
二
年
に
南
嶽
に
入
っ
た
と
い
う
の
も
、
恐
ら
く
は
、『
寶
林
傳』

の
虚
誕
を
承
け
た
も
の
に
他
な
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に

『

寶
林
傳』

の
説
は
信
ず
る
に
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
懷
讓
が
慧
能
の
入
寂
ま
で
從
っ
た
と
い
う
こ
と
自
體
は
、

十
分
に
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
。
慧
安
の
一
回
目
の
入
内
が
契
機
と
な
っ
て
懷
讓
が
慧
能
に
參
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
久
視
元
年

(

七
〇
〇)

頃
の
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
か
ら
慧
能
の
入
寂
ま
で
は
十
三
年
で
あ
る
か
ら
、
若
い
懷
讓
と
し
て
は
、
そ
の
く
ら
い
の
修

行
は
、
當
然
、
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

淨
藏
と
懷
讓
の
經
歴
か
ら
見
て
、
必
ず
や
二
人
は
相
互
に
面
識
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
年
齡
的
に
も
近
か
っ
た
。
し
か
し
、
兩
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者
の
交
流
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
淨
藏
が
慧
安
へ
の
強
い
敬
慕
を
懷
き
續
け
た
の
に
對
し
て
、
懷
讓
は
慧
能
の
弟
子

に
徹
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

太
原
自
在
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
い
た『

歴
代
法
寶
記』

の
記
述
以
外
に
は
、
何
ら
の
事
跡
も
知
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
無
住(

七
一
四-

七
七
四)

の
師
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
荷
澤
神
會
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
人
と
見
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

到
次
山
明
禪
師
に
つ
い
て
も
、
柳
田
聖
山
氏
は
、｢

他
に
全
く
デ
ー
タ
が
な
く
、
い
か
な
る
人
か
わ
か
ら
な
い｣

と
す
る
が

(

�)

、
實
際

に
は
、｢

智
力
紀
�
碑｣
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

｢

開
元
八
年
。
始
焉
歎
�
。
念
捨
榮
族
。
思
去
豪
逸
。
則
魚
畏
網
以
深
鱗
。
鳥
驚
弦
而
上
翼
。
迺
歩
�
河
朔
。
鑽
仰
幾
猷
。
聞
米

�
山
有
天
竺
道
人
。
可
三
百
餘
歳
。
不
以
波
泛
塗
阻
。
北
面
師
之
。
諮
受
本
源
。
琢
磨
宗
向
。
繁
疑
頓
沃
。
猶
高
秋
之
卷
霄
。

眞
性
自
凝
。
譬
黄
金
之
陶
冶
。
與
到
次
山
明
禪
師
。
倶
爲
門
下
。
後
太
史
占
曰
。
東
北
海
中
。
望
見
一
燈
。
邦
之
寶
也
。
國
詔
范

陽
節
度
安
公
專
使
詢
訪
。
以
影
所
在
。
爰
□
□
島
。
見
傳
徒
甚
多
。
遯
俗
祕
鋒
。
聿
求
既
濟
。
故
時
人
莫
之
覿
也
。
具
以
表
聞
。

尋
制
移
居
到
次
。
先
師
遣
明
禪
師
�
禪
師
皆
出
化
人
。
膏
�
品
物
。
或
劫
限
有
遠
近
。
殊
績
有
疏
密
。
智
顯
及
師
於
思
大
。
多
聞

迴
席
於
飮
光
。
而
禪
師
拜
首
明
公
。
猶
孔
堂
之
顏
氏
也
。
明
公
獨
之
到
次
。
禪
師
偏
留
都
□
。
廣
資
擅
福
。
極
洽
往
來
。
殆
廿
年
。

庶
隣
投
刃

(

	)

。｣

こ
れ
に
よ
っ
て
、
智
力
と
明
禪
師
に
關
し
て
以
下
の
よ
う
な
史
實
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

１.

開
元
八
年

(

七
二
〇)

、
智
力

(

六
九
四-

七
七
四)

は
、
米
�
山

(

未
詳
。
恐
ら
く
、
渤
海
灣
に
あ
る
島
で
あ
ろ
う)

に
三
百
餘
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歳
の
イ
ン
ド
の
道
人
を
尋
ね
、
明
禪
師
と
と
も
に
師
事
し
た
。

２.

彼
ら
の
存
在
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
太
史
が
東
北
の
海
に
國
の
寶
が
あ
る
と
占
っ
た
た
め
、
范
陽
節
度
使
の
安

禄
山

(

七
〇
二-

七
五
七
、
七
四
四
年
に
范
陽
節
度
使
を
兼
ね
る)

に
探
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
到
次

山
に
移
し
た
。

３.

先
師

(
イ
ン
ド
僧
の
こ
と
か)

は
、
明
禪
師
と
智
力
に
山
を
出
て
布
教
さ
せ
た
。
二
人
の
關
係
は
孔
子
と
顏
回
の
ご
と
き
で

あ
っ
た
。

４.

そ
の
後
、
明
禪
師
は
到
次
山
に
戻
っ
た
が
、
智
力
は

｢

都
□｣

(

？)

に
留
ま
る
こ
と
二
十
年
で
あ
っ
た
。

｢

智
力
紀
�
碑｣

は
、
明
禪
師
の
そ
の
後
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
智
力
に
關
し
て
は
、
百
丈
山

(

こ
れ
が
百
丈
懐

海
が
住
ん
だ
大
雄
山
で
あ
る
と
す
る
と
、
淨
藏
の
後
を
襲
っ
た
か)

で
頭
陀
行
を
行
っ
た
後
、
定
州
の
中
山
で
刺
史
の
張
南
容

(

生
歿
年
未

詳)

の
供
養
を
受
け
、
更
に
恆
山

(

河
北
省
曲
陽
縣)

に
移
っ
て
、
こ
こ
に
伽
藍
を
築
き
、
大
暦
九
年

(

七
五
六)

に

｢

慧
炬
寺｣

の
敕

額
と
度
僧
十
人
を
賜
り
、
そ
の
年
に
八
十
一
歳
、
僧
臘
五
十
七
で
寂
し
た
と
い
う
。

こ
の
碑
銘
は
、
慧
能
と
の
關
係
に
は
全
く
觸
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
、
明
禪
師
は
慧
能
に
學
ん
だ
後
に
、
更
に
イ
ン
ド
の
道
人
に
學
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
。
明
禪
師
を
神
會
と
同
世
代
と
す
れ
ば
、
慧
能
入
寂
の
先
天
二
年

(

七
一
三)

の
時
點
で
は
三
十
歳
ほ
ど
と
な
る
が
、

當
時
、
智
力
は
ま
だ
二
十
歳
で
あ
り
、
兩
者
の
年
齡
差
は
十
歳
程
度
と
考
え
ら
れ
る
。
三
十
歳
前
後
と
い
う
の
は
、
假
に
慧
能
の
印
可

を
得
て
い
た
と
し
て
も
更
な
る
修
行
が
必
要
な
年
齡
と
い
え
る
。
明
禪
師
が
、
曾
て
慧
安
に
學
ん
だ
智
力
と
と
も
に
イ
ン
ド
の
道
人
に

學
ん
だ
と
い
う
の
も
納
得
が
い
く
。

明
禪
師
の
歿
年
に
つ
い
て
は
、『

金
石
録』

卷
七
に
、
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｢

第
一
千
二
百
五
十

唐
明
師
禪
院
石
塔
臺
頌
正
書
。
無
書
撰
人
姓
名
。
天
寶
六
載
六
月

(

�)｣

｢
第
一
千
二
百
九
十
三

唐
明
禪
師
碑
鄭
�
之
撰
。
徐
浩
正
書
。
天
寶
十
載
七
月

(

�)｣

を
載
せ
て
い
る
の
が
參
考
と
な
る
。
恐
ら
く
、｢

唐
明
禪
師
碑｣

が
建
て
ら
れ
た
天
寶
十
載

(

七
五
一)

、
あ
る
い
は
そ
の
少
し
前
に
入

寂
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
會
と
ほ
ぼ
同
世
代
と
す
れ
ば
、
七
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

上
記
の
外
に
も
、
慧
能
の
弟
子
と
し
て
名
前
の
知
ら
れ
る
人
は
多
い
。
宇
井
伯
壽
氏
は
、
諸
資
料
を
渉
獵
し
て
三
十
五
人
を
數
え
て

い
る
ほ
ど
で
あ
る
が

(

�)

、
唐
代
の
資
料
に
よ
っ
て
傳
記
が
知
ら
れ
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
上
記
で
盡
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

(

�)

。

註

(

１)

こ
の
他
、
慧
能
關
聯
の
資
料
と
し
て
、｢
召
曹
溪
惠
能
入
京
御
札｣

(『

全
唐
文』

一
七)

が
傳
わ
っ
て
お
り
、
宇
井
伯
壽
・
印
順
な
ど
の

各
氏
は
、
こ
れ
を
根
據
に
、
慧
安
や
神
秀
は
皇
帝
に
對
し
て
、
慧
能
を
入
内
供
養
す
る
よ
う
勸
め
た
と
論
じ
て
い
る
が

(

宇
井
伯
壽

『

第
二

禪
宗
史
研
究』

〈
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
〉
二
二
二-

二
二
三
頁
、
前
掲

『

中
國
禪
宗
史
―
從
印
度
禪
到
中
華
禪』

二
〇
二-

二
〇
三
頁)

、

既
に
柳
田
聖
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

(

前
掲

『
初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

二
三
八
頁)

、『

全
唐
文』

は

『

傳
燈
録』

卷
五
の

｢

慧
能
章｣

か
ら
の
抜
粋
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
の
價
値
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。

(

２)

前
掲

｢『

曹
溪
大
師
傳』

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て｣

を
參
照
。

(

３)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

一
七
頁
。

(

４)

胡
適

『

神
會
和
尚
遺
集
―
附
胡
先
生
晩
年
的
研
究』

(

中
央
研
究
院
・
胡
適
記
念
館
、
一
九
八
二
年)

四
一
七-

四
一
九
頁
、
前
掲

『

中

國
禪
宗
史
―
從
印
度
禪
到
中
華
禪』

三
〇
三
頁
等
、
竹
内
弘
道

｢

荷
澤
神
會
考
―

『

金
剛
經』

の
依
用
を
め
ぐ
っ
て｣

(｢

宗
學
研
究｣

二
四
、

一
九
八
二
年)

二
四
二-

二
四
三
頁
等
を
參
照
。
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(
５)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

四
二-

四
三
頁
。

(
６)
同
上
、
四
三
頁
。

(

７)
同
上
、
四
五
頁
。

(

８)

前
掲

『
神
會
和
尚
遺
集
―
附
胡
先
生
晩
年
的
研
究』

三
六
九-

三
七
〇
頁
。

(

９)

前
掲

『
中
國
禪
宗
史
―
從
印
度
禪
到
中
華
禪』

三
〇
七
頁
。

(

�)

前
掲

『

神
會
和
尚
遺
集
―
附
胡
先
生
晩
年
的
研
究』

三
七
〇
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
四
二
頁
。

(

�)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

八
五
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

一
九
四
頁
。

(

�)

柳
田
氏
以
外
に
も
、
こ
の
碑
文
の
成
立
を
七
四
〇
年
頃
と
す
る
人
は
多
い
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヤ
ン
ポ
ル
ス
キ
ー

(P
hilip

Y
am

polsky)

のT
h

e
P

la
tfo

rm
S

u
tra

o
f

th
e

S
ix

th
P

a
tria

rc
h
,
C
olum

bia
U
niversity

P
ress,

1967,p.66,

マ
ク
レ
ー
氏
前
掲
書
、
二
八
五
頁
、

前
掲

『

中
國
禪
宗
史
―
從
６
世
紀
到
９
世
紀』

一
三
〇
頁
等
を
參
照
。

(

�)

陳
鐵
民

『

王
維
新
論』

(

北
京
師
範
學
院
出
版
社
、
一
九
九
〇
年)

一
三
―
一
七
頁
。

(

�)

同
上
、
一
八-

一
九
頁
。

(

	)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

一
七
五
頁
。

(


)

王
輝
斌

『

王
維
新
考
論』

(

黄
山
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年)
四-

五
頁
、
七-

九
頁
、
一
一-

一
二
頁
、
三
六-

四
一
頁
。
た
だ
し
、
觀
察

御
史
の
官
位
を

｢

正
八
品
下｣

と
す
る
の
は
、｢

正
八
品
上｣
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
張
國
剛

『

唐
代
官
制』

(

三
秦
出
版

社
、
西
安
、
一
九
八
七
年)

八
五
頁
等
を
參
照
。

(

�)

續
藏
一-

一
四-

三
、
二
七
七
張
表
下
。

(

�)

大
正
藏
五
〇
、
七
五
六
下
。

(

)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
四
一
頁
。
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(
�)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
入
谷
仙
介

『

王
維
研
究』

(

創
文
社
、
一
九
七
六
年)

二
五
八-

二
五
九
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

(
�)
前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

九
七
頁
、
一
八
六-

一
八
七
頁
。

(

�)
小
川
隆

『

神
會
―
敦
煌
文
獻
と
初
期
の
禪
宗
史』

(

臨
川
書
店
、
二
〇
〇
七
年)

一
五
二-

一
五
五
頁
。

(

�)

陳
盛
港

｢

從
〈
六
祖
能
禪
師
碑
銘
〉
的
觀
點
再
論
荷
澤
神
會｣

(｢

中
華
佛
學
學
報｣

六
期
、
二
〇
〇
二
年)

一
七
六-

一
七
九
頁
。

(

�)

前
掲

『
神
會
和
尚
禪
話
録』

一
一
一
頁
。

(

�)

同
上
、
三
一
頁
。

(

�)
『

石
刻
史
料
新
編

第
一
輯』

第
二
四
卷
、
一
八
三
六
五
頁
。

(

	)
『

全
唐
文』

二
六
二
。

(


)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』
九
九
頁
。

(

�)

周
紹
良
・
趙
超
主
編

『

唐
代
墓
誌
彙
編
續
集』

(

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

永
泰
〇
〇
二
。

(

�)

大
正
藏
五
〇
、
七
五
五
中
。

(

)

前
掲

『

石
刻
史
料
新
編

第
一
輯』

第
十
二
卷
、
八
八
四
三
頁
。

(

�)

同
上
、
第
二
四
卷
、
一
七
九
八
二
頁
。

(

�)

前
掲

『

神
會
―
敦
煌
文
獻
と
初
期
の
禪
宗
史』
は
、
こ
の
碑
に
つ
い
て
、

｢

問
題
は
そ
の
碑
が

｢

鋸
鹿｣

す
な
わ
ち
荊
州
の
開
元
寺
に
建
て
ら
れ
た
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
か
の
誤
り
で

・

な
い
と
す
れ
ば
、
神
會
は
宋
鼎
撰
の
惠
能
碑
を
荊
州
開
元
寺
に
も
建
て
た
こ
と
に
な
る
が
、
神
會
は
洛
陽
時
代
に
す
で
に
こ
の
寺
と
何

ら
か
の
關
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
寺
に
來
て
か
ら
同
じ
碑
を
再
建
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。｣

(

一
五
二
頁)

と
述
べ
る
が
、
神
會
が
配
流
さ
れ
た
の
は

｢

荊
州｣

(

湖
北
省
荊
州
市)
、
碑
文
が
建
て
ら
れ
た
の
は

｢

鉅
鹿｣

＝

｢

�
州｣

(

河
北
省
�
臺

・

・

・

市)

で
全
く
別
の
場
所
で
あ
る
。

(

�)
『

集
古
録
目』

の

｢

能
大
師
碑｣

に
關
す
る
記
載
は
、
そ
の
ま
ま
陳
思

(
生
歿
年
未
詳)

撰

『

寶
刻
叢
編』

(

成
立
年
未
詳)

卷
六
の

｢

�

州｣

の
項
に
繼
承
さ
れ
て
い
る

(

前
掲

『

石
刻
史
料
新
編

第
一
輯』

第
二
四
卷
、
一
八
一
八
三
頁)

。『

寶
刻
叢
編』

の
こ
の
箇
所
に
は
、
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更
に

『

諸
道
石
刻
録』

を
引
い
て
、｢

唐
蔡
有
鄰
書｣

の

｢

唐
曹
溪
能
大
師
碑｣

も
著
録
し
て
お
り
、
�
州
が
神
會
と
有
縁
の
地
で
あ
っ
た

こ
と
を
窺
わ
せ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

(

�)
前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

一
〇
九
頁
。

(

�)

前
掲

『
初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
四
〇
頁
。

(

�)

前
掲

『
神
會
和
尚
禪
話
録』

一
〇
九-

一
一
〇
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
四
〇
頁
。

(

�)

同
上
。

(

�)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

一
一
〇
頁
。

(

	)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
四
一
頁
。

(


)

同
上
。

(

�)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

一
一
〇-
一
一
一
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
四
一-

五
四
二
頁
。

(

)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』

九
九
頁
。

(

�)

同
上
、
一
二
二-

一
二
三
頁
。

(

�)

續
藏
一-

一
四-

三
、
二
七
七
張
表
上
。

(

�)
『

全
唐
文』

五
八
七
。

(

�)

續
藏
一-

一
四-

三
、
二
七
七
張
表
下
。

(

�)
『

歴
代
法
寶
記』

は
、
兩
者
の
記
載
を
綜
合
し
て
辻
褄
合
わ
せ
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
王
維
の
碑
銘
が
建
て
ら
れ
た
形
跡
は

な
い
か
ら
、
そ
れ
を
見
た
と
は
思
え
な
い
し
、
王
維
の
碑
銘
の
流
布
が
限
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
辻
褄
合
わ
せ
を
す
る
必
要
も
な

か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
。『

歴
代
法
寶
記』

は
、
む
し
ろ
、
神
會
の
元
來
の
説
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『

歴
代
法
寶
記』

の
各
祖
師
の
傳

記
に
、『

金
剛
經』

の
傳
授
と
い
う
後
世
の
改
變
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

が
神
會
派
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の
古
い
説
を
傳
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
神
會
の
生
歿
年
を
唯
一
正
し
く
傳
え
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
證
明
さ
れ
た
と
い
え
る
が
、
こ
の

點
で
も

『

圓
覺
經
大
疏
鈔』

の
説
は
古
い
傳
承
を
傳
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)
前
掲

｢『

曹
溪
大
師
傳』

の
成
立
を
め
ぐ
っ
て｣

を
參
照
。

(

�)

左
溪
玄
朗

(

六
七
三-

七
五
四)

の
碑
文
、｢

故
左
溪
大
師
碑｣

(『

全
唐
文』

三
二
〇)

に
次
の
よ
う
に
い
う
。

｢

如
意
年
中
薙
度
。
隸
義
烏
清
泰
寺
。
尋
光
州
岸
律
師
受
具
戒
。
就
會
稽
印
宗
禪
師
商
律
部
。
重
山
深
林
。
怖
畏
之
地
。
獨
處
巖
穴
。

凡
三
十
年
。｣

｢

如
意
年
中｣

は
六
九
二
年
に
當
た
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
七
〇
〇
年
頃
、
印
宗
が
會
稽
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

『

宋
高
僧
傳』

の

｢

唐
會
稽
山
妙
喜
寺
印
宗
傳｣

に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

｢

釋
印
宗
。
姓
印
氏
。
呉
郡
人
也
。
母
劉
氏
始
娠
。
隣
家
咸
見
一
沙
門
端
雅
徐
歩
入
印
舍
。
白
劉
曰
願
爲
子
焉
。
母
夢
同
此
。
再
三
陳

讓
不
克
。
父
夢
有
饋
栴
檀
香
木
童
子
。
跪
授
付
劉
。
劉
頓
厭
葷
羶
。
俗
間
食
味
隔
在
脣
吻
之
外
。
及
生
而
長
。
從
師
誦
通
經
典
。
末
最

精
講
者
涅
槃
經
。
咸
亨
元
年
在
京
都
盛
揚
道
化
。
上
元
中
敕
入
大
愛
敬
寺
居
。
辭
不
赴
請
。
於
�
春
東
山
忍
大
師
諮
受
禪
法
。
復
於
番

禺
遇
慧
能
禪
師
。
問
答
之
間
深
詣
玄
理
還
郷
地
。
刺
史
王
胄
禮
重
殊
倫
。
請
置
戒
壇
。
命
宗
度
人
。
可
數
千
百
。
續
敕
召
入
内
。
乃
造

慈
氏
大
像
。
所
著
心
要
集
。
起
梁
至
唐
。
天
下
諸
達
者
語
言
總
録
焉
。
又
奉
敕
江
東
諸
寺
院
天
柱
報
恩
各
置
戒
壇
度
人
。
又
纂
百
家
諸

儒
士
三
教
文
意
表
明
佛
法
者
。
重
結
集
之
。
手
筆
逾
高
著
述
流
布
。
至
先
天
二
年
二
月
二
十
一
日
示
終
。
囑
循
輪
王
法
葬
之
。
年

八
十
七
。
會
稽
王
師
乾
立
塔
銘
焉
。｣

(

大
正
藏
五
〇
、
七
三
一
中)

こ
れ
に
よ
っ
て
、
咸
亨
、
上
元
の
頃

(

六
七
〇-

六
七
六)
、
印
宗
が
既
に
中
原
で
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
る
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

一
一
一-

一
一
二
頁
。
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
も
、
前
掲
書
の
一
〇
三
頁
で
こ
れ
を
全
く
の
作
り

話
と
し
て
い
る
。

(

�)

前
掲

『

中
國
禪
宗
史
―
從
印
度
禪
到
中
華
禪』

二
二
〇-

二
二
一
頁
。

(

�)

前
掲

｢

從
〈
六
祖
能
禪
師
碑
銘
〉
的
觀
點
再
論
荷
澤
神
會｣

一
九
五
頁
。

(

�)

駒
澤
大
學
禪
宗
史
研
究
會

『

慧
能
研
究』

(

大
修
館
書
店
、
一
九
七
八
年)

四
四
頁
。

― ―75



(
�)

續
藏
一-

一
四-

三
、
二
七
七
張
表
下
。
な
お
、『

歴
代
法
寶
記』

は
、
長
壽
元
年

(

六
九
三)

と
萬
歳
通
天
元
年

(

六
九
七)

に
敕
召

が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
慧
能
が
傳
え
た
達
摩
の
袈
裟
を
智
�
に
賜
る
伏
線
で
あ
り
、
袈
裟
の
傳
授
自
體
が
史
實
と
認
め
ら
れ
な
い

以
上
、
採
る
に
足
ら
ぬ
説
で
あ
る
。

(

�)

前
掲

『
慧
能
研
究』

四
八
頁
。

(

�)

前
掲『
初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

二
三
四
頁
、
二
三
六
頁
、
印
順『

中
國
禪
宗
史
―
從
印
度
禪
到
中
華
禪』

二
〇
三
頁
、
二
一
七-

二
一
八

頁
、
二
二
一
頁
等
を
參
照
。

(

�)

蔵
中
進

『

唐
大
和
上
東
征
傳
の
研
究』

(

櫻
楓
社
、
一
九
七
六
年)

六
〇
三
頁
。

(

�)
『

全
唐
文』

五
八
七
。

(

�)

葛
兆
光
氏
も
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
皇
帝
か
ら
の
入
内
要
請
が
神
龍
元
年
と
神
龍
三
年
の
二
度
あ
っ
た
こ
と
を
承
認
し
て
い
る

(

前
掲

『

中
國
禪
宗
史
―
從
６
世
紀
到
９
世
紀』

一
三
三
頁)

。

(

	)

前
掲

『

神
會
和
尚
禪
話
録』

二
九
頁
。

(


)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』

一
二
九
頁
。

(

�)

同
上
、
八
六
頁
。

(

�)

同
上
、
九
二
頁
。

(

)

前
掲

『

敦
煌
新
本

六
祖
壇
經』

七
三
頁
。

(

�)
『

舊
唐
書』

卷
七
、｢

中
宗
本
紀｣

神
龍
元
年
二
月
の
條
に

｢
丙
子
。
諸
州
置
寺
觀
一
所
。
以
中
興
爲
名｣

と
あ
る

(

前
掲

『

舊
唐
書』

五
六
頁)

。

(

�)

前
掲

『

敦
煌
新
本

六
祖
壇
經』

一
一
二
頁
。

(

�)

同
上
、
四
頁
。

(

�)

同
上
、
一
二
一-

一
二
二
頁
。

(

�)

大
正
藏
五
五
、
一
一
〇
六
下
。
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(
�)

續
藏
一-

一
四-

三
、
二
七
七
張
表
下
。

(
�)
大
正
藏
五
〇
、
七
五
六
下
。

(

�)
『

全
唐
文』

六
一
九
。

(

�)

椎
名
宏
雄

｢『

寶
林
傳』

逸
文
の
研
究｣

(｢

駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集｣

一
一
、
昭
和
五
五
年)

二
四
八
頁
。

(

�)

柳
田
聖
山
主
編

『

祖
堂
集』

(

禪
學
叢
書
之
四
、
中
文
出
版
社
、
一
九
七
四
年)

七
二
頁
。

(

�)

大
正
藏
五
一
、
二
四
〇
下
。

(

�)
『

全
唐
文』

六
一
九
。

(

	)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』
一
八
五
頁
。

(


)

陳
尚
君
輯
校

『

全
唐
文
補
編』

(

中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年)

七
一
四
頁
。

(

�)
『

石
刻
史
料
新
編

第
一
輯』
第
十
二
卷
、
八
八
四
一
頁
。

(

�)

同
上
、
八
八
四
三
頁
。

(

)

前
掲

『

第
二
禪
宗
史
研
究』

所
收
の

｢
六
祖
の
諸
弟
子｣

を
參
照
。

(

�)

宇
井
伯
壽
氏
は
、『

全
唐
文』

九
一
三
に
掲
げ
ら
れ
る
忽
雷
澄
撰

｢

曉
了
禪
師
塔
碑｣

に
基
づ
い
て
慧
能
の
弟
子
と
認
定
し
て
い
る
が

(

こ
の
點
は
柳
田
聖
山
も
同
樣
で
あ
る
。
前
掲

『
初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

一
九
〇-

一
九
一
頁
を
參
照)

、『

全
唐
文』

は
明
ら
か
に

『

景

徳
傳
燈
録』

卷
五
を
資
料
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

｢

塔
碑｣

が
唐
代
の
撰
述
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

ま
た
、
宇
井
氏
は
、
清
晝

(

生
歿
年
未
詳)

撰

｢

唐
湖
州
佛
川
寺
故
大
師
塔
銘｣

(『

全
唐
文』

九
一
七)

に
、

｢

第
六
祖
曹
溪
能
公
。
能
公
傳
方
巖
秉

(

策)

。
策
公
乃
永
嘉
覺
荷
澤
會
之
同
學
也
。
方
巖
即
佛
川
大
師
也
。
大
師
諱
惠
明
。
俗
姓
陳
氏
。
…
…｣

と
あ
る
こ
と
よ
っ
て
、
佛
川
慧
明

(

六
九
七-

七
八
〇)

も
慧
能
の
弟
子
だ
と
す
る
が
、
こ
の
後
の
文
章
に
、
慧
明
に
つ
い
て

｢

西
の
か
た

方
巖
に
詣
で
、
頓
に
心
地
を
開
い
た｣

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
章
の

｢
方
巖
即
佛
川
大
師
也｣

は

｢

方
巖
即
佛
川
大
師
之
師
也｣

の
誤
り
と

見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
印
順
氏
が
前
掲

『

中
國
禪
宗
史
―
從
印
度
禪
到
中
華
禪』

で
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

(

二
一
一
頁)

、
近
年
、
池
麗
梅
氏
も
同
樣
の
主
張
を
行
っ
て
い
る

(｢

印
度
學
佛
教
學
研
究｣

五
五-

一
、
二
〇
〇
六
年)

。
從
っ
て
、
慧
明

― ―77



の
師
で
あ
る
方
巖
策
こ
そ
を
慧
能
の
弟
子
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
方
巖
山
は
現
在
の
浙
江
省
金
華
市
に
屬
す
る
山
で
、
當
時
は
�
州
に
屬

し
た
。
從
っ
て
、
方
巖
策
は
、
明
ら
か
に

『

曹
溪
大
師
傳』

『

祖
堂
集』

『

宗
鏡
録』

『

傳
燈
録』

等
に
い
う

｢(

�
州)

大
榮

(

智
策
・
玄
策)｣

と
同
一
人
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
傳
え
ら
れ
る
潭
州
智
隍
と
の
問
答
を
史
實
と
認
め
う
る
か
は
問
題
で
あ
る
。

ち
な
み
に

『

歴
代
法
寶
記』

に
は
、
惠
明
の
弟
子
と
い
う
義
浄
、
處
默
、
唐
蘊
と
無
住
と
の
對
論
を
載
せ
る

(

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』

二
三
二-
二
三
三
頁)

。
佛
川
惠
明
は
、
無
住

(

七
一
四-

七
七
四)

の
少
し
先
輩
に
當
た
る
か
ら
、
年
代
的
に
は
よ
く
合
致
す
る
。
恐
ら

く
、
こ
の
慧
明
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
他
に

『
曹
溪
大
師
傳』

で
は
、
慧
能
の
弟
子
の
行
滔
の
事
跡
に
し
ば
し
ば
觸
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
が
傳
衣
の
奉
納

に
關
わ
る
も
の
で
、
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
十
分
な
檢
討
が
必
要
で
あ
る
。
傳
衣
自
體
は
史
實
で
は
な
い
が
、
神
會
の
活
躍
に
よ
り
、
八

世
紀
後
半
に
は
史
實
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、｢

傳
法
の
袈
裟｣

と
さ
れ
る
も
の
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
行
滔
の
事
跡
が
全
て
史
實
で
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
の
事
跡
は
慧
能
の
傳
記
を
明
ら
か
に

す
る
う
え
で
は
益
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
の
で
、
そ
の
檢
討
は
別
の
機
會
に
讓
る
こ
と
と
し
た
い
。

六

玄
�

１.

玄
�
の
生
涯

玄
�
の
傳
記
を
知
る
に
は
、
弟
子
、
淨
覺

(

六
八
三-

？)

が
撰
述
し
た
二
つ
の
文
獻
、『

楞
伽
師
資
記』

と

『

注
般
若
波
羅
蜜
多
心

經』

に
基
づ
く
ほ
か
な
い
。
前
者
に
は
淨
覺
が
玄
�
本
人
か
ら
聞
い
た
と
思
わ
れ
る
傳
記
の
一
端
が
記
さ
れ
、
後
者
に
附
さ
れ
て
い
る

李
知
非

(

生
歿
年
未
詳)

撰
の

｢

略
序｣

に
も
、
そ
の
生
涯
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
外
に
、
保
唐
宗
の
燈
史
で
あ
る

『

歴
代
法
寶
記』

に
も
玄
�
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は

『

楞
伽
師
資
記』

に
基
づ
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き
、
し
か
も
、
そ
の
内
容
を
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
勝
手
に
改
め
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
少
な
く
と
も
玄
�
の
傳
記
を

探
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
無
視
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う

(

１)

。

そ
こ
で
、
先
ず
、『

楞
伽
師
資
記』

の
記
述
を
追
っ
て
み
る
と
、
次
の
二
箇
所
に
お
い
て
玄
�
が
登
場
す
る
。

｢

有
安
州
壽
山
大
和
上
。
諱
�
。
俗
姓
王
。
太
原
祁
縣
人
也
。
因
高
祖
作
牧
。
生
瞻
雲
夢
之
澤
。
是
�
州
東
山
忍
大
師
傳
燈
弟
子

也
。
大
和
尚
在
壽
山
之
日
。
於
方
丈
室
中
入
淨
。
忽
然
兩
目
中
。
各
出
一
五
色
光
舍
利
。
將
知
大
師
成
道
已
久
也
。
大
唐
中
宗
孝

和
皇
帝
景
龍
二
年
。
有
敕
召
入
西
京
。
便
於
東
都
廣
開
禪
法
。
淨
覺
當
即
歸
依
。
一
心
承
事
。
兩
京
來
往
參
覲
。
向
經
十
有
餘
年
。

所
呈
心
地
。
尋
已
決
了
。
祖
忍
大
師
授
記
云
。
安
州
有
一
箇
。
即
我
大
和
上
是
也
。
和
上
乃
形
類
凡
僧
。
證
同
佛
地
。
帝
師
國
寶
。

宇
内
歸
依
。
淨
覺
宿
世
有
縁
。
親
蒙
指
授
。
始
知
方
寸
之
内
。
具
足
眞
如
。
昔
所
未
聞
。
今
乃
知
耳

(

２)

。｣

｢

時
荊
州
神
秀
禪
師
伏
膺
高
軌
。
親
受
付
囑
。
玄
�
以
咸
亨
元
年
至
雙
峰
山
。
恭
承
教
誨
。
敢
奉
駈
馳
。
首
尾
五
年
。
往
還
三
覲
。

道
俗
齊
會
。
仂
身
供
養
。
蒙
示
楞
伽
義
云
。
此
經
唯
心
證
了
知
。
非
文
疏
能
解
。
咸
亨
五
年
二
月
。
命
玄
�
等
起
塔
。
與
門
人
運

天
然
方
石
。
累
構
嚴
麗
。
月
十
四
日
問
。
塔
成
未
。
奉
答
。
已
了
。
便
云
。
不
可
同
佛
涅
槃
之
日
。
乃
將
宅
爲
寺
。
又
曰
。
如
吾

一
生
。
教
人
無
數
。
好
者
竝
亡
。
後
傳
吾
道
者
。
只
可
十
耳
。
…
…
又
語
玄
�
曰
。
汝
之
兼
行
。
善
自
保
愛
。
吾
涅
槃
後
。
汝
與

神
秀
。
當
以
佛
日
再
暉
。
心
燈
重
照
。
其
月
十
六
日
。
問
曰
。
汝
今
知
我
心
不
。
玄
�
奉
答
。
不
知
。
大
師
乃
將
手
�
十
方
。
一

一
述
所
證
心
已
。
十
六
中
。
面
南
宴
坐
。
閉
目
便
終
。
春
秋
七
十
四
。
禮
葬
於
馮
茂
山
。
塔
中
至
今
。
宛
如
平
昔
。
范
陽
盧
子
産
。

於
安
州
寺
壁
畫
像
。
前
兵
部
尚
書
隴
西
李
迥
秀
爲
讚
曰
。
猗
歟
上
人
。
冥
契
洞
眞
。
攝
心
絶
智
。
高
悟
通
神
。
無
生
證
果
。
現
滅

同
塵
。
今
茲
變
易
。
何
歳
有
隣

(

３)

。｣
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こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
淨
覺
が
師
の
傳
記
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

１.
も
と
も
と
太
原
祁
縣
の
王
氏
の
出
身
で
あ
っ
た
が
、
先
祖
が
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
た
關
係
で
、
雲
夢
縣

(

現
在
の
湖
北
省

孝
感
市
雲
夢
縣)

に
生
ま
れ
た
。

２.

咸
亨
元
年

(
六
七
〇)

、
雙
峰
山
に
弘
忍
を
尋
ね
て
、
そ
の
弟
子
と
な
り
、
五
年
間
の
修
行
の
結
果
、『

楞
伽
經』

の
教
え
を

授
け
ら
れ
た
。

３.

咸
亨
五
年

(

六
七
四)
の
入
寂
の
際
に
は
、
弟
子
の
代
表
と
し
て
弘
忍
の
塔
の
造
立
を
行
な
い
、
ま
た
、
神
秀
と
と
も
に
東

山
法
門
の
將
來
を
委
ね
ら
れ
た
。

４.

故
郷
に
ほ
ど
近
い
安
州

(

湖
北
省
安
陸
市)

の
壽
山
に
住
し
た
が
、
そ
の
時
、
坐
禪
中
に
兩
眼
に
五
色
の
舍
利
を
感
得
し
た
。

５.

壽
山
で
は
、
壁
に
盧
子
産
に
弘
忍
の
畫
像
を
描
か
せ
た
が
、
前
の
兵
部
尚
書
、
李
迥
秀
が
そ
れ
に
讚
を
書
い
た
。

６.

景
龍
二
年

(

七
〇
八)

、
中
宗
の
敕
召
に
よ
っ
て
長
安
に
入
り
、
續
い
て
洛
陽
で
開
法
を
行
っ
た
。

７.

淨
覺
は
、
兩
京
で
十
餘
年
間
に
亙
っ
て
玄
�
に
師
事
し
た
結
果
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
た
。

玄
�
の
生
歿
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
玄
�
が
弘
忍
に
入
門
し
た
時
期
は
、
主
要
な
弟
子
の
中
で
最
も
遲
く
、
ま
た
、
そ
の
活
動
も
最

も
後
ま
で
及
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
從
っ
て
、
神
秀
や
慧
安
は
も
と
よ
り
、
法
如

(

六
三
八-

六
八
九)

や
慧
能

(

六
三
八-

七
一
三)

よ

り
も
更
に
後
輩
で
あ
っ
た
こ
と
は
略
ぼ
間
違
い
な
い
。
淨
覺
は
、
弟
子
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
玄
�
を
神
秀
と
な
ら
ぶ
弘
忍
門
下
の
重

鎭
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
客
觀
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
存
在
は
決
し
て
目
立
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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玄
�
の
名
聲
が
神
秀
や
慧
安
に
は
遠
く
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
弘
忍
の
晩
年
に
侍
し
た
弟
子
の
中
に
は
法
如

が
い
た
か
ら
、
玄
�
が
中
心
に
な
っ
て
弘
忍
の
塔
を
營
ん
だ
と
い
う

『

楞
伽
師
資
記』

の
記
載
も
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く

と
も
入
内
す
る
以
前
に
は
、
そ
の
存
在
が
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
形
跡
は
な
い
の
で
あ
る
。『

楞
伽
師
資
記』

の
上
の
文
章
に
は
、
玄
�

を

｢

和
上
乃
形
類
凡
僧
。
證
同
佛
地｣

と
表
現
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
玄
�
の
風
采
が
上
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
弟
子
自

ら
認
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
會
的
地
位
が
さ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
柳
田
聖
山
氏
は
、

｢

玄
�
の
前
半
生
は
、『

楞
伽
師
資
記』

で
は
知
ら
れ
ぬ
が
、
貞
観
二
十
一
年

(

六
四
七)

、
玄
奘
が

『

瑜
伽
師
地
論』

を
譯
し
た

時
、
そ
の
證
文
と
な
っ
た
人
に
玄
法
寺
沙
門
玄
�
が
あ
り
、
ま
た
道
宣
の

『

關
中
創
立
戒
壇
圖
經』

に
、
彼
が
乾
封
二
年
二
月

(

六
六
七)

に
設
け
た
終
南
山
戒
壇
に
興
心
嚮
赴
し
た
三
十
九
人
の
列
名
が
あ
り
、
中
に
荊
州
無
量
寺
玄
�
法
師
が
あ
る
。
此
等

三
人
の
玄
�
が
、
す
べ
て
同
人
か
、
或
は
二
人
か
別
か
、
今
日
そ
れ
を
決
す
べ
き
他
の
資
料
を
見
出
し
得
ぬ
が
、
師
の
弘
忍
か
ら
、

｢

汝
の
兼
行
よ
く
自
ら
保
愛
せ
よ｣

と
囑
せ
ら
れ
た
玄
�
は
、
教
と
禪
と
を
兼
ね
學
ん
で
、
曾
て
玄
奘
や
道
宣
と
親
し
い
人
で
な

か
っ
た
か

(

４)

。｣

と
述
べ
て
、
同
時
期
の
二
つ
の
佛
教
文
獻
に

｢

玄
�｣

と
い
う
名
の
僧
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
玄
奘
の

譯
場
に
參
じ
た
同
名
の
僧
を
、
今
問
題
の
玄
�
と
同
一
人
物
と
見
做
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
多
く
の
人
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が

(

５)

、
時
代
的
に
か
な
り
の
無
理
が
あ
り
、
實
際
に
は
あ
り
得
な
い
説
で

あ
る
。
今
、
假
に
、
玄
�
が
法
如
や
慧
能
よ
り
五
歳
年
少
と
す
れ
ば
、
貞
觀
十
一
年

(

六
四
三)

の
生
ま
れ
と
な
り
、
弘
忍
に
師
事
し
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た
と
き
は
、
二
十
八
歳
、
弘
忍
が
入
寂
し
た
時
に
は
三
十
二
歳
、
入
内
の
時
は
六
十
六
歳
と
な
る
。
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
妥
當
な
線
だ
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
從
え
ば
、
玄
奘
の
譯
場
で
證
文
を
務
め
た
と
き
は
、
ま
だ
五
歳
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
上
の
假
定
に
何

年
か
の
誤
差
は
あ
り
う
る
に
し
て
も
、
二
人
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等
し
い
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
だ
い
た

い
、
も
し
二
人
が
同
一
人
物
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
淨
覺
が
師
の
そ
の
よ
う
な
名
譽
あ
る
業
績
に
言
及
し
な
か
っ
た
は
ず
が
な
か
ろ
う
。

一
方
、『

關
中
創
立
戒
壇
圖
經』

に
名
前
が
見
え
る
玄
�
で
あ
れ
ば
、
當
時
、
二
十
五
歳
前
後
と
な
る
し
、
ま
た
、
こ
の
玄
�
が
住

し
た
と
い
う

｢

荊
州
無
量
寺｣

は
、
雲
夢
縣
や
安
州
と
同
じ
く
湖
北
省
に
あ
り
、
距
離
的
に
も
比
較
的
近
い
か
ら
、
同
一
人
物
で
あ
る

可
能
性
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
弘
忍
に
參
ず
る
以
前
に
中
原
に
出
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
若
い

こ
ろ
か
ら
戒
律
に
強
い
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
現
時
點
で
は
、
そ
う
し
た
事
實
が
、
彼
の
人
生
な
り
思
想

な
り
に
與
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
窺
い
難
い
。

こ
の
よ
う
に
玄
�
の
存
在
は
必
ず
し
も
際
だ
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
安
州
の
壽
山
に
住
し
た
經
緯
や
布
教
活
動
に

つ
い
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
、
壽
山
で
の
開
法
が
、
法
如
の
開
法

(

六
八
六)

に
先
立
つ
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
恐
ら

く
は
、
六
九
〇
年

(

天
壽
元
年)

前
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
景
龍
二
年
に
な
っ
て
、
突
然
、
そ
の
入
内
供
養
が
實
現
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
歳
の
二
月
に
慧
安
が
入
寂
し
た
が
、

そ
れ
に
先
立
っ
て

｢

國
師｣

の
後
繼
者
探
し
が
本
格
化
し
、(
神
秀
入
寂
の
際
と
同
樣)

慧
能
に
再
び
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
も
の
の
、
慧

能
は
そ
れ
を
頑
と
し
て
受
け
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、
次
善
の
策
と
し
て
玄
�
の
入
京
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
慧
安
も
慧
能

も
玄
�
と
は
面
識
が
な
か
っ
た
。
從
っ
て
、
彼
ら
が
朝
廷
に
玄
�
を
薦
め
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、

安
州
の
玄
�
の
も
と
を
訪
れ
て
弘
忍
の
畫
に
讚
を
書
い
た
と
い
う
李
迥
秀

(
生
歿
年
未
詳)

の
存
在
で
あ
る
。

こ
の
李
迥
秀
に
つ
い
て
は
、『

舊
唐
書』

卷
六
十
二
、
竝
び
に

『

新
唐
書』
卷
九
十
九
に
掲
げ
ら
れ
る

｢

李
大
亮
傳｣

に
、
傳
記
が
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附
載
さ
れ
て
い
る
。
今
、『

舊
唐
書』

の
も
の
を
掲
げ
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

｢
迥
秀
大
亮
族
孫
也
。
祖
玄
明
濟
州
刺
史
。
父
義
本
宣
州
刺
史
。
迥
秀
弱
冠
應
英
材
傑
出
。
擧
拜
相
州
參
軍
。
累
轉
考
功
員
外
郎
。

則
天
雅
愛
其
材
。
甚
寵
待
之
。
掌
擧
數
年
。
遷
鳳
閣
舍
人
。
迥
秀
母
氏
庶
賤
。
而
色
養
過
人
。
其
妻
崔
氏
嘗
叱
其
�
婢
。
母
聞
之

不
悦
。
迥
秀
即
時
出
之
。
或
止
云
。
賢
室
雖
不
避
嫌
疑
。
然
過
非
出
状
。
何
遽
如
此
。
迥
秀
曰
。
娶
妻
本
以
承
順
顔
色
。
苟
違
何

敢
留
也
。
竟
不
從
。
長
安
初
。
歴
天
官
夏
官
二
侍
郎
。
俄
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
。
則
天
令
宮
人
參
問
其
母
。
又
嘗
迎
入
宮
中
。
待

之
甚
優
。
迥
秀
雅
有
文
才
。
飲
酒
�
餘
。
廣
接
賓
朋
。
當
時
稱
爲
風
流
之
士
。
然
頗
託
附
權
倖
。
傾
心
以
事
張
易
之
昌
宗
兄
弟
。

由
是
深
爲
�
正
之
士
所
譏
。
俄
坐
贓
。
出
爲
廬
州
刺
史
。
景
龍
中
。
累
轉
鴻
臚
卿
修
文
館
學
士
。
又
持
節
爲
朔
方
道
行
軍
大
惣
管
。

所
居
宅
中
生
芝
草
數
莖
。
又
有
猫
爲
犬
所
乳
。
中
宗
以
爲
孝
感
所
致
。
使
旌
其
門
閭
。
俄
代
姚
崇
爲
兵
部
尚
書
。
病
卒

(

６)

。｣

こ
れ
に
據
る
と
、
李
迥
秀
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
傑
出
し
た
才
能
を
持
ち
、
若
く
し
て
相
州
の
參
軍
と
な
り
、
考
功
員
外
郎
に
轉
じ
た
。

則
天
武
后
に
そ
の
才
を
愛
さ
れ
、
鳳
閣
舍
人
と
な
り
、
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
に
進
ん
だ
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
張
易
之
、
昌
宗
兄
弟
に

媚
び
た
た
め
、
長
安
四
年

(

七
〇
四)

、
收
賄
の
罪
で
盧
州

(

安
徽
省
合
肥
市)

の
刺
史
に
左
遷
さ
れ
、
神
龍
元
年

(

七
〇
五)

に
張
兄

弟
が
誅
さ
れ
る
と
、
更
に
衡
州

(

湖
南
省
衡
陽
市)

の
長
史
に
貶
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
中
宗
に
召
さ
れ
て
少
監
と
な
り
、
鴻
臚
卿
、

脩
文
館
學
士
に
進
み
、
朔
方
道
行
軍
大
總
管
か
ら
兵
部
尚
書
と
な
っ
て
五
十
歳
で
病
歿
し
た
と
い
う
。

李
迥
秀
が
安
州

(

湖
北
省
安
陸
市)

の
壽
山
に
立
ち
寄
っ
て
玄
�
と
面
識
を
持
っ
た
の
は
、
神
龍
元
年
に
衡
州
の
長
史
と
な
っ
た
時

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、『

楞
伽
師
資
記』

が
彼
を

｢

前
兵
部
尚
書｣

と
呼
ぶ
の
は
、
中
宗
時
代

(

七
〇
五-

七
一
〇)

に
中
央
に
復
歸

し
た
後
の
官
名
で
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る

(

７)

。
先
に

｢

神
秀｣

の
項
で
、
景
龍
二
年

(
七
〇
八)

の

｢

奉
和
九
月
九
日
登
慈
恩
寺
浮
屠
應
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制｣

に
言
及
し
た
が
、
彼
も
そ
の
時
に
作
品
を
獻
じ
て
い
る

(

８)

。
同
年
に
入
内
し
た
玄
�
が
、
長
安
や
洛
陽
で
復
權
後
の
李
迥
秀
と
再
び

交
流
を
持
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
玄
�
の
入
内
そ
の
も
の
が
李
迥
秀
の
働
き
か
け
に
據
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
十

分
に
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
慧
能
の
拒
絶
に
よ
っ
て
東
山
法
門
の
繼
承
者
の
入
京
が
途
絶
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
李
迥
秀
が
か
つ

て
交
わ
っ
た
玄
�
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
彼
を
薦
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

『

楞
伽
師
資
記』
に
據
れ
ば
、
兩
京
に
お
け
る
玄
�
の
活
動
は
、
景
龍
二
年

(

七
〇
八)

に
長
安
に
入
っ
て
後
、
十
年
以
上
に
亙
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
入
寂
に
つ
い
て
は
何
ら
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
柳
田
聖
山
氏
は
、『

楞
伽
師
資
記』

が
書

か
れ
た
當
時
、
玄
�
は
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
説
く
が

(

９)

、
こ
れ
は
妥
當
な
推
測
で
あ
る
。

一
方
、『

注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經』

に
附
さ
れ
た
李
知
非
の

｢

略
序｣

に
は
、

｢

其
�
大
師
所
持
摩
納
袈
裟
。
瓶
鉢
錫
杖
等
。
竝
留
付
囑
淨
覺
禪
師

(

�)

。｣

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
こ
の
序
文
が
書
か
れ
た
と
き
に
は
、
既
に
玄
�
が
入
寂
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

『

楞
伽
師
資
記』

の
撰
述
年
代
は
、
先
に

｢

神
秀｣
の
項
で
論
じ
た
よ
う
に
、
開
元
十
年

(

七
二
二)

が
上
限
と
見
ら
れ
、
一
方
、

李
知
非
撰
の

｢

略
序｣

の
末
尾
に
は
、
こ
れ
が
書
か
れ
た
經
緯
を
述
べ
て
、

｢

後
開
元
十
五
年
。
有
金
州
司
戸
尹
玄
度
。
録
事
參
軍
鄭
暹
等
。
於
漢
水
明
珠
之
郡
。
請
注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
一
卷
。
流
通
法

界
。
有
讀
誦
者
。
願
依
般
若
而
得
道
也
。
知
非
有
幸
。
毎
親
承
妙
決
。
諦
觀
奥
義
。
玄
門
不
可
測
量
。
晝
夜
受
持
。
頗
亦
識
其
心

海
。
讚
曰
。
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般
若
眞
諦
。
無
得
無
爲
。
湛
然
清
淨
。
空
無
所
依

(

�)

。｣
と
述
べ
て
お
り
、
多
く
の
人
は
、
こ
れ
を
根
據
に
、『

注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經』

と

｢

略
序｣

の
成
立
を
開
元
十
五
年

(

七
二
七)

と

見
做
し
て
い
る

(
�)

。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
玄
�
の
入
寂
は
、
開
元
十
年
か
ら
開
元
十
五
年
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、『

注
般

若
波
羅
蜜
多
心
經』
が
開
元
十
五
年
に
完
成
し
、
す
ぐ
に

｢

略
序｣

が
書
か
れ
た
と
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

開
元
十
五
年
に
註
釋
を
依
頼
さ
れ
て
も
、
淨
覺
が
そ
れ
を
撰
述
す
る
に
は
あ
る
程
度
の
期
間
を
要
し
た
は
ず
で
あ
り
、
同
年
中
に
完

成
し
て
い
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
そ
も
そ
も

｢

後
開
元
十
五
年｣

と
い
う
い
い
方
そ
の
も
の
が
、
既
に
時
の
經
過
を
暗
示
し
て
い
る

か
ら
、
こ
の

｢

略
序｣

が
書
か
れ
た
の
は
、
開
元
十
五
年
よ
り
何
年
か
は
降
る
は
ず
で
あ
る
。
從
っ
て
、
玄
�
の
入
寂
も
開
元
十
五
年

以
降
に
降
る
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
見
に
據
れ
ば
、
玄
�
の
入
寂
は
、
開
元
十
三
年

(

七
二
五)

の
こ
と
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
年
に
、
神
秀
の
二
大
弟
子
に
對
す
る
皇
帝
の
處
遇
に
大
き
な
變
化
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

義
福

(

六
五
八-

七
三
六)

に
つ
い
て
は
既
に

｢
神
秀｣

の
項
で
觸
れ
た
。
長
安
の
慈
恩
寺
に
住
し
て
い
た
彼
は
、
こ
の
年
、
洛
陽

滯
在
中
の
玄
宗
に
よ
っ
て
、
突
然
呼
び
出
さ
れ
、
隨
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
普
寂

(

六
五
一-

七
三
九)

は
、｢

普
寂
塔
銘｣

に

｢

開
元
十
三
年
。
恩
詔
屈
於
敬
愛
寺
宴
坐｣

と
い
う
よ
う
に

(
�)

、
こ
の
年
に
初
め
て
敕
命
で
洛
陽
の
大
敬
愛
寺
に
住
し
た
。
こ
の
よ
う

な
大
き
な
變
化
が
二
人
に
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
の
に
は
、
何
ら
か
の
原
因
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
恐
ら
く
、
そ
れ
は
玄

�
の
入
寂
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
弘
忍
の
弟
子
の
第
一
世
代
の
時
代
が
終
わ
り
、
新
た
に
、
第
二
世
代
の
神
秀
の
弟
子
た
ち
が

東
山
法
門
の
代
表
と
し
て
朝
廷
の
崇
敬
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
推
定
に
し
て
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
玄
�
は
、
景
龍
二
年

(

七
〇
八)
か
ら
開
元
十
三
年

(

七
二
五)

に
至
る
ま
で
、
十
數
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年
に
亙
っ
て
東
山
法
門
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
當
時
の
墓
誌
銘
な
ど
か
ら
は
、
彼
の
影
響
は
全
く
窺
う

こ
と
が
で
き
な
い

(

�)

。
玄
�
の
地
位
は
、
多
分
に
名
目
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
實
質
的
に
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
普
寂
や
義
福
の
時
代
が

始
ま
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
玄
�
の
生
年
を
貞
觀
十
一
年

(

六
四
三)

頃
と
す
る
先
の
想
定
に
從
え
ば
、
開
元
十
三
年
の

入
寂
の
際
に
は
八
十
三
歳
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
當
時
、
普
寂
は
七
十
五
歳
、
義
福
は
六
十
八
歳
で
あ
っ
て
、
年
齡
か
ら
言
っ
て
も
、

ほ
と
ん
ど
遜
色
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

玄
�
に

『

楞
伽
人
法
志』

と
い
う
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
は
、『

楞
伽
師
資
記』

の
引
用
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る

(

�)

。
名
前
か
ら
見
て
、

東
山
法
門
の
傳
統
を

『

楞
伽
經』

と
關
聯
付
け
、
そ
れ
を
傳
え
て
き
た
人
々
の
傳
記
を
綴
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、『

楞
伽
師
資
記』

で
は
、｢

弘
忍
章｣

と

｢

神
秀
章｣
の
み
で
引
用
が
行
わ
れ
て
お
り
、
他
に
い
か
な
る
人
の
傳
記
が
あ
っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ

に
つ
い
て
柳
田
聖
山
氏
は
、

｢『

楞
伽
佛
人
法
志』

に
は
、
弘
忍
と
神
秀
の
傳
の
外
に
、
慧
安
の
傳
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
而
も
、『

楞
伽
師
資
記』

が
、
道
信
以
前
の
僧
粲
や
慧
可
の
章
に
、『
楞
伽
佛
人
法
志』

を
引
か
ぬ
の
は
、
も
と
そ
れ
ら
の
傳
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
爲
め

で
あ
ろ
う

(

�)

。｣

と
い
う
が
、
こ
れ
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、『
楞
伽
師
資
記』

は
、
弘
忍
が
東
山
法
門
の
將
來
を
神
秀
と
玄
�
に
託

し
た
と
し
て
お
り
、
慧
安
は
含
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
に
、
も
し

『

楞
伽
人
法
志』

に
慧
安
の
傳
が
含
ま
れ
て
い
た
の
な
ら
、
な
ぜ
、

『

楞
伽
師
資
記』

に
慧
安
の
傳
記
を
掲
げ
な
い
の
か
理
解
に
苦
し
む
。
氏
は
自
ら
の
主
張
に
關
し
て
、
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｢

玄
�
は
、
弘
忍
の
十
大
弟
子
に
つ
い
て
傳
え
る
が
、
淨
覺
は
更
に
、
神
秀
、
玄
�
、
慧
安
の
三
人
を
特
別
に
扱
い
、
此
の
三
大

師
は
、
則
天
大
聖
皇
后
、
應
天
神
龍
皇
帝
、
太
上
皇
の
前
後
三
王
の
國
師
で
あ
る
と
す
る
。
淨
覺
が
、
玄
�
と
神
秀
の
二
人
に
參

じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
李
知
非
の

『

注
般
若
心
經
略
序』

は
、
慧
安
を
含
む
三
大
師
に
參
じ
た
と
し
て
居
り
、
淨
覺
が
此

の
三
大
師
を
特
別
扱
い
す
る
理
由
を
知
ら
し
め
る
も
の
が
あ
る

(

�)

。｣

と
注
す
る
が
、
淨
覺
が
慧
安
に
師
事
し
た
こ
と
と
、『

楞
伽
人
法
志』

に
慧
安
傳
が
あ
っ
た
こ
と
と
は
、
本
來
、
全
く
別
個
の
問
題
の

は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
に
論
ず
る
よ
う
に
、
淨
覺
が
慧
安
に
師
事
し
た
と
す
る
氏
の
説
も
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
道
信
以
前
の
祖
師
達
の
傳
記
を
含
ま
な
か
っ
た
と
す
る
主
張
も
認
め
が
た
い
。
弘
忍
に
至
る
系
譜
に
言
及
せ
ず
し
て
、
東
山

法
門
の
權
威
を
確
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。『

楞
伽
師
資
記』

が
彼
ら
の
傳
記
で

『

楞
伽
人
法
志』

を
引
か
な
い
の
は
、

『

楞
伽
人
法
志』

に
傳
記
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
單
に
、
そ
の
記
述
が
基
本
的
に

『

續
高
僧
傳』

に
基
づ
く
も
の
で
、
獨
自
の

内
容
を
含
ま
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
道
信
以
前
の
人
々
に
關
し
て
、
弘
忍
の
弟
子
た
ち
が

『

續
高
僧
傳』

を
超
え
る
知
識
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、『

傳
法
寶
紀』

を
見
て
も
明
白
で
あ
る
。

２.

弟
子
の
淨
覺
に
つ
い
て

弘
忍
の
最
後
の
弟
子
と
し
て
、
玄
�
は
、
朝
廷
か
ら
そ
れ
な
り
の
扱
い
を
受
け
た
が
、
神
秀
の
弟
子
た
ち
は
、
玄
�
が
入
京
す
る
以

前
か
ら
、
中
原
で
地
道
に
布
教
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
玄
�
が
中
原
の
人
々
に
與
え
た
影
響
は
か
な
り
限
定
的
で
あ
っ

て
、
そ
の
存
在
は
や
が
て
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
我
々
が
彼
の
存
在
を
知
り
う
る
の
は
、
ひ
と
え
に
淨
覺
と
の
關
係
に
よ
る
の
で

あ
る
。
で
は
、
そ
の
淨
覺
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
淨
覺
の
傳
記
を
知
る
た
め
の
根
本
資
料
と
し
て
は
、
既
に
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言
及
し
た

『

楞
伽
師
資
記』

と
李
知
非
撰
の

｢

略
序｣

以
外
に
、
王
維

(

七
〇
一-

七
六
一)

が
撰
述
し
た
彼
の
碑
文
、｢

大
唐
大
安
國

寺
故
大
�
淨
覺
師
碑
銘
并
序｣

(

成
立
年
未
詳
、
以
下
、｢

淨
覺
碑
銘｣

と
略
稱)

が
あ
る
。
こ
の
碑
文
が
淨
覺
の
事
跡
に
言
及
し
つ
つ
も
、

具
體
的
な
年
時
を
記
さ
な
い
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
文
獻
の
記
載
を
綜
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
傳
記
の
お
お
よ

そ
は
知
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)

。

先
ず
、
そ
の
出
自
に
關
し
て
、｢

淨
覺
碑
銘｣

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

｢

禪
師
。
法
名
淨
覺
。
俗
姓
韋
氏
。
孝
和
皇
帝
庶
人
之
弟
也
。
中
宗
之
時
。
後
宮
用
事
。
女
謁
寝
盛
。
主
柄
潛
移
。
戚
里
之
親
。

同
分
珪
組
。
屬
籍
之
外
。
亦
綰
銀
黄
。
況
乎
天
倫
。
將
議
封
拜
。
促
上
方
令
鑄
印
。
命
尚
書
使
備
策
。
詰
朝
而
五
土
開
國
。
信
宿

而
駟
馬
朝
天
。
禪
師
歎
曰
。
昔
我
大
師
。
尚
以
菩
提
釋
位
。
今
我
小
子
。
欲
以
恩
澤
爲
侯
。
仁
遠
乎
哉
。
行
之
即
是
。
裂
裳
裹
足

以
宵
遁
。
乞
食
餬
口
以
兼
行
。
入
太
行
山
。
削
髮
受
具
。
尋
某
禪
師
故
蘭
若
居
焉
。
猛
虎
舐
足
。
毒
蛇
熏
體
。
山
神
獻
果
。
天
女

散
花
。
澹
爾
宴
安
。
曾
無
喜
懼
。
先
有
涸
泉
枯
柏
。
至
是
布
葉
跳
波
。
東
魏
神
泉
。
應
焚
香
而
忽
湧
。
北
天
衆
果
。
候
飛
錫
而
還

生
。
禪
枝
必
復
之
徴
。
法
水
再
興
之
象

(

�)

。｣

つ
ま
り
、
淨
覺
は
、
中
宗
の
皇
后
、
韋
后
の
弟
で
あ
り
、
高
位
高
官
に
登
る
道
が
約
束
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
放
棄

し
て
太
行
山
に
入
り
、
出
家
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

淨
覺
の
生
年
と
出
家
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
見
え
る

｢

入
太
行
山
。
削
髮
受
具
。
尋
某
禪
師
故
蘭
若
居
焉｣

と
い
う
記
述
が
、

李
知
非
撰
の

｢

略
序｣

の
、
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｢

其
禪
師
年
二
十
三
。
去
神
龍
元
年
。
在
懷
州
太
行
山
稠
禪
師
以
錫
杖
解
虎
闘
處
修
道
。
居
此
山
注
金
剛
般
若
理
鏡
一
卷
。
其
靈

泉
號
名
般
若
泉
也
。
古
今
相
傳
。
高
歡
之
時
。
稠
禪
師
於
太
行
山
靈
泉
。
見
兩
虎
闘
爭
一
鹿
。
以
錫
杖
分
之
。
兩
虎
伏
地
。
不
敢

爭
也
。
稠
禪
師
涅
槃
已
後
數
百
年
。
無
人
住
持
。
靈
泉
涸
竭
。
栢
樹
枯
朽
。
自
從
大
唐
淨
覺
禪
師
尋
古
賢
之
跡
。
再
修
葺
禪
字
。

掃
灑
未
經
三
日
。
涸
泉
爲
之
涌
出
。
朽
栢
爲
之
再
茂
也

(

�)

。｣

と
い
う
記
述
と
一
致
す
る
た
め
、
神
龍
元
年

(

七
〇
五)

に
二
十
三
歳
で
出
家
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
そ
の
生
誕
も
永
淳
二
年

(

六
八
三)

と
確
定
で
き
る

(

�)
。
武
后
の
衰
え
に
乘
じ
て
中
宗
が
復
位
し
た
の
は
、
こ
の
年
の
一
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
上
の

｢

淨
覺

碑
銘｣

の
記
述
は
、
こ
れ
ま
で
不
遇
で
あ
っ
た
韋
氏
一
族
が
、
中
宗
の
復
位
に
よ
っ
て
權
力
の
掌
握
を
果
た
し
、
い
か
に
色
め
き
立
っ

た
か
を
示
す
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

王
維
は
、
碑
銘
の
末
尾
の

｢

銘｣

に
お
い
て
も
、

｢

弟
在
人
間
。
姉
歸
鳳
闕
。
去
日
留
訓
。
別
時
翦
髮
。
累
賜
金
錢
。
將
加
印
�
。
忽
爾
宵
遁
。
終
然
兩
絶

(

�)

。｣

と
い
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
彼
が
、
淨
覺
を
韋
后
の
本
當
の
弟
と
認
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
柳

田
聖
山
氏
を
初
め
と
し
て
多
く
の
學
者
が
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
き
た

(

�)

。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
中
宗
の
時
代
に
權
勢
を
振
る
っ
た
人
物
と
し
て
、
韋
后
の
從
父
兄
、
韋
温

(

？
―
七
一
〇)

が
あ
る
が
、『

舊
唐
書』

の
彼
の
傳

記
に
、
李
隆
基

(

玄
宗)

に
よ
る
韋
氏
一
族
の
誅
殺
に
言
及
し
て
、
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｢

臨
�
王
討
韋
氏
。
温
等
皆
坐
斬
。
宗
族
無
少
長
皆
死
。
語
在
韋
庶
人
傳
。
睿
宗
即
位
。
仍
令
削
平
玄
貞
及
洵
等
墳
墓

(

�)

。｣
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
淨
覺
が
韋
后
の
弟
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
た
と
い
出
家
し
て
い
た
と
し
て
も
、
連
座
を
逃
れ
る
こ
と
は
難
し

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
テ
ィ
モ
シ
ー
・
Ｈ
・
バ
レ
ッ
ト

(T
im

othy
H
ugh

B
arrett)

氏
は
、
淨
覺
が
連
座
を
免
れ
た
の
は
、
強
力
な
庇
護

者
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
し
、｢

略
序｣

の
撰
者
で
あ
る
李
知
非
は
、
皇
帝
の
一
族
で
あ
っ
て
も
血
縁
は
薄
く
、
そ
の
影
響
力
は

限
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、｢

淨
覺
碑
銘｣

に
名
前
の
見
え
る
睿
宗
の
子
、
李
�(

？-

七
二
四
、
惠
莊
太
子)

に
注

目
す
べ
き
だ
と
説
い
て
お
り

(

�)

、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
も
こ
れ
に
讚
意
を
示
し
て
い
る

(

�)

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
次
の
よ
う
に

｢

略
序｣

が
こ
れ
と
は
異
な
る
出
自
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

｢

時
大
唐
京
兆
大
安
國
寺
沙
門
淨
覺
。
俗
姓
韋
。
祖
逍
遙
公
之
後
也

(

�)

。｣

こ
こ
に
い
う

｢

逍
遙
公｣

と
は
、
北
周
の
韋
夐

(

五
〇
二-
五
七
八)

の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
が

(

�)

、
千
田
た
く
ま
氏
の
指
摘
す
る

よ
う
に

(

	)

、『

新
唐
書』

の

｢

宰
相
世
系｣

に
よ
れ
ば
、
韋
后
の
系
統
は
、
少
な
く
と
も
十
代
以
前
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら

(


)

、
こ
れ
が
事

實
で
あ
れ
ば
、
同
じ
韋
氏
と
い
っ
て
も
、
淨
覺
に
と
っ
て
韋
后
は
遠
縁
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
り
、(

政
治
的
な
野
心
を
持
た
な
い
限
り)

韋
后
と
と
も
に
誅
殺
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
何
も
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る

(

�)

。

で
は
、｢

淨
覺
碑
銘｣

と

｢

略
序｣

の
ど
ち
ら
の
記
述
を
信
ず
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
維
が

｢

淨
覺
碑
銘｣

を
書
い
た
の
は
、
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淨
覺
の
入
寂
後
、
弟
子
た
ち
の
求
め
に
應
じ
て
の
こ
と
で
、
そ
の
情
報
は
弟
子
か
ら
聞
い
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
に
對

し
て
、
李
知
非
は
、
自
身
、｢

略
序｣

で

｢

知
非
有
幸
。
毎
親
承
妙
決
諦
觀
奧
義｣

と
直
接
師
事
し
た
と
言
っ
て
い
る
か
ら

(

�)

、
そ
の
内

容
は
必
ず
や
本
人
か
ら
聞
い
た
情
報
に
基
づ
く
は
ず
で
あ
る
。
從
っ
て
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
我
々
は

｢

略
序｣

に
從
う
べ
き
な
の

で
あ
る
。

で
は
、
淨
覺
が
王
侯
貴
族
の
地
位
を
擲
っ
て
出
家
し
た
と
い
う

｢

淨
覺
碑
銘｣

の
説
は
虚
構
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く

は
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
既
に
楊
曾
文
、
程
正
等
の
諸
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が

(

�)

、『

舊
唐
書』

の
、

｢

嗣
立
與
韋
庶
人
宗
屬
疏
遠
。
中
宗
特
令
編
入
屬
籍
。
由
是
顧
賞
尤
重
。｣

(

卷
八
八

｢

韋
思
謙
傳

(

�)｣)

｢

時
安
石
爲
中
書
令
。
以
是
巨
源
近
屬
。
罷
知
政
事
。
巨
源
尋
遷
侍
中
中
書
令
。
進
封
舒
國
公
。
附
入
韋
后
三
等
親
。
敍
爲
兄
弟
。

編
在
屬
籍
。｣

(

卷
九
二

｢

韋
巨
源
傳

(

�)｣)

等
の
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
武
后
時
代
に
兄
弟
を
失
っ
て
い
た
韋
后
は
、
保
身
の
た
め
取
り
卷
き
を
必
要
と
し
、
遠
縁
で
あ
っ
て
も
、

韋
氏
で
あ
れ
ば
取
り
立
て
て
家
族
と
同
樣
に
扱
っ
た
の
で
あ
る
。

從
っ
て
、
別
系
統
で
あ
っ
て
も
、
韋
氏
に
屬
し
た
淨
覺
が
、
韋
后
の
弟
に
準
じ
る
扱
い
で
王
侯
貴
族
に
列
し
え
た
と
い
う
こ
と
、
竝

び
に
、
そ
れ
を
敢
え
て
擲
っ
て
出
家
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
そ
の
ま
ま
事
實
で
あ
り
、
淨
覺
自
身
の
述
懷
に
基
づ
く
も
の
で

あ
ろ
う
。
弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
を
誤
解
し
た
か
、
或
は
故
意
に
詐
っ
て
、
淨
覺
が
韋
后
の
實
の
弟
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
情
報
を
傳
え
、

王
維
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
碑
銘
を
撰
述
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
故
意
に
詐
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
淨
覺
が
名
門
出
身
で

あ
っ
た
こ
と
、
佛
道
へ
の
志
が
高
か
っ
た
こ
と
を
強
調
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
淨
覺
の
入
寂
後
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
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う
し
た
出
自
を
説
い
て
も
害
が
本
人
に
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

淨
覺
と
神
秀
と
の
出
逢
い
に
つ
い
て
は
、
既
に

｢

神
秀｣

の
項
で
觸
れ
た
。『

楞
伽
師
資
記』

に
よ
る
と
、
大
足
元
年

(

七
〇
一)

に
、
洛
陽
で
神
秀
に
出
逢
い
、
禪
法
を
授
か
り
、
多
少
得
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
心
地
を
提
示
し
て
も

｢

努
力
せ
よ｣

と
勵
ま
さ
れ

る
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
淨
覺
は
十
九
歳
、
出
家
す
る
四
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

神
龍
元
年

(
七
〇
五)

、
淨
覺
は
出
家
し
た
。
當
時
、
神
秀
は
存
命
中
で
あ
っ
た
が
、
體
調
が
優
れ
ず
、
た
び
た
び
歸
郷
を
願
い
出

て
い
る
。
淨
覺
が
太
行
山
に
入
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
と
無
關
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
翌
神
龍
二
年
、
神
秀
は
洛
陽
の
天
宮
寺

で
入
寂
し
、
二
人
の
關
係
は
永
遠
に
絶
え
た
。
こ
の
年
、
慧
安
が
再
び
呼
び
出
さ
れ
て
入
内
し
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る

が
、
淨
覺
が
慧
安
に
師
事
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
柳
田
聖
山
は
、
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
淨
覺
が
慧
安
に
も
師
事
し
た
と
し
、
多
く
の
人
が
こ
の
見
解
を
繼
承
し
て
い
る

が

(

�)

、
こ
れ
は
、
到
底
、
受
け
入
れ
が
た
い
説
で
あ
る
。
も
し
、
淨
覺
が
慧
安
に
も
參
じ
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
彼
は『

楞
伽
師
資
記』

に

そ
の
こ
と
を
明
記
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
氏
の
根
據
は
、『

楞
伽
師
資
記』

に
、
神
秀
・
玄
�
・
慧
安
の
三
人
を
同
格
に
扱
っ
て
、

｢

第
七
唐
朝
荊
州
玉
泉
寺
大
師
諱
秀
。
安
州
壽
山
寺
大
師
諱
�
。
洛
州
嵩
山
會
善
寺
大
師
諱
安
。
此
三
大
師
是
則
天
大
聖
皇
后
應

天
神
龍
皇
帝
太
上
皇
前
後
爲
三
主
國
師
也
。
竝
忍
大
師
授
記
云
。
後
傳
吾
道
者
。
只
可
十
耳
。
倶
承
忍
禪
師
後

(

�)

。｣

と
言
っ
て
い
る
點
、
竝
び
に
李
知
非
撰
の

｢

略
序｣

に
、
淨
覺
の
こ
と
を
、

｢

先
是
荊
州
秀
大
師
門
人
。
復
是
洛
州
嵩
山
禪
師
足
下
。
又
是
安
州
壽
山
�
大
師
傳
燈
弟
子

(

�)

。｣
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と
表
現
し
て
い
る
點
に
あ
る
。
し
か
し
、『

楞
伽
師
資
記』

が
、
こ
の
三
人
を
掲
げ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
が

｢

國
師｣

に
な
っ
た
と
い

う
點
に
お
い
て
同
格
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
淨
覺
が
師
事
し
た
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
神
秀
と
竝
ぶ

弘
忍
下
の
長
老
で
あ
っ
た
慧
安
の
前
に
玄
�
を
掲
げ
て
い
る
の
は
、
自
分
が
師
事
し
た
人
物
を
優
先
し
て
の
こ
と
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
慧
安
に
師
事
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
對
し
て

｢
略
序｣

は
、
淨
覺
が
確
か
に
三
人
に
師
事
し
た
か
の
よ
う
な
書
き
よ
う
で
あ
る
が
、
よ
く
見
る
と
、
神
秀
・
玄
�

と
慧
安
と
の
間
に
故
に
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
。
即
ち
、
前
二
者
が

｢

大
師｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、
後

者
は

｢

禪
師｣

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
呼
稱
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
二
者
に
對
し
て
淨
覺
は

｢

門
人｣

｢

弟
子｣

で
あ
る
と

し
て
、
直
接
に
師
事
し
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
後
者
で
は

｢

足
下｣

と
い
う
曖
昧
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
相
違
は
、
明
ら
か
に
、
淨
覺
が
慧
安
に
師
事
し
た
と
語
ら
な
い
こ
と
と
呼
應
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
李
知
非
は
、
こ
の

よ
う
な
曖
昧
な
表
現
を
し
て
ま
で
、
師
事
し
た
こ
と
の
な
い
慧
安
の
名
を
こ
こ
に
掲
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

｢

略
序｣

に
お
い
て
も
、
續
く
文
章
で
は
、｢
古
禪
訓｣

な
る
も
の
を
引
い
て
禪
の
系
譜
を
述
べ
、

｢

宋
太
祖
之
時
。
求
那
跋
陀
羅
三
藏
禪
師
。
以
楞
伽
傳
燈
。
起
自
南
天
竺
國
。
名
曰
南
宗
。
次
傳
菩
提
達
摩
禪
師
。
次
傳
可
禪
師
。

次
傳
粲
禪
師
。
次
傳
�
州
東
山
道
信
禪
師
。
遠
近
咸
稱
東
山
法
門
也
。
次
傳
忍
大
師
。
次
傳
秀
禪
師
道
安
禪
師
�
禪
師
。
此
三
大

師
同
一
師
學
。
倶
忍
之
弟
子
也

(

�)

。｣

と
い
い
、
こ
の
三
人
が
全
く
對
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『

楞
伽
師
資
記』

と
同
樣
、
三
人
が
弘
忍
の
弟
子
で
國
師
と
な
っ
た

と
い
う
點
で
齊
し
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
實
際
に
師
事
し
た
神
秀
と
玄
�
に
加
え
て
慧
安
の
名
前
を
掲
げ
た
の
に
は
、
淨
覺
が
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東
山
法
門
の
正
統
な
繼
承
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ん
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

淨
覺
は
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
神
秀
の
寂
後
に
慧
安
が
再
び
入
内
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
當
時
は
、

淨
覺
が
太
行
山
に
入
っ
て
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
恐
ら
く
、
洛
陽
ま
で
出
か
け
る
餘
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
、
景
龍
二
年

(

七
〇
八)

に
な
っ
て
慧
安
が
入
寂
し
た
た
め
、
玄
�
が
長
安
に
招
か
れ
、
續
い
て
洛
陽
で
開
法
を
行
っ
た
。
淨
覺

が
玄
�
に
師
事
し
た
の
は
、
そ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
淨
覺
は
、『

楞
伽
師
資
記』

に
お
い
て
、
玄
�
に
對
し

て

｢

兩
京
來
往
參
覲
。
向
經
十
有
餘
年
。
所
呈
心
地
。
尋
已
決
了｣

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
が

(

�)

、
恐
ら
く
、
こ
れ
は
、
長
安
に
來
た

・
・

玄
�
の
も
と
に
馳
せ
参
じ
て
、
そ
の
後
、
洛
陽
ま
で
着
き
從
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
、
玄
�
が
し
ば
し
ば
長
安
を
訪
れ

て
開
法
を
行
っ
た
の
で
、
教
え
を
請
う
た
め
に
淨
覺
も
長
安
ま
で
足
を
伸
ば
す
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

既
に

｢

神
秀｣

の
項
で
論
じ
た
よ
う
に
、
淨
覺
が

『

楞
伽
師
資
記』

を
著
し
た
の
は
、
開
元
十
年

(

七
二
二)

以
降
、
二
、
三
年
の

う
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
に
掲
げ
た

『

楞
伽
師
資
記』

の
文
章
に
據
れ
ば
、
淨
覺
は
、
こ
れ
以
前
に
玄
�
の
指
導
に

よ
っ
て
悟
り
を
開
き
、
印
可
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、『

楞
伽
師
資
記』

に
は
、｢

東
都
沙
門
釋
淨
覺
居
太
行
山
靈
泉
谷
集｣

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら

(

�)

、
こ
の
頃
に
な
っ
て
も
淨
覺
が
太
行
山
に
本
據
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
兩
京
と
太

行
山
の
間
を
し
ば
し
ば
往
來
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
に
示
し
た
私
見
の
ご
と
く
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
開

元
十
三
年

(

七
二
五)

に
玄
�
は
入
寂
し
、
淨
覺
は
そ
の
衣
鉢
を
承
け
継
い
だ
よ
う
で
あ
る
。
時
に
、
淨
覺
は
四
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

淨
覺
は
そ
の
頃
ま
で
太
行
山
に
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
李
知
非
の

｢

略
序｣

に

｢

大
唐
京
兆
大
安
國
寺
沙
門
淨
覺｣

と
い
い

(

�)

、｢

淨

覺
塔
銘｣

が
淨
覺
を

｢

大
唐
大
安
國
寺
故
大
�
淨
覺｣

の
名
で
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
彼
の
後
半
生
の
活
動
は
、
長
安
の
大
安
國
寺
を

中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
淨
覺
が
長
安
に
居
を
移
し
た
の
は
、
玄
�
の
入
寂
を
契
機
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
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し
か
し
、
敦
煌
文
書
中
に

『

舍
太
行
淨
覺
禪
師
開
心
勸
導
禪
衆』

(

北
京
本
、
海
五
一)

な
る
文
獻
が
傳
え
ら
れ
て
お
り

(

�)

、
こ
の
存
在

は
、
淨
覺
が
太
行
山
を
據
點
と
し
て
い
た
頃
か
ら
布
教
に
力
を
入
れ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
た
、｢

略

序｣

は
、
淨
覺
の
布
教
活
動
に
つ
い
て
、

｢

比
在
兩
京
廣
開
禪
法
。
王
公
道
俗
歸
依
者
無
數

(

�)

。｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に

｢
兩
京｣

と
い
う
の
も
、
淨
覺
が
長
安
に
移
る
前
か
ら
洛
陽
等
で
盛
ん
に
布
教
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。
恐
ら
く
、
淨
覺
は
、
玄
�
の
寂
後
も
、
し
ば
ら
く
の
間
は
、
太
行
山
に
本
據
を
置
き
、
洛
陽
と
の
間
を
往
來
し
つ
つ
布
教
活

動
に
從
事
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

略
序｣
が
言
及
す
る

『

注
金
剛
般
若
理
鏡』

が
書
か
れ
た
の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
李
知
非
が
こ
れ
を
太
行
山
で
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
、『

注
金
剛
般
若
理
鏡』

に
も
、『

楞
伽
師
資

記』

の

｢

東
都
沙
門
釋
淨
覺
居
太
行
山
靈
泉
谷
集｣

と
同
樣
の
記
載
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
多
く
の
學
者
は
、｢

略
序｣

の

｢

其
禪
師
年
二
十
三
。
去
神
龍
元
年
。
在
懷
州
太
行
山
稠
禪
師
以
錫
杖
解
虎
鬥
處
修
道
。

居
此
山
注
金
剛
般
若
理
鏡
一
卷｣

と
い
う
記
載
か
ら
、
そ
の
撰
述
を
神
龍
元
年
の
太
行
山
入
山
の
直
後
と
考
え
て
い
る
が

(

�)

、
こ
の
文
章

が
語
る
の
は
、

１.

神
龍
元
年
に
出
家
し
て
太
行
山
に
入
っ
た
。

２.
『

注
金
剛
般
若
理
鏡』

は
太
行
山
で
書
か
れ
た
。
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と
い
う
二
つ
の
史
實
で
あ
っ
て
、『

注
金
剛
般
若
理
鏡』

が
神
龍
元
年
に
書
か
れ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
實
際
の
と
こ
ろ
、

二
十
代
の
前
半
で
淨
覺
が
そ
う
し
た
著
作
を
書
き
、
そ
れ
が
流
布
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
常
識
か
ら
い
っ
て
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、『

楞
伽
師
資
記』

に

『

注
金
剛
般
若
理
鏡』

に
觸
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
も
、
當
時
、
こ
れ
が
ま
だ
書
か
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
開
元
十
五
年

(

七
二
七)

に
な
っ
て
、
ど
う
い
う
經
緯
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
淨
覺
は
金
州
を

訪
れ
た
。
先
に
引
い
た

｢
略
序｣

の
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
際
に
尹
玄
度
や
鄭
暹
が

『

般
若
心
經』

に
註
を
書
く
よ
う
頼
み
、

そ
れ
に
應
じ
て
成
っ
た
の
が

『
注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經』

な
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
こ
う
し
た
依
頼
を
行
っ
た
の
は
、『

注
金
剛
般
若
理

鏡』

の
存
在
が
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

淨
覺
が
金
州
に
滯
在
し
た
期
間
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
比
較
的
長
期
に
亙
っ
た
と
す
る
と
、『

注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經』

の
撰

述
は
金
州
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
原
に
歸
っ
た
後
に
撰
述
し
、
金
州
の
尹
玄
度
や
鄭
暹
の
も
と
に
送
っ
た

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
李
知
非
が
淨
覺
の
教
え
を
直
接
に
受
け
た
と
し
て
、

｢

知
非
有
幸
。
毎
親
承
妙
決
。
諦
觀
奥
義

(

�)

。｣

と
言
う
の
は
、
前
者
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
二
人
の
交
友
が
李
知
非
が
金
州
に
赴
任
す
る
以
前
、
中
原
に
お
い
て
始
ま
っ
て

い
た
可
能
性
も
否
定
し
き
れ
ず
、
確
定
は
で
き
な
い
。

中
原
に
戻
っ
た
淨
覺
は
、
長
安
に
入
り
、
大
安
國
寺
に
住
し
た
。
李
知
非
は
淨
覺
を

｢

大
唐
京
兆
大
安
國
寺
沙
門
淨
覺｣

と
呼
ぶ
か

ら
、｢

略
序｣

を
書
い
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
開
元
二
十
年

(

七
三
二)

前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
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｢

淨
覺
碑
銘｣

は
、
淨
覺
の
入
寂
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

｢
于
是
同
凡
現
疾
。
處
順
將
終
。
忽
謂
衆
人
。
有
疑
皆
問
。
我
于
是
夜
。
當
入
無
餘
。
開
口
萬
言
。
音
和
水
鳥
。
踴
身
七
樹
。
光

映
天
人
。
如
�
出
行
。
泯
然
趺
坐
。
以
某
載
月
日
歸
大
寂
滅
。
某
月
日
遷
神
于
少
陵
原
赤
谷
蘭
若
。
香
油
細
�
。
用
以
荼
毘
。
合

璧
連
珠
。
爲
之
葬
具
。
城
門
至
于
谷
口
。
幡
蓋
相
連
。
法
侶
之
與
都
人
。
縞
素
相
半
。
叩
膺
拔
髮
。
灑
水
�
塵
。
升
堂
入
室
之
徒
。

數
踰
七
十
。
破
山
�
海
之
哭
。
聲
振
三
千
。
則
有
僧
某
乙
尼
某
乙
故
惠
莊
某
氏
某
郡
主
賢
者
某
乙
等
。
各
在
衆
中
。
共
爲
上
首
。

或
行
如
白
雪
。
或
名
亞
紅
蓮
。
或
爲
勝
鬘
夫
人
。
或
稱
毘
邪
居
士
。
二
空
法
外
。
何
處
進
求
。
七
覺
分
中
。
誰
當
決
釋
。
猶
衣
舍

利
。
冀
獲
菩
提
。
身
塔
不
出
虎
溪
。
涙
碑
有
同
羊
�
。
表
心
成
相
。
相
非
離
于
眞
如
。
敘
�
以
言
。
言
豈
著
于
文
字

(

�)

。｣

具
體
的
な
日
時
を
記
さ
な
い
た
め
、
淨
覺
の
歿
年
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
布
教
が
か
な
り
の
成
果
を
收
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ

る
。
恐
ら
く
、
か
な
り
の
長
命
を
保
ち
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
布
教
活
動
を
展
開
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
王
維

の
生
涯
を
鑒
み
る
と
、｢

淨
覺
碑
銘｣

が
安
史
の
亂

(
七
五
七-

七
六
三)

勃
發
以
降
の
撰
述
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
、
天
寶
年
間

(

七
四
二-

七
五
六)

の
入
寂
と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う

(

本
文
中
に

｢

以
某
載
月
日
歸
大
寂
滅

(

	)｣

と

｢

年｣

に

替
え
て

｢

載｣

を
用
い
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
支
持
す
る)
。
恐
ら
く
は
、
天
寶
十
載
頃
の
入
寂
で
、
當
時
、
淨
覺
は
七
十
歳
前
後

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

上
に
見
る
よ
う
に
、｢

淨
覺
碑
銘｣

と

｢

略
序｣

の
い
ず
れ
も
が
、
そ
の
兩
京
に
お
け
る
布
教
が
盛
大
で
あ
り
、
僧
俗
の
間
に
多
く

の
歸
依
者
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
記
載
は
、
そ
の
性
格
上
、
言
葉
半
分
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
。

客
觀
的
に
見
る
と
き
、
玄


―
淨
覺
の
系
統
の
社
會
的
影
響
力
は
、
神
秀
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
比
し
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
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で
あ
る
。『

楞
伽
師
資
記』

に
お
い
て
淨
覺
が
自
ら
を
正
統
と
せ
ず
、
神
秀
の
弟
子
た
ち
の
正
統
性
を
認
め
る
の
も
、
こ
こ
に
そ
の
理

由
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
淨
覺
は
、
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
し
、
か
つ
て
自
分
も
神
秀
に
師
事
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
か
ら
、
神
秀
の
正
統
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
存
在
意
義
を
補
強
し
こ
そ
す
れ
、
否
定
す
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る

(
�)

。

從
っ
て
、
淨
覺
の
弟
子
に
知
ら
れ
る
人
が
い
な
い
の
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
は
淨
覺
の
性
格
も
關
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
淨
覺
は
、『
楞
伽
師
資
記』

や

『

注
般
若
波
羅
蜜
多
心
經』

の
撰
述
に
見
る
よ
う
に
、
初
期
禪
宗
の
人
々
の
中
で
は
珍
し
く
、

學
究
肌
で
、
著
述
に
お
い
て
本
領
を
發
揮
す
る
タ
イ
プ
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
弟
子
の
育
成
は
必
ず
し
も
得
意
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、『

舍
太
行
淨
覺
禪
師
開
心
勸
導
禪
衆』

の
よ
う
な
通
俗
教
化
を
狙
っ
た
偈
文
が
傳
わ
っ
て
い
る

の
は
、
そ
の
教
導
の
對
象
が
主
と
し
て
俗
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
。
太
行
山
に
籠
っ
て
の
著
述
活
動
と
都
に
出
て
の
一
般
へ

の
布
教
活
動
と
い
う
二
面
性
が
、
こ
う
し
た
事
態
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

淨
覺
の
生
涯
に
關
聯
し
て
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
主
著
で
あ
る

『

楞
伽
師
資
記』

が
彼
の
生
存
中
に
は
流
布
し

た
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
點
で
あ
る
。
王
維
は
淨
覺
の
著
作
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
李
知
非
は
、｢

略
序｣

に
お

い
て

『

注
金
剛
般
若
理
鏡』

に
言
及
し
な
が
ら
、『

楞
伽
師
資
記』

に
は
觸
れ
な
い
。
李
知
非
が

『

楞
伽
師
資
記』

の
存
在
を
知
ら
な

か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
淨
覺
と
略
ぼ
同
世
代
の
荷
澤
神
會

(

六
八
四-

七
五
八)

も
、『

傳
法
寶
紀』

を
激
し
く
批
判

し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、『

楞
伽
師
資
記』

に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
。
も
し
、
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
ら
、
必
ず
や
更
に
嚴

し
い
批
判
の
對
象
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『

楞
伽
師
資
記』

に
言
及
す
る
最
古
の
資
料
は
、
保
唐
宗
の
燈
史
で
あ
る

『
歴
代
法
寶
記』

で
あ
る
。
そ
の
成
立
は
、
保
唐
寺
無
住

(

七
一
四-

七
七
四)

の
歿
年
か
ら
見
て
、
建
中
元
年

(

七
八
〇)

前
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
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え
る
の
で
あ
る
。

｢
有
東
都
沙
門
淨
覺
師
。
是
玉
泉
神
秀
禪
師
弟
子
。
造
楞
伽
師
資
血
脈
記
一
卷
。
妄
引
求
那
跋
陀
三
藏
爲
第
一
祖
。
不
知
根
由
。

惑
亂
後
學
云
。
是
達
摩
祖
師
之
師
。
求
那
跋
陀
自
是
譯
經
三
藏
。
小
乘
學
人
。
不
是
禪
師
。
譯
出
四
卷
楞
伽
經
。
非
開
受
楞
伽
經

與
達
摩
祖
師
。
達
摩
祖
師
自
二
十
八
代
首
尾
相
傳
。
承
僧
伽
羅
叉
。
後
惠
可
大
師
親
於
嵩
高
山
少
林
寺
。
問
達
摩
祖
師
承
上
相
傳
。

自
有
文
記
分
明
。
彼
淨
覺
師
妄
引
求
那
跋
陀
。
稱
爲
第
一
祖
。
深
亂
學
法
。
法
華
經
云
。
不
許
親
近
三
藏
小
乘
學
人
。
求
那
跋
陀

三
藏
譯
出
四
卷
楞
伽
經
。
名
阿
跋
陀
寶
楞
伽
經
。
魏
朝
菩
提
流
支
三
藏
譯
出
十
卷
。
名
入
楞
伽
經
。
唐
朝
則
天
時
。
實
叉
難
陀
譯

出
七
卷
楞
伽
經
。
已
上
盡
是
譯
經
三
藏
。
不
是
禪
師
。
竝
傳
文
字
教
法
。
達
摩
祖
師
宗
徒
禪
法
。
不
將
一
字
教
來
。
默
傳
心
印

(

�)

。｣

『

歴
代
法
寶
記』

は
、
こ
の
よ
う
に

『
楞
伽
師
資
記』

を
激
し
く
批
判
す
る
が
、
弘
忍
の
入
寂
の
際
の
敍
述
や

｢

十
大
弟
子｣

の
説

な
ど
に
お
い
て
、『

楞
伽
師
資
記』

を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
強
く
蒙
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
先
に

｢

弘

忍｣

の
項
で
論
じ
た
よ
う
に
、
宗
密
も
弘
忍
の

｢
十
大
弟
子｣

に
言
及
し
つ
つ
、
そ
の
内
容
を
一
部
改
め
て
い
る
。
そ
の
改
變
は
宗
密

自
身
に
據
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
宗
密
が

｢

十
大
弟
子｣
の
元
來
の
形
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
宗
密
の
説
や

『

歴
代

法
寶
記』

は
神
會
派
の
古
い
説
を
そ
の
ま
ま
繼
承
し
て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
恐
ら
く
、
神
會
の
寂
後
、
間
も
な
く
、
弟
子
た
ち
は

『

楞
伽
師
資
記』

の
存
在
を
知
り
、
そ
の
内
容
を
自
説
に
取
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
八
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
俄
か
に

『
楞
伽
師
資
記』

が
流
布
し
始
め
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
後
、

『

楞
伽
師
資
記』

が
、
チ
ベ
ッ
ト
や
日
本
に
ま
で
傳
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば

(

�)

、
一
時
、
か
な
り
の
流
行
を
見
た
こ
と

は
疑
え
な
い
。
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こ
う
し
た
事
態
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、『

楞
伽
師
資
記』

が
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
淨
覺
の
入
寂
を
契
機
と
す
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
、
淨
覺
は

『

楞
伽
師
資
記』

を
早
く
に
書
き
上
げ
て
い
た
が
、
そ
の
存
在
を
祕

し
續
け
、
入
寂
に
際
し
て
弟
子
た
ち
に
流
布
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
思
う
に
、
そ
の
内
容
が
批
判
を
招
く
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。『

楞
伽
師
資
記』

に

は
、
他
に
見
ら
れ
な
い
極
め
て
特
殊
な
説
を
多
々
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『

楞
伽
經』

の
譯
者
、
求
那
跋
陀
羅
を
菩
提
達
摩
の
前
に
置

い
て
祖
師
と
位
置
づ
け
た
こ
と
が
、『

歴
代
法
寶
記』

の
批
判
を
招
い
た
こ
と
は
既
に
見
た
が
、
こ
の
他
に
も
、
三
祖
の
粲
禪
師
に

『

詳
玄
傳』

、
四
祖
の
道
信
に

『
菩
薩
戒
法』

『

入
道
安
心
要
方
便
法
門』

な
ど
の
著
作
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
一
部
を
引
い
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
説
は
外
に
は
全
く
見
え
な
い
も
の
で
、
多
く
は
淨
覺
の
創
作
と
見
ら
れ
る
。

更
に
、
當
時
、
弘
忍
の
著
作
と
し
て
流
布
し
て
い
た

『

修
心
要
論』

を
し
ば
し
ば
利
用
し
な
が
ら
、｢

弘
忍
章｣

で
は
、

｢

其
忍
大
師
蕭
然
淨
坐
。
不
出
文
記
。
口
説
玄
理
。
默
授
與
人
。
在
人
間
有
禪
法
一
本
。
云
是
忍
禪
師
説
者
謬
言
也

(

�)

。｣

と
そ
の
價
値
を
こ
と
さ
ら
否
定
す
る
よ
う
な
言
説
を
行
っ
て
い
る
。『

修
心
要
論』

は
、
中
原
に
初
め
て
東
山
法
門
を
傳
え
た
法
如
の

一
派
が
、
そ
の
思
想
を
廣
め
る
た
め
に
著
し
た
綱
要
書
と
推
測
さ
れ
る
か
ら

(

�)

、
こ
う
し
た
淨
覺
の
態
度
の
根
本
に
、
法
如
と
そ
の
弟
子

た
ち
に
對
す
る
對
抗
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
説
は
全
て
、
淨
覺
自
身
の
立
場
と
思
想
に
基
づ
く
確
乎
た
る
主
張
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
求
那
跋
陀
羅
を
達
摩
以
下
の
祖

師
と
同
格
に
扱
お
う
と
す
る
立
場
は
、
既
に
引
い
た
よ
う
に
、｢

略
序｣
に
も
見
え
る
か
ら
、
常
々
淨
覺
は
、
周
圍
の
人
々
に
こ
う
し

た
主
張
を
説
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
あ
ま
り
に
特
異
で
あ
り
、
當
然
、
激
し
い
批
判
を
招
い
て
し
か
る
べ
き
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も
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
の
淨
覺
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
を
書
物
の
形
に
纏
め
た

『

楞
伽
師
資
記』

を
生
前
に
公
表
す
る
こ
と
は
憚
か
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

註

(

１)

例
え
ば
、
宇
井
伯
壽
、
楊
曾
文
な
ど
の
各
氏
は
、『

歴
代
法
寶
記』

の
、

｢

久
視
年
。
使
荊
州
玉
泉
寺
請
秀
禪
師
。
安
州
受
山
寺
請
玄
�
禪
師
。
隨
州
大
雲
寺
請
玄
約
禪
師
。
洛
州
嵩
山
會
善
寺
請
老
安
禪
師
。

則
天
内
道
場
供
養
。
則
天
本
請
大
�
。
縁
西
國
有
三
藏
婆
羅
門
。
則
天
常
偏
敬
重
之
。｣

(

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』

一
二
九
頁)

｢

則
天
諮
問
諸
大
�
。
和
上
等
有
欲
否
。
神
秀
玄
約
老
安
玄
�
等
皆
言
無
欲
。
則
天
問
�
禪
師
。
和
上
有
欲
否
。
�
禪
師
恐
不
放
歸
。

順
則
天
意
。
答
有
欲
。
則
天
又
問
云
。
何
得
有
欲
。
�
答
曰
。
生
則
有
欲
。
不
生
則
無
欲
。
則
天
言
下
悟
。
又
見
三
藏
歸
依
�
和
上
。

則
天
倍
加
敬
重
。
�
禪
師
因
便
奏
請
歸
郷
。
敕
賜
新
翻
花
嚴
經
一
部
。
彌
勒
�
像
及
幡
花
等
。
及
將
達
摩
祖
師
信
袈
裟
。
則
天
云
。
能

禪
師
不
來
。
此
上
代
袈
裟
亦
奉
上
和
上
。
將
歸
故
郷
永
爲
供
養
。
則
天
至
景
龍
元
年
十
一
月
。
又
使
内
侍
將
軍
薜
簡
至
曹
溪
能
禪
師
所
。

宣
口
敕
云
。
將
上
代
信
袈
裟
奉
上
�
禪
師
。
將
受
持
供
養
。
今
別
將
摩
納
袈
裟
一
領
。
及
絹
五
百
疋
。
充
乳
藥
供
養
。｣

(

同
上
、

一
二
九-

一
三
〇
頁)

な
ど
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
、
玄
�
が
久
視
元
年

(

七
〇
〇)

に
神
秀
や
玄
約
ら
と
と
も
に
則
天
に
召
さ
れ
た
と
し
て
い
る

(『

禪
宗

史
研
究』

一
四
七
頁
、｢

淨
覺
及
其
《｢

注｣

般
若
波
羅
蜜
多
心
經
》
與
其
校
本｣

〈

｢

中
華
佛
學
學
報｣

六
、
一
九
九
三
年
〉
二
四
一
頁)

。

し
か
し
、
こ
れ
は
、『

歴
代
法
寶
記』

が

『

楞
伽
師
資
記』
の
記
載
を
勝
手
に
書
き
換
え
た
に
過
ぎ
ず
、
史
實
と
見
做
す
べ
き
で
は
な
い
。

(

２)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

五
六-

五
七
頁
。

(

３)

同
上
、
二
七
三
頁
。

(

４)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
頁
。

(

５)

マ
ク
レ
ー
氏
前
掲
書
、
五
九-

六
〇
頁
、
ジ
ョ
ー
ジ
ェ
ン
セ
ン
氏
前
掲
書
、
四
九
頁
等
を
參
照
。
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(
６)

『

舊
唐
書』

(

縮
印
百
衲
本
二
十
四
史
、
商
務
印
書
館)

六
四
〇
頁
。

(
７)
柳
田
聖
山
氏
は
、
李
迥
秀
の

｢

讚｣

を
後
に
中
央
か
ら
送
ら
れ
た
と
し
て
い
る

(

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

二
八
六
頁)

。
し
か
し
、
玄

�
は
、
都
に
出
た
後
、
壽
山
と
の
關
係
を
絶
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(

８)
『

全
唐
詩』

一
〇
四
。
な
お
、
そ
の
詩
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

｢

沙
界
人
王
塔

金
繩
梵
帝
游

言
從
祇
樹
賞

行
玩
菊
叢
秋

御
酒
調
甘
露

天
花
拂
彩
旒

堯
年
將
佛
日

同
此
慶
時
休｣

(

９)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

三
〇
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
七
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』
五
九
七
頁
。

(

�)

前
掲

｢

淨
覺
及
其
《｢

注｣
般
若
波
羅
蜜
多
心
經
》
與
其
校
本｣

二
四
二
頁
、
程
正

｢

淨
覺
―
そ
の
人
と
思
想｣

(｢

駒
澤
大
學
禅
研
究
所

年
報｣

一
三
・
一
四
、
二
〇
〇
二
年)

五
二
頁
等
を
參
照
。

(

�)
『

全
唐
文』

二
六
二
。

(

�)

拙
稿

｢

墓
誌
銘
に
見
る
初
期
の
禪
宗

(
上)

(

下)｣
(｢

東
洋
學
研
究｣

四
五
・
四
六
、
二
〇
〇
八
・
二
〇
〇
九
年)

を
參
照
。

(

�)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

二
七
三
頁
、
二
九
八
頁
。

(

	)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
頁
。

(


)

同
上
、
七
一
頁
。

(

�)

最
近
、
千
田
た
く
ま
氏
は
、｢

ふ
た
り
の
淨
覺｣

(｢

花
園
大
學
國
際
禪
學
研
究
所
論
叢｣

二
、
二
〇
〇
七
年)

と
い
う
論
攷
を
發
表
し
、

『

楞
伽
師
資
記』

の
著
者
、
淨
覺
を
王
維
撰

｢

淨
覺
碑
銘｣

の
主
、
淨
覺
と
す
る
從
來
の
説
を
改
め
、
李
收

(

生
歿
年
未
詳)

撰

｢

大
慈
禪

師
墓
誌
銘
并
序｣

の
主
、
淨
覺
と
す
る
新
た
な
説
を
發
表
さ
れ
た
。
氏
は

｢

從
來
の
説
を
訂
正
し
た
研
究
で
あ
る｣

と
い
う
が
、
氏
の
説
に

は
論
理
の
飛
躍
が
多
い
う
え
に
、
自
説
に
都
合
の
惡
い
事
實
に
は
觸
れ
な
い
な
ど
問
題
點
が
多
く
、
と
て
も
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
一
七-

五
一
八
頁
。

(

)

同
上
、
五
九
七
頁
。
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(
�)

同
上
、
八
八
頁
、
前
掲

｢

淨
覺
―
そ
の
人
と
思
想｣

五
〇
頁
等
を
參
照
。

(
�)
前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
一
九-

五
二
〇
頁
。

(

�)
前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

三
一
頁
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
レ
ー
氏
、
前
掲
書
八
八
頁
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
、
前
掲
書
一
三
〇
頁
等
を

參
照
。

(

�)

前
掲

『
舊
唐
書』

一
三
二
三
頁
。

(

�)
B
arrett,

T
im

othy
H
.
‶T

he
D
ate

of
the

L
eng-chia

shih-tzu
chi."

Jo
u

rn
a

l
o
f

th
e

R
o
y

a
l

A
s
ia

tic
S

o
c
ie

ty,
3d

series,

1,
no.2

(1991),
pp.257-258.

(

�)

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
前
掲
書
、
一
三
四
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
六
頁
。

(

	)

楊
曾
文
氏
は
、
韋
夐
の
子
孫
で
、
中
宗
に
よ
っ
て
新
た
に

｢

逍
遙
公｣

に
封
ぜ
ら
れ
た
韋
嗣
立

(

六
五
四-

七
一
九)

の
こ
と
と
し
、
韋

承
慶
・
韋
嗣
立
兄
弟
の
子
に
出
家
し
て
僧
と
な
っ
た
も
の
は
い
な
い
か
ら
、
淨
覺
は
、
彼
ら
の
孫
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る

(

前
掲

｢

淨
覺

及
其
《｢

注｣

般
若
波
羅
蜜
多
心
經
》
與
其
校
本｣

二
三
九
頁)

。
し
か
し
、
例
え
ば
、
普
寂
の
弟
子
の
廣
慧
が
、
そ
の
塔
銘
、｢

唐
故
上
都

唐
安
寺
外
臨
壇
律
大


比
丘
尼
廣
惠
塔
銘
并
序｣
に
、

｢

大


諱
廣
惠
。
俗
姓
韋
氏
。
漢
丞
相
之
遺
祉
。
周
司
空
之
遠
孫
。
地
承
華
緒
。
門
藉
清
流
。｣

(『

唐
文
拾
遺』

三
一)

と
さ
れ
、｢

周
司
空｣

、
即
ち
北
周
の
大
司
空
と
な
っ
た
韋
孝
寛

(

韋
夐
の
弟
、
五
〇
九-

五
八
〇)

の
遠
孫
で
あ
る
と
説
く
よ
う
に
、｢

祖

逍
遙
公
之
後
也｣

も
、
そ
の
家
系
の
元
と
な
っ
た
人
物
の
名
を
擧
げ
た
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

前
掲

｢

ふ
た
り
の
淨
覺｣

五
一-

五
二
頁
。

(

�)
『

新
唐
書』

の

｢

宰
相
世
系｣

(

縮
印
百
衲
本
二
十
四
史
、
商
務
印
書
館
、
七
五
〇
、
七
五
六
頁)

に
據
れ
ば
、
二
人
の
家
系
は
次
の
よ
う

に
な
る
。
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(

�)

も
っ
と
も
、
千
田
氏
は
、

｢

ま
た
假
に
淨
覺
が
逍
遙
公
房
韋
氏
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
姓
の
韋
玄
貞
家
が
皇
宮
で
最
も
權
勢
を
誇
っ
て
い
た
時
期
に
、
入
内
し

た
神
秀
や
玄
�
に
師
事
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
淨
覺
は
韋
玄
貞
家
と
何
か
し
ら
の
關
係
が
あ
っ
た
か
、
同
姓
を
た
よ
っ
て
皇
居
に
出
入
り

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
謀
反
後
は
連
座
し
て
殺
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。｣

(

前
掲

｢

ふ
た
り
の
淨
覺｣

五
四
頁)

と
説
く
が
、
淨
覺
が
神
秀
や
玄
�
に
師
事
し
た
の
が
宮
中
で
あ
っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
何
も
な
い
。
む
し
ろ
、
入
内
の
後

に
洛
陽
の
寺
院
で
開
法
を
行
っ
た
際
に
師
事
し
た
と
考
え
る
の
が
當
然
で
あ
ろ
う

(

神
秀
が
住
し
た
の
は
天
宮
寺
で
あ
る
が
、
玄
�
の
住
し

た
寺
の
名
は
明
ら
か
で
な
い)

。
特
に
神
秀
の
入
内
が
、
韋
玄
貞
一
家
が
苦
難
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
則
天
武
后
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
七
頁
。

(

�)

前
掲

｢

淨
覺
及
其
《｢

注｣

般
若
波
羅
蜜
多
心
經
》
與
其
校
本｣

二
三
九
頁
、
前
掲

｢

淨
覺
―
そ
の
人
と
思
想｣

四
九
頁
等
を
參
照
。

(

�)

前
掲

『

舊
唐
書』

七
七
九
頁
。

(

�)

同
上
、
八
〇
七
頁
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

七
〇
頁
註
⑧
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
レ
ー
氏
前
掲
書
、
八
九
頁
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
氏
前
掲
書
、

一
〇
三
頁
、
一
三
三
頁
、
前
掲

｢

淨
覺
及
其
《｢

注｣

般
若
波
羅
蜜
多
心
經
》
與
其
校
本｣

二
四
〇-

二
四
一
頁
、
前
掲

『

唐
五
代
禪
宗
史』

八
八
頁
等
を
參
照
。

(

	)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

二
九
五
頁
。

(


)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
六
頁
。
た
だ
し
、
一
部
、
楊
曾
文
氏
の
校
本
に
よ
っ
て
文
字
を
改
め
た
。

(

�)

同
上
、
五
九
六-

五
九
七
頁
。
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(
�)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

五
七
頁
。

(
�)
同
上
、
九
二
頁
。

(

�)
前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
六
頁
。

(

�)

陳
祚
龍

｢

新
集
敦
煌
古
抄
釋
門
的
詩
歌
與
曲
子｣

(『

敦
煌
簡
策
訂
存』

(

臺
北
商
務
印
書
館
、
一
九
八
三
年)

一
九
八
頁
に
陳
氏
の
校
訂

に
よ
る
本
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
今
、
そ
れ
を
掲
げ
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

｢

舍
太
行
淨
覺
禪
師
開
心
勸
導
禪
衆

昔
日
將
心
求
外
佛

今
將
知
佛
在
心
停

靈
堂
習
聽
元
非
聽

空
谷
傳
聲
豈
有
聲

終
歳
勞
身
猶
弄
影

何
期
身
影
共
同
行

觀
身
觀
影
非
非
影

眞
如
非
重
亦
非
輕｣

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』

五
九
七
頁
。

(

�)

同
上
、
八
八
頁
、
前
掲

｢

淨
覺
―
そ
の
人
と
思
想｣

五
二
頁
等
を
參
照
。

(

�)

前
掲

『

初
期
禪
宗
史
書
の
研
究』
五
九
七
頁
。

(

	)

同
上
、
五
一
九
頁
。

(


)

同
上
、
五
一
九
頁
。

(

�)

千
田
た
く
ま
氏
は
、
前
掲
論
文
で

｢

淨
覺
は
玄
�
が
師
匠
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『

楞
伽
師
資
記』

に
お
い
て
な
ぜ
か
玄
�
の
傳
記

を
記
さ
ず
に
神
秀
の
傳
記
だ
け
を
詳
述
し
、
し
か
も
そ
の
う
え
神
秀
の
弟
子
た
ち
を
第
八
代
と
し
て
記
す
。
こ
れ
で
は
神
秀
に
認
め
ら
れ
ず

に
玄
�
の
弟
子
と
な
っ
た
淨
覺
が
、
神
秀
一
派
を
顯
彰
す
る
た
め
傳
記
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
な
ん
と
も
不
可
解
な
關
係
と
な
る｣

と
述
べ
る
が

(

五
六
頁)

、
當
時
の
禪
宗
の
状
況
を
辨
え
な
い
議
論
で
、
到
底
、
同
意
で
き
な
い
。

(

)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅱ』

五
九-

六
〇
頁
。

(

�)

上
山
大
峻

｢

チ
ベ
ッ
ト
譯

『

楞
伽
師
資
記』

に
つ
い
て｣

(｢

佛
教
學
研
究｣

二
五
・
二
六
、
一
九
六
八
年)

、
西
岡
祖
秀

｢

チ
ベ
ッ
ト
譯

『

楞
伽
師
資
記』

の
新
出
斷
片
に
つ
い
て｣

(｢

印
度
學
佛
教
學
研
究｣

三
一-
一
、
一
九
八
二
年)

、
竝
び
に
、
拙
稿

｢

最
澄
の
傳
え
た
初
期

禪
宗
文
獻｣

(｢

禪
文
化
研
究
所
紀
要｣

二
三
、
一
九
九
七
年)

一
四
五-

一
五
〇
頁
を
參
照
。
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(
�)

前
掲

『

初
期
の
禪
史
Ⅰ』

二
六
八-

二
六
九
頁
。

(
�)
拙
稿

｢

法
如
派
に
つ
い
て｣

(｢

印
度
學
佛
教
學
研
究｣

四
一-

一
、
一
九
九
一
年)

一
一
〇-

一
一
一
頁
を
參
照
。

む
す
び

以
上
、
弘
忍
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
傳
記
を
檢
討
し
た
。
資
料
の
制
約
の
た
め
不
明
な
點
は
多
い
が
、
現
時
點
で
論
じ
う
る
こ
と
は
ほ

ぼ
盡
く
し
た
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
彼
ら
の
傳
記
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
き
、
先
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
弘
忍
の

弟
子
た
ち
が
東
山
法
門
の
教
え
を
弘
め
る
た
め
に
相
互
に
協
力
し
合
っ
て
い
た
と
い
う
點
で
あ
る
。
皇
帝
の
敕
召
へ
の
對
應
、
弟
子
の

指
導
な
ど
の
點
に
お
い
て
、
神
秀
と
慧
安
、
慧
能
の
間
に
密
接
な
連
携
が
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

從
っ
て
、
彼
ら
の
間
に
、
後
世
言
わ
れ
る
よ
う
な
意
見
の
對
立
が
あ
っ
た
と
は
、
到
底
、
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ゆ
る
南

北
兩
宗
の
對
立
と
い
っ
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
弟
子
の
代
に
な
っ
て
言
わ
れ
始
め
た
に
過
ぎ
ず
、
本
人
た
ち
の
與
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
點
に
お
い
て
、
神
秀
と
慧
能
の
思
想
の
相
違
に
そ
の
對
立
の
原
因
を
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
國
家
と
の
關
係
で
あ
る
。
東
山
法
門
は
皇
帝
權
力
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
く
山
林
佛
教
と
し
て
成
立

し
た
が
、
そ
の
思
想
が
時
代
の
要
求
に
應
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
注
目
を
集
め
、
や
が
て
中
原
に
進
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
東
山
法
門
は
都
市
の
知
識
人
と
い
う
新
た
な
支
持
者
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
從
來
の
修
行
方
法
の
維
持
、
皇
帝
の
庇
護
と

統
制
へ
の
對
應
と
い
う
新
た
な
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
弘
忍
の
弟
子
た
ち
が
し
ば
し
ば
皇
帝
か
ら
敕
召
を

受
け
、
對
應
を
迫
ら
れ
た
の
は
、
正
し
く
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
山
林
佛
教
と
し
て
の
東
山
法
門
の
本
質
に
關
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
の
南
北
兩
宗
の
對

立
と
も
密
接
な
關
聯
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

(

１)

。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
關
係
で
稿
を
改
め
て
別
に
論
ず
る
こ
と

と
し

(

２)
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
擱
く
こ
と
と
し
た
い
。

註

(

１)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
前
掲
の
拙
稿

｢｢

戒
律｣

か
ら

｢

清
規｣

へ
―
北
宗
の
禪
律
一
致
と
そ
の
克
服
と
し
て
の
清
規
の
誕
生｣

に

お
い
て
、
私
見
の
一
端
を
公
表
し
た
。

(

２)

既
に
中
國
語
で
は
、
昨
年
の
十
月
十
六
日
〜
十
八
日
に
山
東
大
學
で
開
か
れ
た

｢〝

儒
佛
關
係
與
佛
教
中
國
化〞

學
術
研
討
會｣

と
十
月

三
十
日
〜
三
十
一
日
に
黄
梅
で
開
か
れ
た

｢

黄
梅
禪
宗
高
峰
論
壇｣

に
お
い
て
、｢

東
山
法
門
和
儒
教
國
家
權
力｣

と
い
う
題
目
で
發
表
を

行
っ
た

(

十
七
日
・
三
十
日)

。
今
後
、
機
會
を
見
て
日
本
語
で
も
發
表
を
行
う
豫
定
で
あ
る
。

[

附
記]

今
回
で
三
年
に
わ
た
っ
た
連
載
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
既
刊
分
に
關
し
て
、
筆
者
は
既
に
訂
正
・
補
足
す
べ
き
點
を
い
く
つ
か
見

出
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
が
、
神
秀
の
出
家
・
得
度
に
關
す
る
事
實
誤
認
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
本
年
度
刊
行
の

『

禪
文
化
研
究
所
紀
要』
に
掲
載
豫
定
の
拙
稿
、｢

神
秀
の
受
戒
を
め
ぐ
っ
て｣

に
お
い
て
論
じ
た
の
で
、
そ
ち
ら

を
參
照
さ
れ
た
い
。
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